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はじめに _ 

 

総務省は、平成２0年10月から、有識者や地方公共団体、ASP･SaaS事業者などを構

成員とする「地方公共団体ASP･SaaS活用推進会議」を開催し、効率的な電子自治体

の基盤構築の選択肢の一つである地方公共団体によるASP･SaaSの活用について検討

を行ってきたところである。本書は、地方公共団体におけるASP・SaaSの導入の際の

参考に資するため、本会議における検討の結果を「地方公共団体におけるASP・SaaS

導入活用ガイドライン」としてまとめたものである。 

 

I. 背景と目的 

(1) 電子自治体の推進における課題 

政府のIT戦略本部は、平成18年1月に「IT新改革戦略」を策定し、電子行政について「住

民サービスに直結する地方公共団体の電子化が十分ではないなど、国民・企業等利用者が

利便性・サービス向上を実感できていない」と指摘するとともに、「行政分野へのITの活

用により、国民の利便性の向上と行政運営の簡素化、効率化、高度化及び透明性の向上を

図る」ことを目標として掲げている。 

 

このことを受け、電子自治体を推進するための総合的な指針として策定された「新電子

自治体推進指針」（平成19年3月 総務省）では、「2010年までに利便・効率・活力を

実感できる電子行政を実現すること」が目標とされたところである。 

 

しかし、同指針において指摘されているとおり、「地方公共団体等のITシステムの調達

に関しては、類似の業務システムであっても初期構築費用及び運用・保守費用が市区町村

によって大きく異なっている問題や、運用・保守費用の硬直化が指摘されるレガシーシス

テムの問題がある。また、多額の費用をかけて構築したシステムの中に十分活用されてい

ないものがある」など、電子自治体の推進にあたっては、情報システムの開発や維持管理

に多大なコストが必要であり、財政的な負担や、人的な負担が大きくなっている。これに

加えて、個人情報保護や災害時の対策など、情報システムに求められる情報セキュリティ

対策はより高度化しており、地方公共団体の負担は一層重さを増しているところである。 

 

(2) 地方公共団体におけるASP･SaaSの有効性 

ASP･SaaSはネットワークを通じて情報システム機能を提供するサービス、あるいは

そうしたサービスを提供するビジネスモデルのことである。 

 

従来、個人や企業の情報化においては情報処理などのICTの機能を自ら「所有」するこ

とが一般的であったが、情報化・ネットワーク化の進展に伴うICTの適用範囲の拡大、重

要性の増大などに伴い、、その運用や保守のために求められるコスト、専門的知識を有す
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る人材、情報セキュリティ対策などが増加し、個人や企業が自ら個別にこれらの対応を進

めていくには限界が生じてきている。 

 

そこで、ICT機能を自ら「所有」する従来のシステム構築ではなく、ネットワークを介

したサービスとして「利用」するASP･SaaSの活用が急速に進展してきた。個人や企業

においては、ASP･SaaSを活用することにより、より低コストで、より簡易に、より高

いセキュリティの下で情報システムを運用することが可能となる。近年は、ASP･SaaS

事業者が提供するサービスの多様化が進展するとともに、個人や企業におけるASPや

SaaSの活用事例が拡大しているところである。 

 

地方公共団体においても、個人や企業と同様、自らのICT機能にASP･SaaSを取り入れ

ることにより、情報システムの開発コストの軽減や開発期間の短縮、運用に係る負担の軽

減などのメリットが期待できるものである。 

 

既に多くのASP･SaaS事業者が電子申請の処理などの分野でサービスを提供しており、

地方公共団体において導入コストを抑えつつも住民からの申請や届出などのオンライン

化を実施する際の有効な選択肢となるものである。また、電子申請の処理に限らず、ASP･

SaaSは従来のシステム構築の場合と比べて開発に要する経費などの負担が小さく、財政

規模の小さな地方公共団体における効率的な電子自治体の基盤構築にあたって特に有効

な選択肢となることが期待されるものである。 

 

(3) ASP･SaaSの活用にあたって 

しかしながら、現状においては地方公共団体におけるASP･SaaSの普及は十分ではな

く、その活用には克服すべき課題も多い。 

 

まず、現状では地方公共団体向けのASP･SaaSの提供は限定的であり、地方公共団体

において、ASP･SaaSを活用するメリットが十分に認知されていないことや、ASP･

SaaSの導入にあたって、従来のシステム構築とは異なる作業についての理解が必ずしも

得られていないことなど、地方公共団体におけるASP･SaaSの活用に向けての情報提供

が不足している。また、ASP･SaaSの活用にあたっては、地方公共団体がこれまでに構

築してきた情報システムとの技術的・制度的な整合性を確保することも必要となる。 

 

これらの課題に加え、地方公共団体のなかには情報システムの構築や運用を特定のベン

ダーに過度に依存している地方公共団体があること、地方公共団体の情報システムが標準

化されていないことなどによりASP･SaaS事業者に対して地方公共団体にサービスを提

供するインセンティブが働かないこと、ASP･SaaS事業者が地方公共団体のニーズを把

握できていないこと、などの課題があることも指摘されてきたところである。 
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今後、地方公共団体におけるASP･SaaSの利用を拡大していくためには、地方公共団

体とASP･SaaS事業者の双方が地方公共団体における従来のシステム構築（所有）と

ASP･SaaS事業者のサービスの「利用」の相違を理解し、ASP･SaaS事業者のサービス

の調達やASP･SaaS事業者との契約が円滑に行われるようにするための取組みが必要で

ある。 

 

これらの課題の解決に向け、総務省においては、地方公共団体におけるASP･SaaSの

円滑な導入や一層の活用を目的として有識者や地方公共団体、、ASP･SaaS事業者などを

構成員とする「地方公共団体ASP･SaaS活用推進会議」を平成20年10月から平成21年

11月にかけて計６回開催し、サービスの選定やASP･SaaS事業者との契約、サービス導

入後の運用などの各段階における課題の洗い出しと解決のための適切な措置について検

討を行った。本書は、地方公共団体におけるASP･SaaSの導入の際の参考に資するため、

本会議における検討の結果を「地方公共団体におけるASP･SaaS導入活用ガイドライン」

としてまとめたものである。 
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II. 本書の位置づけ 

本書では、ASP･SaaSに関してこれまで発表されてきた指針などと整合性をとりなが

ら、地方公共団体がASP･SaaSの利用にあたって留意すべきことを整理したものである。

ASP･SaaSの利用にあたって特に重要であり、また、従来のシステム構築では行われる

ことが十分でなかったSLA1やSLM2について詳細に紹介している。なお、本書の作成に

あたっては、次節に挙げる既存の報告書などを参考とし、それらとの整合性にも留意して

いる。 

 

III. 既存の報告書など 

地方公共団体におけるASP･SaaSの活用にあたり、本書の作成の際に留意した既存の

報告書や制度などは以下のとおりである。 

 「公共ITにおけるアウトソーシングに関するガイドライン」（平成15年3月 総務

省） 

 「ASP･SaaSの安全・信頼性に係る情報開示指針」（平成19年11月 総務省） 

 「ASP･SaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定制度」（平成20年4月 財団法人

マルチメディア振興センター） 

 「ASP･SaaSにおける情報セキュリティ対策ガイドライン」（平成20年1月 総務

省） 

 「総合行政ネットワークASPガイドライン(3.５版)」（平成2１年5月 総合行政ネ

ットワーク運営協議会） 

 「SaaS向けSLAガイドライン」（平成20年1月 経済産業省） 

 「データセンターの安全・信頼性に係る情報開示指針」（平成21年2月 総務省） 

など 

 

IV. 本書の構成 

本書の構成を以下に示す。 

第１部では、まず第１章においてASP･SaaSの定義づけを行うとともに具体的な紹介

を行い、本書における検討の枠組となるASP･SaaSの利用形態に基づく分類を行ってい

る。第２章ではASP･SaaS利用の意義や今後の政策動向などについて解説している。 

 

第２部では、地方公共団体におけるフロントオフィス業務にASP･SaaSサービスを導

入する場合について、第３章ではASP･SaaSの導入から利用にいたる地方公共団体にお

ける作業プロセス、第４章・第５章ではSLA／SLMの考え方や地方公共団体において留

                                         
1 SLA(Service Level Agreement): サービスの品質に対する利用者側の要求水準と提供者

側の運営ルールについて明文化したもの。 
2 SLM(Service Level Management): サービスレベルを最適化して継続的に行うための運

営手法。 
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意すべき事項などについて解説を行っている。 

 

第３部では、具体的に契約に向けた検討を行い、第6章では地方公共団体において主に

調達に関して検討すべき事項や留意すべき事項について解説するとともに、第7章では

ASP･SaaSの利用契約を締結する際の契約書のサンプルを示し、解説を行っている。 

 

参考資料として、地方公共団体の業務の区分けと業務別のASP･SaaS提供事例、また、

地方公共団体において既にASP･SaaSを利用している事例を記載した。 

 

 

第１部 ASP・SaaSの概要第１部 ASP・SaaSの概要

第２部 フロントオフィス業務に対するASP・SaaSの利用第２部 フロントオフィス業務に対するASP・SaaSの利用

参考資料参考資料

第１章 ASP・SaaSとは

第２章 ASP・SaaS利用の意義

第３章 ASP・SaaS導入から利用までの実施事項

第４章 ASP・SaaSにおけるSLA

第５章 ASP・SaaSにおけるSLM

付録１ 地方公共団体の業務別に利用可能なASP・SaaS

付録２ 地方公共団体におけるASP・SaaSの利用事例紹介

はじめに 本調査研究について

第３部 ASP・SaaSにおける契約について第３部 ASP・SaaSにおける契約について

第６章 ASP・SaaS利用に関する契約の進め方

第７章 ASP・SaaSにおける契約書（サンプル）

第１部 ASP・SaaSの概要第１部 ASP・SaaSの概要

第２部 フロントオフィス業務に対するASP・SaaSの利用第２部 フロントオフィス業務に対するASP・SaaSの利用

参考資料参考資料

第１章 ASP・SaaSとは

第２章 ASP・SaaS利用の意義

第３章 ASP・SaaS導入から利用までの実施事項

第４章 ASP・SaaSにおけるSLA

第５章 ASP・SaaSにおけるSLM

付録１ 地方公共団体の業務別に利用可能なASP・SaaS

付録２ 地方公共団体におけるASP・SaaSの利用事例紹介

はじめに 本調査研究について

第３部 ASP・SaaSにおける契約について第３部 ASP・SaaSにおける契約について

第６章 ASP・SaaS利用に関する契約の進め方

第７章 ASP・SaaSにおける契約書（サンプル）

 図 0-1 本書の構成 
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V. 本書の利用方法 

本書は、地方公共団体がASP･SaaSを活用する際、「導入企画時」、「調達時」、「利用時」

のそれぞれの段階において、次のように各章を参照し、活用されることを想定している。 

 

(1) サービスの導入企画時 

ASP･SaaSとは何か、また、従来の自ら情報システムを構築し、それを利用して業

務を行う場合と比べてどのようなメリットがあるのかについては、「第１章 ASP･

SaaSとは」「第２章 ASP･SaaS利用の意義」が参考となる。 

 

地方公共団体がASP･SaaSを導入するにあたっての作業プロセス、その他の各プロ

セスで検討すべき事項や留意すべき事項については、「第３章 ASP･SaaS導入から

利用までの実施事項」が参考となる。 

 

情報システムの導入などを企画している業務に対してASP･SaaSを活用できるか

どうかの検討については、次の２つの付録が参考となる。「付録１ 地方公共団体の業

務別に利用可能なASP･SaaS」では、地方公共団体の業務を区分けし、それぞれの業

務に利用可能な既存のサービスの一覧を示している。また、「付録２ 地方公共団体に

おけるASP･SaaSの利用事例紹介」では、実際に地方公共団体においてASP･SaaS

が利用されている事例を示している。 

 

(2) サービスの調達時 

ASP･SaaSの調達時における検討や業者の選定については、「第３章 ASP･SaaS

導入から利用までの実施事項」「第6章 ASP･SaaS利用に関する契約の進め方」が

参考となる。 

 

サービスの選定や契約時のサービスレベルの設定に資するため、SLAに記載される

代表的な項目についての考え方については、「第４章 ASP･SaaSにおけるSLA」が

参考となる。また、契約時において検討すべき事項や留意すべき事項については、「第

6章 ASP･SaaS利用に関する契約の進め方」に示し、実際の契約締結の際の参考と

すべく「第7章 ASP･SaaSにおける契約書（サンプル）」が参考となる。 

 

(3) サービスの利用時 

ASP･SaaSサービスの利用時における検討や業者の選定については、「第３章 

ASP･SaaS導入から利用までの実施事項」が参考となる。 

 

また、サービス利用時におけるサービスレベルの維持・向上を行う必要があるが、

SLMの実施方法については「第５章 ASP･SaaSにおけるSLM」が参考となる。 
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第1章 ASP･SaaSとは 

 

ASP･SaaSは、利用者にネットワークを通じて情報システムの機能を提供するサービ

ス、あるいはこうしたサービスを提供するビジネスモデルと定義される。本書において

は、ASP･SaaSの形態を大きくレディメイド型とオーダーメイド型に分類して検討を

行うこととする。 

 

1.1 ASP･SaaSの定義 

ASP (Application Service Provider) とSaaS (Software as a Service) は、とも

にネットワークを通じてアプリケーションやサービスを提供するものであり、地方公共団

体がこれらのサービスを導入する場合において特に両者の差異を意識する必要はないも

のである。したがって、本書においてはASPとSaaSを区別せずに「ASP･SaaS」と表

記することとする。また、ASP･SaaSの利用者は、ASP･SaaS事業者が提供するサービ

スの対価としてサービス利用料を支払うことが一般的である。そこで、本書においては、

ASP･SaaSを以下のように定義することとする。 

 

特定または不特定の利用者が必要とする情報システムの機能を、ネットワークを通じて

サービスとして提供し、サービスの利用の対価として利用者からサービス利用料を受け

取るビジネスモデル。 

 

ASP･SaaSの利用者は、ASP･SaaS事業者がネットワークを介して提供するサーバの

システムや機能をサービスとして利用する。このため、ASP･SaaSの利用者は原則とし

てサーバなどの機器を保有する必要がない。また、ASP･SaaSの利用者はアプリケーシ

ョンを購入するのではなく、ネットワーク経由で提供されるサービスを利用し、その対価

を支払う。そのため、情報処理などの必要な機能を過不足なく適正な規模で利用すること

が可能になる。 

 

また、ASP･SaaSは複数の利用者が同じサービスを利用するものであり、利用者あた

りの利用料金の低廉化を実現することが可能になる。これに加え、ASP･SaaS事業者は

サービスの提供に必要な設備を集約し、重複のない効率的な設備投資を行うことが可能で

あり、ASP･SaaS事業者が提供するサービスの料金は一般的に従来型のシステム構築と

比べて低廉に設定されている。 

 

ASP･SaaSの利用者は、設備やソフトウェアの調達やシステム開発などの作業が不要

であり、従来型のシステム構築と比べて短期間での導入が可能であるとともに少ない作業



 

13 

負担でサービスの利用を終了することも可能である3。よって、地方公共団体においても、

まずはASP･SaaSを導入する業務の対象を限定し、導入による効果を確認しつつその対

象領域を拡大していく、いわゆる「小さく始めて大きく育てる」という導入形態をとるこ

とも可能である。 

 

ASP・ＳａａＳ

事業者

・Webサーバ
・APサーバ
・DBサーバ

IDC

ユーザー

ユーザー

WWWブラウザ

WWWブラウザ

インターネット
ＬＧＷＡＮ
専用回線

・サーバ運用、保守
・アプリケーション維持
・運用監視

など

《契約の締結》
・インフラ要件
・サービス要件（SLA）

などASP・ＳａａＳ

事業者

・Webサーバ
・APサーバ
・DBサーバ

IDC

《施設設備》
・耐震/免震
・故障対策
・セキュリティ（物理的/論理的）
・バックアップ

など

・自己のＰＣを利用
・利用期間に応じた

費用支払い

 

図 1-1 ASP･SaaSのサービス形態 

 

 

1.2 地方公共団体のシステムの導入形態 

地方公共団体におけるASP･SaaSは、従来のように独自にシステムを構築する形態で

はなく、情報処理などの機能を民間事業者などが既に提供しているサービスを利用する形

態で導入するものである。本節では両者の具体的な差異について記述する。 

 

1.2.1 システム独自構築 

地方公共団体における従来のシステム構築では、自ら大型コンピュータ（汎用機）、サ

－バなどを調達し、業務の遂行にあたって求められる要件に合わせてシステムを開発して

きた。 

 

                                         
3 ASP･SaaS事業者との契約条件に依存することに留意が必要。 
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この方法では、システムの機能や性能・品質が、地方公共団体の要件に合わせて開発さ

れるため、要件をきめ細かに仕様に反映することができるとともにより安定性の高い稼動

が期待できる。特に地方公共団体の業務は住民や企業の権利・財産に関するものが多く、

これらの業務の正確な遂行には高機能、高品質な情報システムを実現させることが不可欠

である。 

 

しかしながら、地方公共団体業務の情報化については要求品質のレベルが高く、パッケ

ージソフトを導入する場合であっても地方公共団体ごとの独自の工夫や固有のルールに

対する対応が生じるなど、システム構築においてはカスタマイズによる独自の要件追加が

当然のように行われていた。そのため、システムの導入にあたっては設計・開発に時間を

要するとともに、構築費用も高額なものとなっていた。これに加え、地方公共団体におけ

る業務の遂行にあたっては、毎年政府の制度改正などに伴う情報システムの改修が必要に

なるが、システム内の多くのカスタマイズされた部分についてもこれらの改修を反映しな

ければならず、システム構築からの年数を経るにつれてシステムの保守に要する費用が増

加、高止まりの原因となっている。 

 

また、近年では情報通信技術の進展が目覚ましく、技術開発や情報セキュリティなどに

ついて新しい技術への対応が必要となる一方、地方公共団体では定期的な人事異動や定員

削減によって専門知識を有する要員の育成・維持などが一層困難な状況に置かれている。

このため、情報システムの開発・運用については、専門的な知見を有する事業者へのアウ

トソーシングが行われてきたが、アウトソーシングの範囲の拡大などによって特定事業者

への過度の依存による悪弊が見受けられるケースが増加している。これらは、ベンダーと

地方公共団体の職員の間の情報の非対称性などに起因するものであり、ベンダーロックイ

ン（囲い込み）と呼ばれることもあるが、単なる囲い込みを超え、ベンダーが収益性の低

下などの理由により地方公共団体へのシステムの提供から撤退し、地方公共団体が次期シ

ステムへ移行する際に当該ベンダーから法外なデータ移行費を請求されるケースも発生

している。 

 

従来型のシステム構築については、情報システムの運用・保守や関する費用の高止まり

により、近年の逼迫した地方公共団体の財政状況の下では、情報システムひいては行政の

サービスレベルの維持が困難となりつつある事例も生じている。 

 

1.2.2 ASP･SaaSの導入 

ASP･SaaSは、地方公共団体が独自にシステムを構築する従来の形態と異なり、民間

事業者などが提供しているサービスを利用する形態で導入されるものである。地方公共団

体が自らシステムを構築するのではなく、必要な稼働に応じてシステムをオンデマンドで

調達することが可能になるほか、政府の制度改正による対応の負荷の大幅な軽減が見込ま
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れるなど、情報システムの運用の柔軟性の点で多くのメリットがある。 

 

地方公共団体が情報システムを資産として保有せず、サービスを利用する形態である点

はすべてのASP･SaaSに共通であるが、サービスの提供形態及び地方公共団体への導入

形態には以下ののバリエーションがあるものと考えられる。 

 

(1) サービスの提供形態から見たASP･SaaSの分類 

地方公共団体の要望に応じたカスタマイズが可能であるかどうかによりASP･

SaaSは以下のタイプに分類できる。なお、ASP･SaaSの「カスタマイズ」について

は、明確な定義があるわけではなく、ASP･SaaS事業者ごと、提供されるサービスの

分野ごとにカスタマイズの範囲などが異なる点に留意が必要である。詳細については

本書第3章に記述している。 

 

 レディメイド型 

既製ソフトウェアをカスタマイズ無しで提供するものである。このレディメイド型

には、サービスで提供されているパラメータを利用者が自ら設定することにより簡易

的なカスタマイズができるものや、既製ソフトウェアの機能をモジュール化し、利用

者が必要とする機能のみを選択して利用するものなどもあり、その特徴は幅広い。 

個別のカスタマイズへの対応が行われないため、標準化の進んだ比較的簡易な業務

に適し、より安価なサービス提供の実現に資するものと考えられる。 

 

 セミオーダーメイド型 

利用者から提示された仕様に応じ、ASP･SaaS事業者が、ベースとなる既製ソフト

ウェアにカスタマイズを施したサービスを提供するものである。 

カスタマイズの範囲は、既製ソフトウェアの設定変更から、一部の機能改修まで多

くのバリエーションがある。 

 

 オーダーメイド型 

利用者の要望に応じたソフトウェアを開発した上でサービスを提供するもので、特

定の利用者に対して専用のサービスが提供されるものである。ソフトウェアは一から

開発する場合もあるが、顧客が必要とするシステムや機能を既存のパッケージに組み

込む形で開発することが多い。 

 

レディメイド型とオーダーメイド型はそれぞれ以下のような特徴がある。 

 

レディメイド型は、あらかじめサービス要件が定められているため、サービスの要件に

ついて利用者とASP･SaaS事業者間で調整などを行う必要がない。そのため、導入の工
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程が簡略化されるほか、複数の利用者が同一のサービスを利用することで一利用者あたり

の経費が安価に済むいわゆる「割勘効果」が生じ、地方公共団体にとっては職員の負荷や

費用の低減が期待できる。また、ASP･SaaS事業者にとっては複数の利用者に対して同

一のサービスを提供するため、システムの運用・保守が容易となり、サービスの品質を維

持しやすい。しかし、利用者の要望に合わせてサービス内容を変更できる余地は限られて

いるため、利用者は提供されているサービスが要件と合致しているか、あるいは提供され

ているサービスに合わせて業務のプロセスなどを調整できるかについて十分に見極める

必要がある。 

 

オーダーメイド型は、従来からのシステム構築方式と同様にカスタマイズを前提とした

サービスの要件定義を行うため、サービスの自由度は大きく、複雑な要件にも対応できる。

しかし、導入までの作業工程が多く、費用もカスタマイズの度合いによって増加する。ま

た、利用者ごとにサービスの構成が異なるためASP･SaaS事業者の運用の負荷が大きく

なり、利用料金も高額となる。 

 

地方公共団体においては、ASP･SaaSの導入にあたり、カスタマイズの度合いに応じ

たASP･SaaSの分類とそれぞれのタイプの特性を理解することが必要である。 

 

(2) 地方公共団体における利用形態 

地方公共団体がサービスを利用する形態としては、単独でサービス契約を行う場合

と、複数の地方公共団体が共同でサービスを利用する場合の二つの形態が考えられる。 

 

ア) 単独利用 

地方公共団体が単独でASP･SaaS を導入する場合であり、導入されるサービス

の多くはフロントオフィス業務に関するものと想定される。バックオフィス業務

への導入事例はまだ少ないのが現状である。 

（※付録２.地方公共団体におけるASP･SaaSの利用事例紹介を参照） 

 

イ) 共同利用 

複数の地方公共団体が共同でASP･SaaSを導入するものであり、導入するサー

ビスの内容やカスタマイズの要否、事業者の選定、導入後の運用や保守のあり方

などについては参加団体間の調整を通じて決定される。これらの調整や意思決定

は、参加団体などが構成する協議会を通じて行われていることが多い。実際に地

方公共団体がASP･SaaS事業者のサービスを共同利用の形態で利用する際は、そ

れぞれの地方公共団体が個別に契約を締結するほか、第三セクターの株式会社や

参加団体の職員などで構成される一部事務組合がASP･SaaS事業者と契約を締

結している事例も見受けられる。複数の地方公共団体が共同でサービスを利用す



 

17 

ることで、より大きな割勘効果が期待できるが、参加団体間で業務のプロセスを

標準化（共通化）するなどの調整も必要となる。 

 

(3) ネットワーク別の利用形態 

ASP･SaaSサービスの提供にあたって用いられるネットワークは、民間向けの不特

定多数の利用者がアクセスできるインターネットであることが一般的である。 

 

機密性が求められる情報処理を行う場合などに専用線が用いられることもあるが、

この場合は利用者側で回線の確保のための追加的な投資が必要となる。 

 

地方公共団体におけるASP･SaaSの利用にあたっては、すべての地方公共団体がイ

ンターネットの他に行政専用の閉域網である総合行政ネットワーク（以下、

「LGWAN」という。）に接続していること、地方公共団体が取り扱う情報のなかに

は個人及び企業の権利や義務に関するものなど機密性の高い情報が多いことから、こ

うした行政情報を取り扱う地方公共団体の業務においては、堅牢なLGWANを介して

サービスを提供するLGWAN-ASPを活用することが望ましい。  

 

ア) インターネットASP 

インターネットASPとは、本書ではLGWAN-ASPと区別し、インターネット

を介してサービスを提供するASP･SaaSのことを指す。インターネットはすでに

広く利用されており、インターネットASPとして提供されているサービスの種類

は多岐にわたり、一般的には利用開始が容易であるものが多い。 

 

しかし、地方公共団体がインターネットASPを導入し、個人情報などの機密性

の高い情報の処理などを行う場合は、インターネットが不特定多数の者に利用さ

れているものであることに十分に留意する必要がある。具体的には、インターネ

ットで行政情報の処理などを行う場合は、地方公共団体組織認証基盤（LGPKI）

から発行された電子証明書による暗号化やアクセス制御を行ったり、あるいは

VPN（仮想専用網）などを取り入れたりするなど、情報セキュリティの確保に配

慮が必要である。 

 

また、インターネットASPのサービスは、バックボーンやアクセス回線にベス

トエフォート型のサービスを含むことから、例えば応答時間など、エンド-エンド

のサービス品質が保証されないものが少なくない。このため、保証された伝送帯

域や接続品質が求められる業務にインターネットASPを導入する場合は、サービ

ス品質を安定的に確保するための配慮が必要なことにも留意する必要がある。 
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インターネットASPのサービスの中には、グローバルに事業を展開する事業者

のバックボーン回線やデータセンターを活用することで柔軟性に富んだサービス

の提供や低廉な利用料金を実現しているものもある。インターネットASPの利用

にあたってLGPKIの活用などによるセキュリティの確保が必要であることについ

ては先述のとおりであるが、地方公共団体が住民情報などの機密性が求められる

情報を扱う業務にインターネットASPを活用する場合、事業者のデータセンター

やバックボーンの構成についても留意した慎重な検討が必要である。 

 

なお、データセンターの設置場所については、海外に設置されたデータセンタ

ーに地方公共団体の情報が蓄積される場合、その情報の取扱いについてはデータ

センターの設置場所である海外の法令が適用されることから、日本の法令が地方

公共団体やASP･SaaS事業者に求める個人情報の適正な取扱いを海外のデータ

センターでは必ずしも担保されない可能性があることに留意が必要である。具体

的には、インターネットASP事業者のサービスの利用を通じて海外のデータセン

ター内に蓄積された地方公共団体の情報が、データセンターの設置されている国

の法令により、日本の法令では認められていない場合であっても海外の当局によ

る情報の差し押さえや解析が行われる可能性があることに留意が必要である。 

 

イ) LGWAN-ASP 

LGWANは、地方公共団体により構成される総合行政ネットワーク運営協議会

によって運営されているすべての都道府県及び市区町村を接続する行政専用の閉

域網であり、電子自治体・電子政府の基盤をなすネットワークである。 

 

LGWAN-ASPとは、このLGWANを介してサービスを提供するASP･SaaSの

ことを指し、セキュリティの確保の必要性など地方公共団体の業務の実態を反映

したサービスが提供されている。すべての地方公共団体がLGWANに接続してい

ることから、地方公共団体間で情報化などの取組みや行政サービスの質に格差が

発生することを防ぐとともに、地方公共団体に対して従来のシステム構築の場合

に比べて経済的にサービスを提供することが可能となっている。 

 

LGWAN-ASPは、サービスの提供にあたり、LGWANへの接続要件4を満たす

ことについて所定の審査を受けた上でLGWANへの接続許可を受けることが必要

である。この点からも、LGWAN-ASPのサービスは一定のセキュリティの要件を

                                         
4 総合行政ネットワークASP基本綱領 

（ http://www.lasdec.nippon-net.ne.jp/cms/resources/content/7638/C-7-2_Asp

KihonKoryo_20090521.pdfを参照）においては、例えばサービスを提供する者のデータ

センターの設置場所を日本国内に限ることなどが規定されている。 
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満たしていることが保証されているといえる。LGWANを利用できるのは地方公

共団体のみであり、機密性の高い情報を取り扱うことの多い地方公共団体の業務

に対して、ASP･SaaSを導入する場合、まずはLGWAN-ASPの活用を検討する

ことが望ましい。 

 

LGWAN-ASPのサービスの数は年々増加し、サービス間の連携も進展している

ことから、今後は地方公共団体に対してより多くのメニューが提示されることが

期待される。実際、LGWAN-ASP間の連携によってLGWAN内で申請手数料な

どの電子決済や電子申請における電子署名の真正性確認などの事務が完結される

サービスも提供されている。 

 

LGWANについては、LGWAN-ASPに限らず、地方公共団体間でやり取りさ

れる電子メールや公文書の伝送など、地方公共団体のすべての業務の基盤として

広く利用されているものである。また、今後は法定事務の遂行などのために設置

された地方公共団体と各省庁との間のネットワークをLGWANに統合することが

求められていることもあり、LGWAN-ASPを利用する場合、提供されるサービス

の内容に応じたアクセス回線の容量が確保されているか確認することが必要とな

る。なお、LGWANは地方公共団体のための堅牢なネットワークであることは事

実であるが、日本全国の地方公共団体の職員が共同で利用するものであり、

LGWAN-ASPを導入する場合であっても、重要かつ機密性の高い情報の処理を行

う業務については、データの漏えい・改ざん、不正アクセス、なりすましなどを

防止するため、地方公共団体組織認証基盤（LGPKI）から発行された電子証明書

を活用するなど、情報セキュリティに対する十分な配慮が必要である。 

 

ウ) 専用回線を利用するASP･SaaS 

インターネットASPとLGWAN-ASPのいずれの場合においても、地方公共団体

の庁舎内においては他の業務とLANを共同で利用することとなる。ASP･SaaSを

利用する業務が庁内LANから物理的に独立した通信回線を必要とする場合は、ア

クセス回線として専用回線を利用することが必要になる。 

 

この場合、利用するサービスが専用回線によるアクセスに対応しているか事前の

確認が必要であるとともに、サービスの利用にあたって別途専用回線を調達するこ

とが必要になるが、一般的に外部のネットワークと接続を行う場合は接続の相手先

ごとにセキュリティ対策などの投資が必要となり、経済的負担が大きくなる可能性

がある。 

 

他方、政府における霞が関WANや地方公共団体におけるLGWANが創設された



 

20 

のは、情報共有やシステムの高度利用を図るとともに経済性や効率性を高めるため

であり、LGPKIが整備されたのもこうした共有基盤において高度なセキュリティ

を確保するためである。ゆえに個別のサービスごとに専用回線を調達して外部のネ

ットワークと接続することは、ICTガバナンスの観点からも必ずしも望ましいこと

ではない。 

 

専用回線をASP･SaaSの導入にあたってのアクセス回線の候補とする場合、業

務の遂行に必要となるセキュリティのレベルと回線調達などに要するコストを十

分に比較した上で専用回線の利用の要否を判断する必要がある。 
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第2章 ASP･SaaS利用の意義 

 

地方公共団体においてASP･SaaSサービスを利用することにより、住民サービスの向

上、業務の効率化や標準化、ICTへの投資コストの削減などの効果が期待できるもので

ある。 

 

地方公共団体は、財政改革のためのシステム関連支出の抑制や特定ベンダーへの過度の

依存の改善、職員の減少に伴う業務の効率化など、様々な課題を有しているが、ASP･

SaaSの導入はこれらの課題の解決に通ずるものであり、今後の更なる利用の進展が期待

されるものである。 

 

また、地方公共団体は、住民の行政サービスに対するニーズの多様化に対応することも

求められており、この点からも短期間かつ安価に導入することが可能なASP･SaaSの積

極的な活用が期待されるものである。 

 

2.1 ASP･SaaS利用の特長 

(1) 利便性 

ASP･SaaSは、ASP･SaaS事業者が用意したサービスメニューから必要な機能を

選択することで、短期間にサービス導入することやサービスの取捨選択が容易にでき

るため、迅速に新しい行政サービスを住民に提供できる一方、利用中のサービスを不

要となった時点で停止できるといった利便性がある。 

 

(2) 効率性 

ASP･SaaSは、従来のシステム構築のようにシステムを自ら保有する形態ではなく、

サービスを利用する形態になるため、機器の運用や資産管理が不要となる。 

 

また、地方公共団体向けのASP･SaaSは、基本的に全国で標準的に実施されている

業務をパッケージにした形でサービスを提供しており、従来のICTリテラシーを保有

している担当者に過度に依存する業務形態を見直し、標準化・平準化された業務形態

へと移行する契機となる。 

 

(3) 経済性 

ASP･SaaSは、従来のシステム構築のようなサーバの購入などの先行投資が不要と

なる。 

 

また、（１）利便性でも示したように、利用者は、サービスを柔軟に選択することが

可能となり、ASP･SaaSの特徴である複数の利用者に同一のサービスを提供すること
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で生じる割勘効果や集約効果によって、従来のシステム構築と比べて安価に利用する

ことが可能になる。ただし、必要以上にカスタマイズを実施するとこれらのコストメ

リットがなくなり、本来のASP･SaaSの特徴を打ち消すことになるため、注意が必要

である。 

 

(4) 安全性 

ASP･SaaSは従来のシステム構築と異なり、ASP･SaaS事業者が管理するサーバ

上で動作するシステムを利用するが、一般にASP･SaaS事業者のサーバは庁舎外の堅

牢なデータセンターの中で管理されている。そのため、従来のように庁内でデータな

どを保有する場合と比べて、データセンターの堅牢性やセキュリティレベル（運用監

視サービス・入退室管理システムなどの実施）を考慮すると、ASP･SaaSを利用する

場合の方が安全性の面において向上すると考えられる5。 

 

【参考】データセンターのメリット 

①耐震性・耐障害性 

自庁舎にサーバを設置した場合にはビルの停電によるシステムの停止や、天災及び

人災によるシステムへの影響などが考えられるが、データセンターでは免震床や大規

模バッテリ、自家発電装置、防火設備や空調設備などのファシリティーを提供してい

る場合が多く、また、メインとなるデータセンターとは離れた場所にバックアップの

システムを用意している場合も多いため、このようなトラブルによる影響を抑えるこ

とができる。従来は、離れた場所にあるシステム間で連携処理をするには、専用線と

呼ばれる高価な回線を引く必要があったが、その回線コストがネックとなり、よほど

重要なシステムでない限り、システムを二重化してそれぞれ別の場所に配すことは現

実的ではなかった。しかし、インターネットの普及によって、状況が一変し、一部の

回線が切断されても迂回ルートの設定による対応が可能になったため、ネットワーク

通信の停止が起きにくい仕組みになった。 

②コストの削減 

インターネットと公開用サーバを接続する回線に関して、帯域の保障された専用線

を自庁舎まで引き込むと非常にコストがかかるが、データセンターを活用することに

より比較的安価に必要な帯域を確保することが可能となる。 

また、システム運用にかかわるコストも、データセンターに運用を委託することで

削減が可能となる。例えば、サーバやネットワーク機器、回線、電源設備などの監視

を行うには、ネットワークや基盤技術など様々な技術に精通した監視者が必要となり、

個別に行うと人件費がかかるが、データセンターの提供している監視サービスを、他

の利用者と共同で利用することで割勘効果が生じ、低コストで運用することが可能と

                                         
5 ASP･SaaS事業者によってセキュリティレベルが異なるため事前に確認する必要がある。 
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なる。 

③セキュリティの向上 

情報システムを構成するサーバなどは、本来許可された従事者以外が立ち入ること

のできない隔離されたサーバルームなどの専用スペースに設置し、「不正アクセス」や

「ウイルス」などの脅威に対して対策ツールを導入し、セキュリティを確保する必要

がある。しかしながら、地方公共団体では専用スペースを確保したり、各種脅威に対

し対策を講じるための要員確保などにおいて困難な場合が多いと考えられる。 

この点、多くのデータセンターでは、関係者以外のビル入館及びフロア入室を厳し

く制限するとともに、監視カメラによるサーバルームの常時監視などの運用が行われ

ているなど、各種のセキュリティ対策が用意されている。今日、セキュリティの向上

はあらゆる地方公共団体において最重要項目となっており、この点からもデータセン

ターの活用の意義は非常に高いものと考えられる。 

 

 

2.2 地方公共団体から見た意義 

 

2.2.1 業務効率化への寄与 

(1) 情報システムの維持・管理に係る負担の軽減 

現在、すべての地方公共団体が何らかの形で大型コンピュータやサーバなどを使用

した業務システムを自ら構築しているが、これらの情報システムを実際に維持・管理

するのは地方公共団体の職員である。 

 

しかし、地方公共団体の職員は定期的に所属を異動することが多く、業務システム

を利用する職員へのサービスレベルを維持するために、新たに配属された職員は情報

システムに関する知識を短期間で習得しなければならないが、業務プロセスに直結し

た業務システムには一般的にいわゆるローカルルールが多く、理解が一層困難なもの

となっている。 

 

この点、ASP･SaaSは従来のシステム構築と比べるとカスタマイズの余地が少なく、

導入する地方公共団体においてはむしろASP･SaaS事業者から提供されるシステム

や機能に業務プロセスを合わせていくことが求められる。そのため情報システムの担

当職員はローカルルールなどの特別な知識の習得などの負担から解放されるとともに、

業務担当課の職員にとっても標準化された操作による業務の効率化が期待される。 

 

(2) サービス機能の改善、追加などへの柔軟な対応 

ASP･SaaSでは、法令・制度改正などによるシステム更新や改修をASP･SaaS事

業者側で対応することがあらかじめサービスに含まれている場合もあるため、この場
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合は地方公共団体側の制度改正に関する負荷の軽減が見込まれる。また、必要に応じ

て電子申請や電子申告などの新しいシステムを導入する場合であっても、新たな機器

が必要になるわけではなく、機能の単位で柔軟に情報システムを追加導入することが

可能である。 

 

このように、改正が頻繁に行われる法令・制度にもとづく業務や、将来的に機能を

追加する可能性があるような業務のシステム化を行うには、ASP･SaaSの積極的な活

用が期待される。ただし、法令・制度改正や定期バージョンアップなど、標準（無償）

対応される範囲を事前に明確化しておくことが望ましい。 

 

2.2.2 新規事務に対する対応 

地方公共団体において新規に発生する事務は、従来事務と比べてASP･SaaS事業者

の提供するサービス内容に業務の方法（フロー）を合わせることが比較的容易である

と考えられる6。よって新規に発生する事務への対応においては、従来の事務と比べて

比較的容易にASP･SaaSを導入することが可能であると考えられる。 

 

ただし、新規に発生する事務においても、効率的に処理するために既存の業務シス

テムとの連携が必要なものについては、新規に発生する事務のみに対応したASP･

SaaSを導入しても、その効果が限定的なものにとどまる可能性があることに留意が

必要である。新規に発生する事務のうち、既存の業務との連携が必要となるものにつ

いては、既存の業務との連携に必要な要件や対処方針などを十分に検討した上で

ASP･SaaSを導入する必要がある。 

 

2.2.3 住民・企業へのサービス提供 

地方公共団体が実施している住民サービスには正確性と継続性が要求されるため、

これまでは自ら業務システムを構築する必要があったが、システム構築にあたっては

要求機能の検討と開発・試験などの作業が必要であり、システムの構築に長期間を要

してきた。 

 

ASP･SaaSを導入する場合、自らのシステムの構築が不要であることから早期のサ

ービス提供開始が実現でき、住民・企業からのニーズに迅速に対応することが可能と

なり、住民満足度の向上にも資することが期待される。 

 

                                         
6 地方公共団体の業務フローは、各地方公共団体が定める条例や例規によって規定されること

も多く、新規に発生する事務であっても、導入するASP･SaaSの内容に業務フローを合わせ

るためには、関連する条例や例規の制定･改正の必要が生じる可能性があることに留意が必要

である。 
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2.2.4 財政改善への寄与 

地方公共団体における情報システムの活用は必須であり、これまでも大型コンピュ

ータやサーバ機器など多くの情報システム資産を導入し、それらを維持するために多

大な経費をかけてきたところである。ASP･SaaSを活用することで、これらの機器導

入や維持・管理に要する経費を削減することが可能となり、財政改善に寄与すること

が期待される。 

 

2.2.5 地元ICT産業振興への寄与 

ASP･SaaSの利用者はネットワークを介してサービスを受けるため、ASP･SaaS

の導入により地元企業のデータセンターなど、地域のインフラの活用が期待される。

また、ASP･SaaS事業者はネットワークを介して空間的制約を超えたサービスの提供

が可能であり、事業者の所在地や事業規模にとらわれずに日本全国の地方公共団体に

対してサービスを提供することも可能となる。 

 

地元ICT産業の振興に寄与する例としては以下のようなものが想定される。 

・様々なベンダーのサービスをパッケージとして組み合わせることにより、地方公

共団体の幅広いニーズ（帳票印刷などのネットワークを介さないサービスを含む）

に対応したサービスを提供する。 

・地理的特性を活かして保守運用への対応を充実させることにより、付加価値を創

出できる。 

・地場の小規模なASP･SaaS事業者であっても、プラットフォーム事業者のプラッ

トフォームを活用して広範に新しいサービスを提供したり、プラットフォーム上

のアプリケーション開発などの形態でプラットフォーム事業者との連携を実現す

るなどの新しいビジネスモデルの創出の可能性がある。 

 

2.2.6 セキュリティの水準確保 

複数の地方公共団体が同一のASP･SaaSを導入する場合、これらの地方公共団体に

対するサービスはASP･SaaS事業者によって一括して管理され、結果的に地方公共団

体が個別にシステムを保有する場合と比べて情報セキュリティの向上が期待できる。

地方公共団体における情報セキュリティ対策の進捗状況が一様であるとはいえない現

状において、ASP･SaaSの活用は地方公共団体間の情報セキュリティの水準確保にも

寄与するものである。また、情報セキュリティ対策の更新が必要な場合は一般的に

ASP･SaaS事業者側が対応することとなるため、地方公共団体における運用負担が軽

減されるメリットもある。 
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2.3 ASP･SaaS事業者から見た意義 

(1) 地方公共団体市場への参入機会の拡大 

ASP･SaaSは、地方公共団体の業務単位よりも細分化されたメニューを準備し組み

合わせることが可能である。このため、自社の得意な分野のシステム機能で市場に参

入することができるようになる。 

 

(2) 新規サービス業者の市場参入機会の拡大 

ASP･SaaSでは、クレジット収納のような従来の行政事務によらない新規サービス

を組み合わせて導入できるため、地方公共団体は、ASP･SaaSを導入することで、従

来よりも広範囲の事業者のサービスから選択することができるようになる。 

 

このことから、ASP･SaaSは、地方公共団体に関するICT市場に他の業種にサービ

ス提供をしている事業者が参加する機会を創出することになり、地方公共団体の基幹

業務やその業務に関与する周辺サービスを事業展開の新たな機会とすることが可能と

なる。 

 

(3) 新規参入の拡大 

ASP･SaaSは、従来のシステム構築と比べ、システムの導入費や保守・運用費が低

減されることが見込まれるサービスである。従って、これまでは経費などの理由によ

りシステム化されていなかった業務に対してASP･SaaSの新規参入が期待される。 

 

(4) 開発の効率化 

ASP･SaaSでは、サービスの開発や試験時に特定の場所に技術者を集約して実施す

る方法ばかりではなく、遠隔地の技術者を活用して実施することも可能となる。 

 

(5) 経済性の向上 

ASP･SaaSでは、提供するサービスに係るソフトウェアを自社が保有しているサー

バ上で資産管理するため、メンテナンスの局所化により、従来のシステムのように保

守作業の度に顧客先に訪問してメンテナンスするための人件費や出張費が効率化でき

る。したがって、作業量が契約する顧客数に比例しないため、契約数が多いほど利益

率が高くなることが期待される。 

 

2.4 地域住民・企業から見た意義 

(1) 手続のオンライン化 

ASP･SaaSはネットワークを利用したシステムであり、利用者がインターネットな

どを介して提供される行政サービスを利用することにより、地方公共団体の窓口に行

く際の距離的・時間的制約の減少などに貢献するものである。 
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また、ASP･SaaSを導入することにより、これまで地方公共団体が対応していなか

った民間企業の新しいサービスへの対応が可能となり、公共サービスの充実が期待で

きる。例えば、電子申請と公金収納サービス（マルチペイメントネットワーク（ペイ

ジー）など）の連携により、申請手続から納付までオンライン化が可能となり、行政

サービスのワンストップ化による住民サービスの利便性の向上が期待できる。 

 

(2) 地域企業の生産性向上 

地域企業は、地方公共団体が実施している電子申請や電子入札などのサービスを利

用することで事務処理の効率化が期待できるため、ASP･SaaSの利便性を間接的に享

受できる。 

 

またこのような、従来までは自社内でシステム化されていなかった業務がインター

ネットを介して利用できるようになることが、自社内の関連業務のシステム化の検討

の契機になることも考えられ、従来のシステムよりも短期間かつ低廉に導入できる

ASP･SaaSが積極的に採用されるという波及効果も期待できる。 

 

(3) 地域性の反映 

ASP･SaaSは、ASP･SaaS事業者の標準的なサービスにオプションなどの一定の

範囲で機能を選択的に追加することが可能であり、地方公共団体はそれぞれの地域性

が反映されたサービスを選択し、導入することができる。 

 

このため、地方公共団体がサービスを導入する時に、地域性を反映させるための追

加機能を構築することが必要であれば、ASP･SaaS事業者と協働して地場企業が参画

する機会が創出されることも考えられる。 

 

2.5 最近の動向、今後の検討課題など 

 

2.5.1 地方公共団体の現状 

地方公共団体においては、平成20年の米国発の金融危機の影響などにより財政状況

が悪化し、情報システムの維持及び運用のための財政面・人材面での負担が増加して

いるところである。特に財政規模の小さい地方公共団体においては、都市部と比較し

た際の住民サービスの格差の顕在化が懸念されている。 

 

こうした状況の下でも情報システムの維持・運用のための固定的な負担を抑制し、

現在の行政サービスの品質を維持するとともに行政サービスに対するニーズの多様化

に対応していくためには、ASP･SaaSの積極的な導入をはじめとする効率的な電子自

治体の基盤構築を進めて行くことが必要である。特に財政規模の小さい地方公共団体
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においては、ASP･SaaSの導入に加え、近隣の地方公共団体との情報システムの共同

利用についても積極的に検討を進めて行く必要がある。 

 

2.5.2 自治体クラウド開発実証事業 

昨今の地方公共団体の財政状況や、近年のクラウドコンピューティングの活用の進

展を踏まえ、総務省は、平成21年度補正予算による｢自治体クラウド開発実証事業｣

を実施することにより、地方公共団体における情報システムの財政負担の軽減と電子

自治体の基盤構築の一層の推進に取り組んでいるところである。 

 

本実証事業には６道府県６６市町村が参加し、都道府県単位での情報システムの共

同利用、業務の標準化（共通化）を進めるとともに、データセンターに効率的に情報

システムを集約し、LGWANを介して地方公共団体間の共同利用や相互連携、相互運

用の実現を目指した開発実証を行うものである。自治体クラウドは、いわばLGWAN

上にプライベートクラウドを構築するものであり、地方公共団体の情報システムの集

約と共同利用を同時に進めることにより一層の負担の軽減を実現しようとする取組み

である。 

 

平成２2年2月現在、LASDECによる自治体クラウドの連携基盤の標準仕様書の策

定が進められており、今後は６道府県６６市町村が参加する自治体ウラウドの開発実

証が成果を上げ、特に財政規模の小さい地方公共団体における情報システムの集約と

共同利用に向けた取組みが期待されるところである。 

 

地方公共団体において、実際に自治体クラウドのような形態で情報システムの集約

と共同利用を検討するとなると、まずは複数の地方公共団体からなる協議会などの組

織を構成し、情報システムの最適化に向けた計画の策定が必要となる。 

 

情報システムの最適化の時期については、一定の期限を設けた上で各地方公共団体

が現行システムの更改時期に合わせてこうした集約と共同利用による形態に移行する

ことが考えられるが、これに加え、①平成21年の政権交代以後の制度改正に対応する

ための情報システムの大幅な改修が必要となる時期、②平成21年7月に成立した住民

基本台帳法等の一部を改正する法律の施行期限である平成24年7月までに住民情報

システムの大幅な改修・更新が必要となる時期、③平成21年7月に成立した，「出入

国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の

出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」の施行期限である、平成24

年７月までに外国人登録システムを廃止し、住民情報システムの大幅な改修・更新が

必要となる時期などを情報システムの最適化を実行する時期として設定し、各地方公

共団体が足並みをそろえて情報システムの集約と共同利用の実現に向けた検討を進め



 

29 

ていくことも考えられるところである。 

 

2.5.3 電子自治体の基盤構築の方向性 

前節では総務省における自治体クラウド開発実証事業の取組みについて紹介したが、

本節は、今後の電子自治体の基盤構築についてASP･SaaSの活用推進の観点から現時

点で考えられる方向性について記述するものである。 

 

本書第１章においては、地方公共団体における活用が期待されるASP･SaaSを

「LGWAN-ASP」と「インターネットASP」に分類しているところである。前節の

自治体クラウドは、この点LGWAN-ASPを地方公共団体間で共同利用する形で活用

し、地方公共団体の情報システムの構築・運用（保守）に関する費用削減効果が期待

されるものである。LGWAN-ASPは、LGWANが閉域網であるためネットワークの

堅牢性には優れており、今後は法定受託事務の処理などいわゆる基幹系業務と呼ばれ

る地方公共団体の業務の効率化に向けた活用が期待されるところである。 

 

これに対し、インターネットASPについては、昨今のクラウドコンピューティング

の活用の進展を受け、地方公共団体においてもこれまで以上に柔軟な情報システムの

利用や業務の効率化を可能にするものと期待されるところである。しかしながら、地

方公共団体におけるインターネットASPの利用については、よりグローバルにネット

ワーク資源を確保しているインターネットASPほどシステムの柔軟性や利用料金の

低廉化を期待できる一方、例えば地方公共団体の業務に係る情報が海外の場合も含め

てどのデータセンターで処理されているのか地方公共団体側では把握できないことも

事実である。特に海外のデータセンターは、ASP･SaaS事業者の事業所の場所にかか

わらず、データセンターの存在地の国の法律の適用を受ける場合があることに留意す

る必要がある。例えば、海外のデータセンターにおいて、当該国の政府当局などによ

る情報開示の命令などがなされた場合、地方公共団体が処理する住民情報をはじめ各

種申請や納税などに関する個人情報及び日本における現行の個人情報保護法制の下で

は開示が想定されない情報についての適正な取扱いを確保しきれない（外国政府に対

して開示されてしまう）ことも想定されるところである。 

 

地方公共団体における業務の効率化や多様化する住民サービスのニーズに対する迅

速な対応を実現するためには、今後も一層のインターネットASPの活用が必要となる

ものと考えられるが、インターネットASPの活用の対象となる地方公共団体の業務の

範囲については、データセンターの所在地をはじめ、住民の個人情報をはじめとする

地方公共団体の業務に係る情報がインターネットASPによってどのように処理され

ているのかなどを十分に確認し、LGWAN-ASPとインターネットASPのどちらを利

用していくべきか慎重に検討を行う必要がある。 
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2.5.4 第一次中間報告における検討課題について 

本会議の平成20年度における検討を通じ、以下の(１)～(6)については平成21年3

月に発表された第一次中間報告においては検討課題とされていたものであるが、これ

らの課題に対する平成21年度における検討結果は以下のとおりである。 

 

(１) 住民データの管理を委託する場合の契約内容について 

第一次中間報告においては、地方公共団体におけるASP･SaaS利用の障壁となり得

る住民データの外部管理について、契約条項に盛り込むべき事項を引き続き検討する

こととされた。 

 

本会議の平成21年度における検討の結果、ASP･SaaS事業者と契約を締結するに

あたり、地方公共団体は住民データをはじめとする個人情報の取扱いについては従来

のシステム構築の場合と同様にASP･SaaS事業者と十分に協議や調整を行うことが

必要であるとし、個人情報を含むデータの安全性の確保のための対策や万一個人情報

が漏えいした場合の対応などが明確であることを十分に確認する必要があるとした。 

 

(２) SLA締結の責任範囲について 

第一次中間報告においては、SLAを締結する際のセキュリティレベルなどの担保は

地方公共団体で責任を持つのか、国が一定の指針を示すのか、といったSLA締結の責

任範囲について引き続き検討することとされた。 

 

本会議の平成21年度における検討の結果、地方公共団体におけるセキュリティレベ

ルの確保については政府や重要インフラに対する情報セキュリティ政策に準じたもの

を確保すべきとする一方、稼働率などのSLAの項目について国が一定の指針を示すこ

とは必ずしも適切ではないとした。 

 

また、地方公共団体におけるASP･SaaSの普及促進に資するため、例えばASP･

SaaS事業者のサービスの品質やSLAの締結に関する業務に助言を与える者の資格認

定制度の必要性についても検討が行われたが、これはASP･SaaSの利用者を地方公共

団体に限定して議論すべきものではないため、ASP･SaaSの普及促進に向けた全体の

枠組みの中で引き続き検討が行われるべきものとし、検討の推移を注視するとともに、

必要に応じて本書を改訂すべきとした。 

 

(３) 既存システムとのデータ連携方法について 

第一次中間報告においては、ASP･SaaSを地方公共団体の業務に導入する場合に既

存のシステムとASP･SaaSが混在しても導入前のシステムの利便性を確保するため

の仕組みについて引き続き検討することとされた。 
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本書においては、このようなシステムの利便性の確保のための取組みについては、

ASP･SaaS事業者による地方公共団体への研修などを通じて行われるべきものとし

た。本書においては3.4.2「ASP･SaaSと既存のシステムとの連携」で詳細を記載し

ている。 

 

なお、総務省は本書の作成にあたり、平成22年2月19日から同年3月20日の間、

本書の案に対する意見募集（パブリックコメント）を実施したところであるが、意見

募集を通じ、ASP･SaaS事業者のサービスと既存のシステムが混在する環境下におい

てASP･SaaS導入前の利便性を確保するためには、データ連携を実現するための中継

システムを新たに導入する必要があるなど、必ずしも上述のASP･SaaS事業者による

地方公共団体への研修によっては解決できず、また、地方公共団体において費用負担

が発生する可能性があることについての指摘があったことを付記する。 

 

(４) 事故・障害発生時の責任範囲の明確化について 

第一次中間報告においては、事故・障害発生時のデータセンター、アプリケーショ

ンベンダー、ネットワーク事業者、地方公共団体などそれぞれの責任範囲について引

き続き検討することとされた。 

 

本書においては、地方公共団体とASP･SaaS事業者の契約形態は二者契約が望まし

いとするとともに、利用者である地方公共団体に対しては、契約の相手方であるASP･

SaaS事業者が全面的にサービス提供に係る責任を負う（免責事項を除く）こととし

た。 

 

また、契約の相手方であるASP･SaaS事業者がASP･SaaSのサービスのすべての

要素を自前で提供しているわけではない実態を踏まえ、ASP･SaaS事業者との契約締

結に当たっては、地方公共団体においてはサービスの構成や態様などについて十分に

理解した上で事故・障害発生時の対応についてあらかじめ十分に調整することが必要

であるとし、ASP･SaaS事業者においては、地方公共団体の求めに応じてサービスの

構成や管理体制などについての資料などを提供するものとした。 

 

(５) 地元ICT産業への影響について 

第一次中間報告においては、地方公共団体におけるASP･SaaSの導入促進が地場の

ICT産業の振興に寄与するとする一方、それ以外の影響についても引き続き検討する

こととされた。 

 

本書においては、ASP･SaaS事業者は通信ネットワークを通じて全国的にサービス

提供が可能であることから地元の事業者よりも規模が大きい事業者のほうに規模の経
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済による競争優位が生じやすい一面が認められるものの、地場の事業者が大規模事業

者の汎用性の高いソフトウェアを廉価に調達し、地方公共団体に対して地域の特性を

反映したカスタマイズを行うことで付加価値の高いASP･SaaSのサービスを提供す

るビジネスモデルも十分に考えられることから、今後の地場の事業者の動向を注視し

ていく必要があるとした。本書「2.2. 地方公共団体から見た意義」において詳細を

記述している。 

 

(６) 調達方法にかかる留意点について 

第一次中間報告においては、地方公共団体におけるASP･SaaSの調達にあたり、選

定方法や調達仕様書に記載すべき内容などについて従来の請負型などの情報システム

の構築の場合と比して留意すべき点について引き続き検討を行うこととされた。 

 

本書第６章においては、ASP･SaaSの調達における留意点として、要件調整や情報

分析、調達仕様書の作成、事業者の選定、といった一般的に想定される各段階の留意

事項をまとめている。 

 

2.5.5 引き続き検討を行う必要がある事項について 

本会議の平成21年度における検討を通じ、地方公共団体におけるASP･SaaSの導

入促進、ひいてはより効果的に電子自治体の基盤を構築するために引き続き検討を行

う必要があるとされた事項は以下のとおりである。 

 

(1) ASP･SaaSのバックオフィス業務への活用について 

ASP･SaaSのバックオフィス業務への活用の在り方については、現時点における活

用事例が少ないことなどから今後の検討事項とし、フロントオフィス業務へのASP･

SaaSの導入を本書第３章以後の検討の中心としたところである。 

 

しかしながら、昨今の地方公共団体における財政状況の逼迫などにより、今後も

ASP･SaaSのバックオフィス業務への活用に向けた更なる検討が求められることも

事実である。現に、自治体クラウドの開発実証において大分・宮崎の両県はバックオ

フィス業務のうちいわゆる基幹系業務とよばれるものについて、両県下の市町村で業

務の標準化を進めた上でこれらの業務をASP･SaaSの共同利用の形で効率化するこ

とを計画している。 

 

バックオフィス業務へのASP･SaaSの活用事例が少ないことについては、地方公共

団体がバックオフィス業務のプロセスをASP･SaaSのサービスに合わせていくこと

が困難であることもその理由の一つとして考えられるところである。しかしながら、

北海道の西いぶり地域や山形県の置賜地域において地方公共団体が基幹系の業務シス
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テムを含むパッケージソフトをカスタマイズせずに共同利用することによって効率化

を達成した事例も報告されているところであり、こうした取組みの推移も注視しつつ、

必要に応じて本書を改訂すべきものとした。 

 

(2) データセンターに蓄積された情報の取扱いについて 

地方公共団体が取り扱う住民情報などは厳に機密が保持されるべきものであり、決

して安易な二次利用が許されるものではないが、例えばデータセンターに蓄積された

ASP･SaaSの利用履歴を匿名化して統計分析を行うことなどが行政サービスに対す

るニーズの発掘やよりよい行政サービスの検討に寄与することも考えられ、ASP･

SaaSの導入が地方公共団体にもたらす新たな付加価値の形態の一つとなることも考

えられる。 

 

しかしながら、このようなASP･SaaSの活用については、事前の個人情報の取扱い

に関しては、条例等の規定に照らして、慎重な検討が求められるものであり、現にク

ラウドコンピューティングの活用についてもこうした個人情報の取扱いについての議

論が行われているところである。よって、現時点で地方公共団体向けのASP･SaaS

に限定した議論を行うことは適当ではなく、むしろICT政策全体の枠組みの中で行わ

れる検討の推移を注視していく必要があるものとした。 
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第２部 フロントオフィス業務に対する

ASP･SaaSの利用
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第3章 ASP･SaaS導入から利用までの実施事項 

 

ASP･SaaSの検討から導入までのプロセスは、サービス内容とサービスレベルの評価

が中心となる。地方公共団体においては、サービスのカスタマイズの可否や既存のシス

テムとの連携などについて留意することが必要である。 

 

3.1 本書第２部の検討範囲 

地方公共団体において日常行われている業務は多岐にわたるが、本書においては、これ

らをフロントオフィス業務とバックオフィス業務7の二つに分類することとする。また、

ASP･SaaSのタイプについては、本書第２章においてレディメイド型、オーダーメイド

型などに分類したところである。 

 

しかしながら、現時点においては地方公共団体におけるASP･SaaSの導入事例は電子

申請などのフロントオフィス業務が中心であり、これからもフロントオフィス業務を中心

にASP･SaaSの普及が進むと考えられる。また、サービスの導入が容易であることなど

から、フロントオフィス業務においてはレディメイド型のASP･SaaSの利用が多くなる

ものと考えられるところである。 

 

そこで、本書第２部（第３章から第５章まで）、第3部（第6章から第7章まで）におい

ては、電子申請などの地方公共団体のフロントオフィス業務に対し、レディメイド型の

ASP･SaaSを導入する場合を検討の中心とすることとした。 

 

なお、平成20年度の検討結果をまとめた第一次中間報告においては、バックオフィス

業務へのASP･SaaSの導入について今後の検討課題とすることとしたところであるが、

本書においても、ASP･SaaSのバックオフィス業務への活用については引き続き検討を

行う必要がある事項とした。これは、前章2.5.3に記述されているとおり、自治体クラウ

ドの開発実証においていわゆる基幹系業務（住民基本台帳、国民健康保険、税務、財務会

計、人事給与など）にASP･SaaSを導入し、共同利用が行われることとなっていること

などから、現時点においてはこうした取組みの推移を注視した上で必要に応じて更なる検

討を行うことが適当であるとしたものである。 

 

                                         
7 本ガイドラインでは、フロントオフィス業務を「行政と住民らが直接的に接するインターフ

ェース部分において行われる業務」、バックオフィス業務を「行政内部で行われる事務処理業

務」と定義する。 
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3.2 地方公共団体におけるASP･SaaS利用プロセス 

下の図３-１は、地方公共団体がASP･SaaSを利用する場合の一般的なプロセスをフロ

ーで示したものである。 

 

サービスの導入
企画

サービスの
調達

サービスの
利用

対象業務の検討

調達仕様の提示

利用サービスの検討

予算の設定

サービス仕様・ SLAの評価

契約の締結

SLMの実施

サービスの
変更・中止

サービスの引継ぎ

事業者の安全・信頼性評価

 
図 3-1 ASP･SaaS利用のプロセス 

 

ここでは、サービスの導入企画から最終的にはサービスの終了にいたるプロセスを大き

く四段階に分類した。 

 

「サービスの導入企画」は、ASP･SaaSを利用する対象業務を検討し、どのようなサ

ービスを利用するか、どの程度の予算を確保するか、などを企画する段階である。 

 

「サービスの調達」は、サービスを選定し実際に導入する段階である。フロントオフィ

ス業務を対象とするASP･SaaSを導入する場合は、地方公共団体の要求仕様に対する

ASP･SaaS事業者からの提案を受け、地方公共団体においてサービス仕様やSLA、事業

者の信頼性などを評価し、適切にASP･SaaS事業者を選定するとともに選定した事業者

とSLAや利用契約を締結するという一連の流れが想定される。 

 

「サービスの利用」は、調達したサービスを実際に利用し、ASP･SaaSを活用して業

務を遂行していく段階である。 
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「サービスの変更・中止」は、サービス導入後に他の事業者が提供するサービスに変更

する場合など、サービスを変更・中止する段階である。 

次節では、それぞれのプロセスにおいて検討すべき事項の概略を述べる。 

 

3.3 ASP･SaaS利用プロセスにおいて検討すべき事項 

 

3.3.1 サービスの導入企画 

(1) 対象業務の検討 

サービスの導入の企画にあたっては、まずは電子化を検討している業務において

ASP･SaaSを利用すべきか、また対象業務に対して適切なサービスが提供されている

かを検討する必要がある。 

 

本書「付録１ 地方公共団体の業務別に利用可能なASP･SaaS」においては、現時

点において地方公共団体向けに提供されているASP･SaaSを例示しているが、ここで

挙げられている業務以外の分野のサービスについても、今後提供されていくことが期

待される。 

 

(2) 利用サービスの検討 

利用サービスの検討においては、まず電子化を検討している業務に必要な機能が既

存のASP･SaaSにより提供されているかを確認した上で、既存のASP･SaaSが提供

する機能に業務プロセスを合わせることの可否を検討する。ASP･SaaS導入を機に基

本的にカスタマイズをせず業務プロセスの見直しを行うことが費用削減に向けた鍵と

なるが、機能不足などの理由によりどうしても業務プロセスを合わせることができな

い場合、カスタマイズの可否や従来の業務プロセスにより合致した他のサービスの存

否を調査・検討することとなる。 

 

ASP･SaaS事業者が提供している基本的なサービスメニューをそのまま利用せず、

ローカルルールの存続など従前の業務の態様に合わせたカスタマイズを多岐にわたっ

て行うと結果的に利用料金が高額になり、ASP･SaaS導入による本来の費用削減効果

を損なうおそれがあることに十分留意することが必要である。 

 

このように、ASP･SaaSの導入にあたっては、業務プロセスの見直しなどの業務改

善を行うとともに必要最小限のカスタマイズでサービスを導入できるよう、システム

担当部門と業務担当部門との間で事前に十分な調整を行うことが必要となる。 
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(3) 予算の設定 

ASP･SaaSのサービスは、従来のシステム構築の際の委託契約や請負契約とは異な

り、サービスの利用に応じて料金が課金される契約形態になる。 

 

したがって、ASP･SaaSの利用料金については、従来のシステム構築のように特定

の年度に多額の予算を計上するものではなく、また、リース契約やレンタル契約のよ

うに各年度に定額の予算を計上するものでもなく、通信費などと同様にASP･SaaSを

利用した分だけ計上する予算項目として取り扱うことが必要となる。 

 

このため、ASP･SaaSを導入する際に経費をどのように予算計上するのか財政部門

と事前に調整しておく必要がある。予算化についての詳細は「6.4 ASP･SaaS導入

の予算化」に記述している。 

 

3.3.2 サービスの調達8 

(1) 調達仕様書の提示 

ASP･SaaSの調達にあたり、まずは地方公共団体から要求される機能やサービスの

品質などを調達仕様書として提示することとなる。調達仕様書の提示にあたっては、

業務の遂行に求められるサービスの品質を確認することが必要であり、不必要に高い

サービス品質を要求するとその分利用料金に反映されることに留意する必要がある。 

 

例えば、窓口業務を支援するASP･SaaSを調達する場合、窓口業務への影響を考慮

した上で最大何時間のサービスの停止が許容されるかを想定し、調達仕様書が求める

稼動率を設定することとなる。また、サービス利用時間については、即時性の確保が

求められる業務と処理時間に許容範囲がある業務があることを踏まえた検討を行った

上で調達仕様書の内容を決定する必要がある。 

 

(2) サービス仕様・SLAの評価 

調達仕様書に応じてASP･SaaS事業者から提示されるサービス仕様やサービスレ

ベルを評価する。 

 

サービス仕様はASP･SaaSのサービスの具体的な内容を定義したものであり、具体

的に提供されるシステムや機能、運用にあたっての作業などが記載されたものである。

サービスの選択にあたっては、サービス仕様が調達仕様書に示した要件を満たしてい

                                         
8 本節におけるASP･SaaSの調達プロセスは、地方公共団体において想定される一般的な調

達プロセスにもとづいて記述しているものであり、調達に緊急を要する場合などにおいて、必

ずしも本節に記述されるプロセスに従って調達が行われるとは限らない点に留意が必要であ

る。 
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るかを確認するとともに、提案内容に調達仕様書に記載されていない優れたサービス

や提案が含まれている場合の取扱いについて検討しておく必要がある。 

 

サービスレベルの評価についての考え方やSLAの記載項目の例については本書「第

４章 ASP･SaaSにおけるSLA」に記載している。 

 

(3) ASP･SaaS事業者の安全・信頼性の評価 

地方公共団体がASP･SaaS事業者を評価選定するにあたり、参考とすべき既存の指

針（報告書）などとして以下のものがある。 

 「公共ITにおけるアウトソーシングに関するガイドライン」（総務省） 

 「ASP･SaaSの安全・信頼性に係る情報開示指針」（総務省） 

 「ASP･SaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定制度」（財団法人マルチメディア

振興センター） 

 「ASP･SaaSにおける情報セキュリティ対策ガイドライン」（総務省） 

 「総合行政ネットワークASPガイドライン（3.５版）」（総合行政ネットワーク運営

協議会） 

 「SaaS向けSLAガイドライン」（経済産業省） 

 「データセンターの安全・信頼性に係る情報開示指針」（総務省） 

 

ASP･SaaS事業者の安全・信頼性の評価にあたり、特に重要となるのは「ASP･

SaaSの安全・信頼性に係る情報開示指針」であり、同指針は、「公共ITにおけるアウ

トソーシングに関するガイドライン」や「ASP･SaaSにおける情報セキュリティ対策

ガイドライン」をもとに、ASP･SaaS事業者の安全･信頼性に係る情報開示項目を網

羅的に示したものである。本指針に適合しているサービスは、（財）マルチメディア振

興センターが「ASP･SaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定制度」の下で認定を行

い、認定を受けたサービスのリストが同センターのウェブサイトにて公開されている。 

 

また、ASP･SaaSを導入する場合、処理されるデータは庁舎外のASP･SaaS事業

者のシステムの管理下に置かれることとなるため、住民情報をはじめとする個人情報

や機密性の高い行政情報の取扱いについては、各地方公共団体において定められてい

る条例や個人情報保護審議会などとの関係、情報セキュリティポリシー、行政情報の

取扱規則などを事前に確認し、その規定に照らして導入が可能なサービスを選定する

必要がある。なお、データの庁舎外保存（処理）の安全・信頼性については、「データ

センターの安全・信頼性に係る情報開示指針」にもとづく情報開示の内容からも評価

を行うことができる。 

 

なお、ASP･SaaS事業者の情報セキュリティ対策の運用状況を確認するためには、
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第三者からの証明を受けた公的資格（プライバシーマーク9やISMS10など）の取得の

有無を確認することも有用である。 

 

(4) 契約の締結 

本章の検討の中心であるレディメイド型のASP･SaaSは、利用申込書をASP･

SaaS事業者に提出することによりサービス利用契約が成立するのが一般的である。

他方、地方公共団体におけるASP･SaaS の導入にあたっては、業務の特性にてらし

てASP･SaaS 事業者との協議や調整が必要となることも考えられる。地方公共団体

がASP･SaaSを導入する場合の契約における留意点や考え方については本書「第６章 

ASP･SaaS利用に関する契約の進め方」、また、実際の契約書のサンプルについては

「第7章 ASP･SaaSにおける契約書（サンプル）」にそれぞれ記述している。 

 

なお、ASP･SaaSの中には単一の事業者が単独でサービスを提供するもののほか、

複数の事業者のサービスを組み合せて一つのサービスとして提供するものもある。ま

た、ASP･SaaSの利用にあたっては、ASP･SaaS事業者の他にもネットワーク事業

者やデータセンター事業者といった様々な者が関係してくる。例えば、サービスに障

害が発生した際の責任の所在などを明らかにするためには、契約の相手方である

ASP･SaaS事業者の責任範囲や関係各者との責任分界などについて、事前に十分に確

認しておく必要がある。 

 

3.3.3 サービスの利用 

ASP･SaaSの導入後は、利用者である地方公共団体において、サービスの品質を維

持・管理するためにPDCAサイクルなどのマネジメントサイクルを実施していくこと

が重要となる。その具体的なプロセスやドキュメント、組織体制などについては本書

「第５章 ASP･SaaSにおけるSLM」に記述している。 

 

3.3.4 サービスの変更・中止 

ASP･SaaSのサービスの利用開始後、他のASP･SaaS事業者がより良い条件のサ

ービスを提供している、地方公共団体の情報システムの大規模な更新が行われる、な

どの理由により、サービスを変更したり、利用を中止したりすることもありうる。特

にサービスを変更する場合においては、行政サービスへの影響を最小限に止めるべく、

地方公共団体とASP･SaaS事業者の双方が次のサービスへの円滑な移行のための措

                                         
9 プライバシーマーク：日本工業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステム―

要求事項」に適合して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者

などを認定する制度。 
10 ISMS：組織としての情報セキュリティマネジメントを確立するために、企業における技術

的なセキュリティ対策と組織全体のマネジメントの両面からの取り組みを評価・認証する制度。 
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置を講じることが必要となる。特に、移行するデータの取扱いや原本性の確保など、

ASP･SaaS事業者が講ずべき措置についてはあらかじめ十分に検討しておく必要が

あり、具体的には、ASP･SaaS事業者との契約締結時までに以下に挙げられるような

事項について十分に調整を行い、合意しておくことが重要である。 

 

なお、データの原本性については、従来の庁舎内でのシステム構築と異なり、ASP･

SaaSのサービスの変更の際にデータセンターの異動が発生することも想定されるこ

とから、地方公共団体による利用を通じてデータセンターで処理、蓄積されたデータ

の真正性、可用性、見読性のために必要な範囲において、ASP･SaaS事業者が地方公

共団体に対して例えば詳細設計書の開示を行うことなども考えられるところである。 

 

 サービス利用終了時に移行データとして必要となるデータの範囲・項目 

 データの原本性の確保のためにASP･SaaS事業者が講じる措置 

 データ移行の方法（XML、CSVなど移行データのフォーマットや移行データを格

納する媒体など） 

 データ移行に要する期間 

 データ移行にかかる費用とその分担方法 

 ASP･SaaS事業者のサーバなどで処理・蓄積され、サービス停止後も残存しうる

データの処理方法（物理的破壊、など） 

 その他の円滑なサービスの移行のためにASP･SaaS事業者が講ずる措置（サービ

スを引き継ぐ事業者との打合せの実施、移行するデータの内容の説明、利用を終

了するASP･SaaSにおける案内画面表示や次のサービスへの自動リンクの設定

など） 

 

また、ASP･SaaSの導入から利用終了までのプロセスは、①初期導入、②サービス

の利用、③データ移行（サービスを変更・終了する場合）となるが、ASP･SaaSの変

更時には、既存のサービスから新規サービスへの移行に関する作業が発生し、また、

新規サービスについてもサービスの利用までに初期導入の作業が発生し、一定期間の

並行稼動を要することも想定される。この並行稼動時にはそれぞれのASP･SaaS事業

者に対し、作業の対価としての費用が発生する。ASP･SaaSのサービスを変更する際

にはこのような作業が必要となることも想定し、その際の予算の確保についても事前

に庁内で調整しておく必要がある。 
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3.4 ASP･SaaSにおける留意点 

 

3.4.1 ASP･SaaSのカスタマイズ 

本書の検討の中心であるレディメイド型のASP･SaaSの中にも地方公共団体の要求に

応じて一定程度のカスタマイズが可能なものもあるが、地方公共団体が導入するASP･

SaaSのカスタマイズについては、利用料金などとの関係で以下に挙げられる事項に留意

することが必要である。 

 

(1) カスタマイズの範囲・課金体系 

ASP･SaaSのカスタマイズに明確な定義があるわけではなく、ASP･SaaS事業者

ごと、提供されるサービスごとにカスタマイズの範囲や課金体系が異なるのが実情で

ある。地方公共団体においては、ASP･SaaSの導入検討時にカスタマイズできる範囲

やカスタマイズに関する料金体系を把握しておくことが必要である。 

 

(2) カスタマイズの範囲の決定 

ASP･SaaSに限らず、地方公共団体が既製のものを調達するかわりにカスタマイズ

したものを調達する場合、以後の関連する調達案件においてもこのカスタマイズを行

った部分についての追加的な対応が必要となり、その度に追加の費用が発生すること

になる。地方公共団体がASP･SaaSの調達の際にサービスのカスタマイズを検討する

場合は、このようなカスタマイズが与える事後的な影響にも留意し、ASP･SaaS事業

者が提供するサービスに業務プロセスをあわせることの可否と併せて検討することが

必要となる。 

 

3.4.2 ASP･SaaSと既存システムとの連携 

地方公共団体におけるASP･SaaSの導入にあたっては、既に導入・利用されている既

存のシステムとの連携の確保について考慮することも必要になる。 

 

図 3-2は、電子申請の処理にASP･SaaSを利用する場合において、他のシステムとど

のような連携が必要となるのかを例示したものである。住民から電子申請サービスに対し

て申請が行われると、申請データは電子申請システムから文書管理システムへ転送され、

文書管理システムにおいて申請データの業務処理が行われ、処理ステータスや発行する公

文書のデータを電子申請システムへ返信する、という処理がシステム間の連携を通じて行

われる。また、納付を伴う申請を処理する場合、公金収納サービスと電子申請サービスと

の連携が確保されれば、納付情報や収納情報をこれらのサービスで共有することも可能と

なる。 
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このようなASP･SaaSと庁内システム、ASP･SaaS間の連携を確保する際に留意すべ

き点を以下に記す。 

 

ASP・SaaS
サービス

《電子申請》 地方公共団体

庁内
システム

《文書管理》

インターネット
LGWAN
専用線

等

ASP・SaaS
サービス

《公金収納》

【ASP・SaaS間の

連携】
納付情報等の

データ連携

【ASP・SaaSと庁内シス

テムとの連携】
申請データ・公文書の

データ連携ASP・SaaS
サービス

《電子申請》 地方公共団体

庁内
システム

《文書管理》

インターネット
LGWAN
専用線

等

ASP・SaaS
サービス

《公金収納》

【ASP・SaaS間の

連携】
納付情報等の

データ連携

【ASP・SaaSと庁内シス

テムとの連携】
申請データ・公文書の

データ連携

 

図 3-2 ASP･SaaSと既存システムとの連携 

 

(1) 庁内システムとの連携 

表３－１は、ASP･SaaSと庁内システムとの間でデータなどの連携を行う場合に留

意すべき事項を挙げたものである。 
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表 3-１ システム間連携時に留意すべき事項 

柔軟な連携が可能

となるインターフ

ェースが整備され

ているか 

従来のシステム構築においては、業務システムごとに個別に

検討された仕様で事業者に構築を委託してきたため、改修など

のたびに構築の規模が大きくなり、費用も高止まりしてしまう。

また、従来のシステム構築においては、業務システム間のデー

タ連携機能があらかじめ実装されている場合もあるが、これは

標準化されたものではない。これらのシステムは、個別仕様で

構築されているため、柔軟な機能変更に対応していないことが

あり、場合によっては中継サーバの構築などが必要になる可能

性もある。 

柔軟なインターフェース連携を実現するためには、地域情報

プラットフォームに準拠したものの導入や、既存のシステムに

おける外部とのインターフェース仕様の開示、庁内システムの

ミドルウェアの整備などが挙げられる。 

連携サービス間の

セキュリティレベ

ルが保証されてい

るか 

ASP･SaaSのサーバは庁舎外のデータセンターで管理されて

いるため、庁内システムと外部の接続にあたっては、ASP･SaaS

までのネットワーク回線について、セキュリティポリシーに則

したセキュリティが保証されていることを確認する必要があ

る。 

また、庁内の基幹系システム（税・住民情報、福祉関連業務

など）とASP･SaaSの連携を行う場合には、制度的な観点11も

含め、物理的及び論理的な接続の可否を確認することが必要に

なる。 

                                         
11制度的な観点で留意すべきものとしては、例えば、①複数の自治体による共同利用の場合、

自治体ごとに個別に実施要領が制定されている場合があり、共同利用のためにこれらの実施要

領の見直しが必要となるか、②平成18年に総務省から公表された「地方公共団体における情

報セキュリティポリシーに関するガイドライン」や自治体ごとに整備されているセキュリティ

ポリシーとの齟齬がないか、③各自治体が定める個人情報保護条例において電子計算機のオン

ライン結合が認められているか、等が挙げられる。 
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データ管理 住民データを取り扱う業務システムには、計算処理の根拠とな

るデータの履歴を保有する仕様になっている場合もあり、この

場合、他の業務システムが使用するデータとの重複管理が発生

するが、これは、ASP･SaaSを導入した場合でも同様である。

業務システム内のデータは、各システムでの更新に加えてデ

ータ連携を行っている他のシステムによっても更新されるた

め、データの同期に関する取決めについて検討し、決定してお

く必要がある。 

システムに付与さ

れたデータの利用

要件を超えていな

いか 

地方公共団体が業務システムで使用するために管理している

個人情報などのデータは、システムごとに利用目的及び利用範

囲があらかじめ明確にされており、ASP･SaaSを導入する場合、

事業者に対しては、あらかじめ決められた利用目的や利用範囲

でのみこれらのデータが提供されるものである。事業者に対し

ては、そのサービスのみで利用することを条件にデータを提供

することになる。 

このため、ASP･SaaSとデータ連携を行う場合には、地方公

共団体のデータの利用目的や利用範囲を超えた機能構築が行わ

れないよう、設計書の確認やデータ連携に関する監査も必要と

なる。 

 

(2) ASP･SaaS間の連携 

複数のASP･SaaSが連携して地方公共団体に対してサービスを提供する場合、地方

公共団体で実際に業務を行う職員にASP･SaaS間の連携自体が意識されるものでは

なく、事務処理上は自動的に連携していくものであるが、異なる事業者が提供する複

数のASP･SaaSの連携する体制を構築するためには、以下の点に留意する必要がある。 

 

ア) ASP･SaaS間連携時に留意すべき事項 

表3-2は複数のASP･SaaSが連携したサービスを導入する場合に留意すべき

事項を挙げたものである。 
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表.3-２ ASP･SaaS間連携時に留意すべき事項 

連携するサービス

のセキュリティレ

ベル 

ASP･SaaS間の連携は、異なる情報システムの連携を行う

場合と同様、各サービスのセキュリティポリシーを確認し、双

方の同意のもとで連携を行う必要がある。 

異なる事業者のサ

ービス間を認証す

る方法 

通常は、ASP･SaaSごとに利用者にIDやパスワードが付与

されるので、異なる事業者間が連携するためにはパスワードを

相互に保有し、これをサービスの連携が行われる際に送受信し

て認証するなどの方法が考えられるが、これには、情報管理の

徹底や通信の安全性の保証が前提になる。 

なお、このやり方で認証を行う場合には、認証の仕組みを構

築するための投資が必要になる場合がある。 

契約上の連携の可

否の確認 

複数のASP･SaaSが連携するサービスを利用することによ

り、すでに締結している契約内容に影響がないかを確認する必

要がある。 

特に、契約に他事業者とのデータ連携に関する事項が含まれ

ていない場合、例えば、データ連携の異常に起因する障害が発

生した場合の責任分界点が不明確になるおそれがあり、その場

合は追加的に発生する費用の取扱いも含めて契約の見直しが

必要となる。 

また、SLAにも同様の影響が生じることが考えられ、パフ

ォーマンスの測定方法などについても連携の影響を事前に検

討しておく必要がある。 

サービス間を連携

するための技術 

複数のASP･SaaSが連携する場合には、インターネット技

術を採用した連携方法を実現する必要があるため、セキュリテ

ィや連携の確実性が保証された厳格な仕組みを採用するか、あ

るいはデータのみの受渡しを行う簡易な仕組みとするか、検討

を行う必要がある。 

ASP･SaaSの連携の仕組みによっては、新たに認証管理サ

ーバやソフトウェアのための投資が必要になる可能性がある。

 

イ) LGWAN-ASPとの連携 

総合行政ネットワーク（LGWAN）は、地方公共団体を相互に接続する行政専

用の閉域網であり、このセキュアなネットワークを介して地方公共団体の職員に

各種行政事務のためのサービスを提供するASP･SaaSがLGWAN-ASPである。 
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LGWAN-ASPは、スループットなどのサービスの品質の評価要因が、LGWAN

バックボーン回線に接続する地方公共団体やLGWAN-ASPのアクセス回線の品

質に依存することに留意する必要がある。また、LGWANはインターネットなど

の公衆網と直接接続できないため、インターネットを介して入力されるデータ

（例：住民からの電子申請などのデータ）をLGWAN-ASPによって処理するた

めには、定められたプロトコルなど、LGWANの仕様に従って導入する必要があ

ることにも留意が必要である。 

 

(3) 地域情報プラットフォームを利用した連携 

地域情報プラットフォームとは、地方公共団体の様々な公共情報システムを連動・

連携させる基盤の標準仕様である。地域情報プラットフォームに準拠した基盤を導入

することにより、既存のシステムとASP･SaaS、あるいはASP･SaaS間の連携の実

現を容易にすることが可能となるため、今後は庁内システム、ASP･SaaSいずれも地

域情報プラットフォームに準拠するものに移行していくことが望ましい。 

 

さらに、地域にまたがる住民サービスを提供するなどインターフェースの異なるシ

ステム間の連携が必要となる場合には、地域情報ブラットフォームを活用することで

既存のASP･SaaSに付加価値を加えることも可能となる。 

 

なお、地域情報プラットフォームの詳細については、「地域情報プラットフォーム標

準 仕 様 書 （ APPLIC-0008-2009 ）」（ 財 団 法 人 全 国 地 域 情 報 化 推 進 協 会

http://www.applic.or.jp/））を参照。 
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第4章 ASP･SaaSにおけるSLA  

 

SLA（Service Level Agreement）とはASP･SaaSを利用する際に、客観的にサー

ビス品質を把握し、適正な運用管理を行うために事前に取り決めるものである。SLA

の締結にあたってはコスト、実効性、責任範囲に注意することが必要である。 

 

4.1 ASP･SaaSとSLA 

 

4.1.1 SLAの定義 

ASP･SaaSにおけるSLA（Service Level Agreement）とは、ASP･SaaSの提供者

と利用者が利用契約を締結するにあたり、両者がサービス内容及びサービス品質について

の事前の合意内容を明文化したものである。具体的には、提供者が提供するサービスの範

囲・内容、利用料金、サービス品質の評価、利用者の義務や免責事項などを明確に記述し

た上で、サービス品質の要求水準と客観性の高い評価方法を規定し、その規定内容を適正

に運営するためのルールや、要求水準が実現されなかった場合などにおけるペナルティに

ついて記載する。 

 

SLAは利用契約とは別に文書化する。これはSLAの締結にあたって、前提となる事項

やサービス品質に対する要求水準、運営ルールなどをその時々の状況に応じて変更する可

能性があるためである。下表はSLAの一般的な構成要素について示したものである。 

 

4.1.2 SLA締結の目的 

一般に ASP･SaaS は事業者が提供する既製のサービスを利用することになる。そのた

め、そのサービス内容は利用者の要求内容に応じて設定されるのではなく、多くの利用者

が利用することを前提に、ASP･SaaS 事業者が一律的なサービス内容として設定してい

ることが一般的である。 

 

一方で利用者にとっては、ASP･SaaS 事業者が提供する既製のサービスを利用するた

め、ASP･SaaS 事業者が提示するサービス品質が、業務に求められる要求水準からみて

妥当な水準となっているかを調達段階で確認・評価し、サービス内容における不透明さを

解消した上で契約することが重要となる。そのためには業務に求められるサービス品質を

整理した上で、ASP･SaaS 事業者が提示する SLA と比較検討するとともに、必要に応

じてSLAの内容に対するASP･SaaS事業者、利用者による協議も実施することにより、

ASP･SaaS 事業者とのサービス品質に対する認識を共有化していくために SLA を締結

する。 

 

なお SLA の締結に際して不必要に高いサービス品質を要求すると、以下のような影響
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が懸念される。 

 

＜契約段階＞ 

ASP･SaaS 事業者のサービス提供にかかる管理負担の増加により、利用者にとっては

サービス利用料等のコスト増加につながる可能性がある。 

 

＜サービス運用段階＞ 

一度締結した SLA は実際にサービスの利用を開始してからも、より業務実態にあった

SLA へと継続的に見直ししていく必要がある（詳細は「第 5 章 ASP･SaaS における

SLM」に記載）。そのため業務に求められる水準を考慮せずに、不必要に多岐に渡る SLA

項目を設定することは、サービス利用開始後の管理・見直しに要する人的リソース等への

負担増にもつながる点に留意が必要となる。 
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表 4-１ SLAの構成要素 

構成要素 構成要素の概要 

対象サービスとサービス

メニュー、要件 

SLAの対象となるサービスとそのサービス内容と要件 

サービスの利用料金 サービス提供を受けたときの利用料金の計算方法 

SLA評価項目 対象サービスのサービスレベルを評価する項目 

SLA評価項目（設定値） サービス品質を維持するため最低限守るべき品質値（保

証値）と目標とする品質値（目標値）がある。 

（注）測定できない項目はSLA評価項目とはできない。

SLA評価項目の測定方

法 

SLA評価項目（設定値）を測定するための方法 

利用料金の減額（ペナル

ティ） 

SLA評価項目（設定値）を守れなかった場合の減額金な

どの計算方法など 

利用者側の義務 SLA評価項目（設定値）を保証するために利用者側で実

施すべき義務 

免責事項 SLA評価項目（設定値）の実績を算出する場合に免責さ

れる事項 

運営ルール 利用者とASP･SaaS事業者の間の報告・連絡などのル

ール及び体制 

（「公共ITにおけるアウトソーシングに関するガイドライン」（平成15年3月 総務省）

にもとづいて作成） 

 

4.1.3 本書の記述における前提条件 

SLAの締結にあたって、ASP･SaaS事業者があらかじめ用意している雛形を利用者で

ある地方公共団体に提示する場合と、地方公共団体から要求事項を提示してASP･SaaS

事業者がこれに応じる場合とがある。本書では、主としてASP･SaaS事業者があらかじ

め用意しているSLAの雛形を地方公共団体が比較・評価して事業者を選定し、SLAを締

結するプロセスについて記述している。地方公共団体がSLAの内容をあらかじめ用意す

る場合も考えられるが、この場合においても本書の記述がSLA評価項目やその設定値の

選び方についての参考になるはずである。 
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4.1.4 SLA締結のメリット 

一般にASP･SaaSは、事業者のシステムや運用が利用者から直接見えにくいため、サ

ービス品質に対する利用者の不安感が根強く、またサービス利用者と提供者の意識の食い

違いが発生しやすいのが実状である。このため、ASP･SaaSの利用者はSLAを締結する

ことによりサービス品質を明文化してASP･SaaS事業者と合意しておくことが重要であ

り、これは地方公共団体がASP･SaaSを利用する場合も同様である。 

 

SLAを締結することによるメリットは以下のようなものになる。 

 サービスの具体的内容とその品質について明確に理解することができる。 

 必要なサービスの品質を継続的に確保できる。 

 ASP･SaaS事業者と利用者の役割や責任の分担を明確にすることができる。 

 サービス品質の定量的な測定が可能となり、サービスの改善の指標が作成できる。 

 ASP･SaaS事業者が提示するSLAの雛形を、サービスを選定する際の判断基準と

することができる。 

 サービス品質が合意内容を下回った場合に補償を求めることができる。 

など 

 

反面、SLAの締結の際に十分な検討を行わずに必要以上のサービス品質を要求してしま

った場合には、サービス料金が高くなるなどの不都合が発生することも考えられる。SLA

の締結にあたっては利用者である地方公共団体も理解しておくべき点がある。次節では、

SLAの締結にあたって地方公共団体が留意しなければならない点についてまとめる。 

 

4.1.5 SLAを締結する上での注意点 

ここではSLAを締結する上で留意が必要となる点を示す。特に、料金体系、実効性、責

任範囲には留意が必要である。 

 

(1) ASP･SaaS事業者から提示されたサービス品質の妥当性 

不必要に高いサービス品質を要求してSLAを締結することは、結果的に不必要な支

出の増加につながるものである。したがって、業務内容・要件などに照らして十分に

検討を行った上で要求するサービス品質を設定することが必要である。 

 

(2) サービス導入当初のSLAの範囲 

新たにSLAを締結する場合、導入当初から多岐にわたるSLAを締結してしまうと料

金の支払いの増加につながるほか、地方公共団体とASP･SaaS事業者の相互の管理負

担が重くなり、結果的に実効性の少ないSLAを締結してしまうことになりやすい。し

たがって、導入当初に締結するSLAの範囲は必要最小限のものにとどめ、第５章で後

述するSLM（Service Level Management）の改善プロセスの中でSLAを追加的に
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締結していくことも必要である。 

 

(3) ネットワーク接続におけるエンド-エンド12のサービス品質に関する考え方 

SLAを締結する上では、責任範囲及び両者の責任分界を明確にし、合意を得る必要

がある。特に、ネットワークに関する項目については、サービスの提供にあたって複

数の事業者が関与している場合も多く、要求品質の設定にあたって注意が必要である。

また、アクセス回線を地方公共団体が調達する場合には、そのアクセス回線はASP･

SaaS事業者の責任範囲ではなくなるため、事前に十分な確認を取る必要があり、こ

の場合のASP･SaaS事業者の責任範囲は一般的に以下のようになる。 

・ASP･SaaS事業者のASP設備 

・ASP･SaaS事業者のASP設備からLGWANまたはインターネットまでのアクセ

ス回線 

 

以下では地方公共団体向けのASP･SaaSで主流となっているLGWAN-ASPとイ

ンターネットASPのネットワーク接続におけるエンド-エンドのサービス品質に関す

る考え方について詳述するとともに、責任分界点について整理する。 

 

ア) LGWAN-ASP 

LGWAN-ASPの利用においては、LGWAN-ASP接続設備から都道府県ネット

ワークオペレーションセンター（以後、「NOC」という。）までの経路はLGWAN

が監視を行っている。このLGWANはLGWAN運営主体により一元的に管理され

ているため、安全性・信頼性の高いネットワークサービスが期待できる。なお、

LGWAN運営主体が管理するLGWANは、「ASP･SaaS安全・信頼性に係る情報

開示制度」で示す詳細なSLAは定めていない。  

 

 

 

 

 

                                         
12 サービス提供者から利用者までの経路。 
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図 4-１ LGWAN-ASPの構成と責任分界 

イ) インターネットASP 
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(4) カスタマイズへの対応 

ASP･SaaSの導入にあたっては、地方公共団体ごとの業務プロセスに合わせて導入

時にカスタマイズを行うことが一般的である。またSLAの締結後にカスタマイズを行

う場合、表 4-１に示したSLAの構成要素の全般に渡って内容の見直しが必要になる

ため、注意が必要である。 

 

(5) セキュリティ監査報告などの開示 

ASP･SaaSの安全・信頼性に係る情報開示については、「18号監査13（米では 

SAS70）の監査報告書を作成しているかどうか」を情報開示を求める際の項目とし

て推奨する。地方公共団体においては、セキュリティ監査に関して以下の事項を満た

すASP･SaaS事業者を選択することが望ましい。 

 

 定期的にセキュリティ監査報告書を作成している。 

 地方公共団体のセキュリティ監査の実施にあたり、ASP･SaaS事業者のセキュリテ

ィ監査報告書の必要箇所を開示することを表明している。 

                                         
13 日本公認会計士協会の「監査基準委員会報告書第18号」のことであり、受託会社が実施し

ている内部統制運用状況の評価方法を示した文書。 
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コラム【 ASP･SaaS の利用料金が上積みされる典型的ケース】 

 ASP･SaaS 事業者は、利用者からの料金収入によって設備投資などの投資の原資

とサービスの維持・管理などにかかるコストを回収している。各 ASP･SaaS 事業者

は、それぞれの経営事情の下、一定の方針を持ってサービスの継続が可能となるよう

に料金を設定している。地方公共団体が SLA を締結する際、サービスレベルの要求

水準が ASP･SaaS 事業者の料金設定の許容範囲を超えるような新しい設備投資、要

員配置、要員（勤務時間の延長を含む）をもたらす場合、ASP･SaaS 事業者は追加

料金を要求せざるを得なくなる。特に、人件費については 1,000 万円/人・年が一つ

の目安であり、料金に及ぼす影響が大きいことに留意する必要がある。 

 以下に追加料金が発生する要望のパターンを解説する。これらのパターンに該当す

る場合、SLA 締結の検討にあたっては追加料金について留意する必要がある。 

＜パターン１＞ 

 ASP･SaaS を利用する業務の重要度を考慮せず、要求するサービスの稼動率が他

の利用者と比べて高すぎると、サーバ、ディスク、通信装置などの冗長化などのため

の新たな設備投資や、故障などの発生に備えて交換用の設備装置やユニット部品を常

時から大量にストックするための先行投資が料金に反映されることになる。 

＜パターン２＞ 

 故障などの発生時に現場に技術者が到着するまでの時間や修理完了までの時間に

厳しい保証を要求すると、事業者はシステムの保守・修理要員の増強が必要となり、

追加料金が発生することがある。 

＜パターン３＞ 

 サービスサポートの応答時間に土日祝日を含めると、休日の電話対応のオペレータ

や技術者の確保が必要になり、追加料金が発生することがある。また、利用者（地方

公共団体）のすべての職員が誰でもサービスサポートに電話で問合せができるように

したり、電話がすぐに繋がるような設定を要求したりすると、事業者はオペレータを

増員することとなり、追加料金が発生することになる。 

＜パターン４＞ 

 端末からシステムに要求を依頼してからその処理結果を得るまでの時間（レスポン

スタイム）に対して過剰な設定を要求すると、ネットワークや通信機器を増強するこ

ととなり、追加料金の対象となることがある。 

＜パターン５＞ 

 大地震などの自然災害やサイバーテロなどの発生時における事業継続に対する要

求が厳しすぎると、ASP･SaaS 事業者側はネットワークやデータセンターの冗長化

のための追加投資を求められることになり、追加料金が発生することになる。 
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＜パターン６＞ 

 サービス提供事業者が提案するカスタマイズの範囲を超えるカスタマイズの要求

を行うと、ソフトウェア改修や専用サーバの設置などの措置が必要になり、追加料金

が発生することになる。 
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4.1.6 ASP･SaaS事業者が開示する情報の見方 

「ASP･SaaSの安全・信頼性に係る情報開示指針」は、ASP･SaaS事業者が提供する

サービスごとに、安全性・信頼性の観点から利用者に開示すべき項目とその内容を示して

いる。利用者はこれらの開示された項目を参照することにより、サービスの安全性・信頼

性を評価することができる。以下ではこの開示された情報の見方について解説する。 

 

なお、財団法人マルチメディア振興センターでは、この指針にもとづいて「ASP･SaaS

安全・信頼性に係る情報開示認定制度」を運用しており、地方公共団体においては、安全

性・信頼性の観点から本制度の認定を受けているサービスを利用することを推奨する。 

 

4.1.7 情報開示項目に対する具体的な記述内容 

各サービスの「サービス基本特性」「アプリケーション・基盤・ストレージ等」「ネット

ワーク」「ハウジング」「サービスサポート」に対する情報開示項目には、サービスレベル

を持たない項目と持つ項目がある。サービスレベルを持つ項目には、これを示す評価項目

がある。評価項目とは、ASP･SaaSのサービスレベルに係る仕組みや内容などを、定量

的あるいは定性的に評価するために設定した指標である。 

 

情報開示項目の内容を理解するためには、サービスレベルを持たない項目についてはそ

の実施の有無だけを見ればよく、サービスレベルを持つ項目についてはその評価項目に対

してどのようなサービスレベルが割り当てられているかを確認すれば良い。 

 

ア) サービスレベルを持たない項目 

サービスレベルを評価する項目がなく、実施の有無のみを問うもの 

（例）誘導雷対策 

   ⇒ 誘導雷対策の有無のみを問う 

イ) サービスレベルを持つ項目 

サービスレベルの評価項目に対し、サービスレベルを測定・判定できるもの 

（例）サービス稼動設定値 

   ⇒ 「サービスの稼動率」という評価項目に対し、99.5%という値 

をサービスレベルとして割り当てることができる。 

 

 

4.1.8 要求仕様やサービスレベルに係る情報開示項目 

ここでは、「ASP･SaaSの安全・信頼性に係る情報開示指針」（平成１９年11月 総務

省）が示す情報開示項目のうち、要求仕様やサービスレベルに係る項目について以下に示

す。具体的な評価項目は、「ASP･SaaSにおける情報セキュリティ対策ガイドライン」（平

成２０年1月 総務省）の物理的・技術的対策編から対応づけたものである。 
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なお、下表において「基本/推奨」とは、評価項目を「基本」と「推奨」に分類するこ

とで、実施の優先度を示したものである。 

ASP･SaaSの導入・企画、調達及び利用開始後の各段階において要求仕様やサービス

レベルについて検討する場合、基本的には以下の情報開示項目の内容を確認することとな

る。 

 

(1) サービス基本特性 

サービス基本特性の評価項目とは、サービス品質やサービス変更・終了時の対応な

どについて評価するための項目である。 

 

表 4-２ サービス基本特性の評価項目 

分類 項番 項目

１
サービス（事業）変
更・終了時の事前告
知

サービス（事業）の変更または終了時の利用者への適切な事前告知 基本 告知時期 ○何ヶ月前に告知するか

２
サービス（事業）終
了の対応・代替措置

サービス（事業）終了時のユーザへの対応策（代替サービスの紹介等）
の有無、および情報資産（ユーザデータ等）のユーザへの返却の有無。

基本

３
サービス稼動設定
値

サービス提供時間・サービス稼働時間・稼働率の実態または最低限達
成しようとしている目標値

基本 サービスの稼働率

○サービス提供時間
　＝[契約サービス時間]
　　-[事前通知された定期保守による
　　　サービス停止時間]
○サービス稼働率
　＝[実サービス稼動時間]
　　　　/[サービス提供時間]

a）パフォーマンス監視間隔

ｂ）通知時間
（異常検知後、利用者に通知する
までの時間）

５
サービスパフォーマ
ンスの増強

ネットワーク・機器等の増強判断基準あるいは計画の有無 推奨 増強判断に要する時間

６
認証取得、監査実
施

プライバシーマーク、ISMS、ITSMSの取得、18号監査の監査報告書作
成の有無

推奨

a)ぜい弱性診断の実施間隔（サー
バ等への外部からの侵入に関す
る簡易自動診断（ポートスキャン
等））

b) ぜい弱性診断の実施間隔
（サーバ等への外部からの侵入に
関する詳細診断（ネットワーク関
係、外部委託を含む））

c) ぜい弱性診断の実施間隔（アプ
リケーションの脆弱性の詳細診断
（外部委託を含む））

a)バックアップ実施間隔

b) バックアップ世代数

９ バックアップ管理 バックアップ管理のインターバル 推奨 バックアップ確認の実施間隔

サービスの
変更・終了

定義等

サービスパフォーマ
ンスの管理

４

内容 評価項目

バックアップ実施インターバルバックアップ対策８

診断の対象、頻度、結果、対応が必要な場合は対応状況脆弱性診断結果

機器障害やシステム遅延の早期検知方法、サービスのパフォーマンス
把握方法

基本/推奨

推奨

推奨

基本

サービス品
質

７

 

 

(2) アプリケーション・基盤・ストレージなど 

アプリケーション・基盤・ストレージなどの評価項目とは、ASP･SaaSが動作する

システム要素に対して、性能やセキュリティ管理のサービスレベルを評価するための

項目である。 
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表 4-３ アプリケーション・基盤・ストレージなどの評価項目 

分類 項番 項目

基本 オンライン応答時間遵守率
○単一機能を実現するオンライントランザ
クション処理の応答時間が決められた時
間内におさまった割合

基本 バッチ処理時間遵守率

○バッチ処理時間遵守率
　＝[該当のバッチ処理が定められた
　　　時間内に終了する件数]
　　　/[該当のバッチ処理の全体の件数]

基本
単位時間当たりの最大処理件数
遵守率

a)死活監視間隔
○何分ごとに死活監視を行っているかの
時間間隔

b)通知時間
○死活監視結果を指定された管理者に通
知するまでの時間

a)障害監視間隔
○何分ごとに障害監視を行っているかの
時間間隔

b)通知時間
○障害監視結果を指定された管理者に通
知するまでの時間

１３ 時刻同期 システムの日本標準時への時刻同期方法 基本

１４ ウィルス対策
ウィルス対策の有無、対策がある場合はパターンファイルの更新間隔
（ベンダーリリースからの時間）

基本 パターンファイルの更新間隔

１５ 管理者認証 管理者権限の登録・登録削除の正式な手順書の作成と認証方法 基本
情報システム管理者、ネットワーク
管理者等のアクセス認証方法

a)利用者の利用状況の記録期間

b） 例外処理及び情報セキュリティ
事象の記録（ログ等）の保存期間

c) スタンバイ機による運転再開と
その方式

１７
ID,パスワードの運
用管理

IDやパスワードの運用管理方法の規定の有無 基本

１８
セキュリティパッチ
管理

パッチの更新間隔 基本
OS、その他ソフトウェアに対する
パッチ更新作業の着手までの時
間

定義等

死活監視の有無、死活監視を行ってる場合は監視の対象、及び対象ご
との監視インターバル、監視時間、通知時間

死活監視（SW、機
器）

アプリケーション、基盤、ストレージ等の応答時間、処理時間、最大処理
件数

１０性能 性能

セキュリティ

１１

評価項目

アプリケーション、基盤、ストレージ等

障害監視の有無

内容

基本

基本

基本/推奨

基本

障害監視（SW、機
器）

利用者の利用状況、例外処理及びセキュリティ事象の記録取得の有
無、記録がある場合はその記録時間

１６ 記録(ログ等）

１２

 
 

(3) ネットワーク 

ネットワークに対する評価項目とは、ASP･SaaSを利用するための通信経路に対し

て、責任分界の明確化とセキュリティ管理のサービスレベルを評価するための項目で

ある。 

 

表 4-４ ネットワークの評価項目 

分類 項番 項目

１９ 推奨回線 ユーザ接続回線について、ASP・SaaS事業者が負う責任範囲の明確化 基本

２０ ファイアーウォール ファイアーウォールがセキュリティポリシーに則って運用されているか 基本

２１
ネットワーク不正検
知

不正パケット、非権限者による不正なサーバ進入に対する検知の有無 基本
シグニチャ（パターンファイル）の
更新間隔

２２ ネットワーク監視
事業者とエンドユーザとの間のネットワークにおいて障害が発生した際
の通報時間

推奨 通報時間

２３ ウィルスチェック メール、ダウンロードファイル、サーバ上のウィルス対策 基本 パターンファイルの更新間隔

２４ ユーザ認証
認証基盤を通じた個人認証／IDパスワードによるユーザの認証の有
無、認証がある場合は認証方法

基本 利用者のアクセス認証方法

２５ なりすまし対策 第三者による自社を装ったなりすましに関する対策の実施の有無 基本

２６ 通信の暗号化 データの暗号化 推奨

定義等

ネットワーク

回線

基本/推奨

セキュリティ

内容 評価項目

 

 

(4) ハウジング 

ハウジングに対する評価項目とは、ASP･SaaSのシステムが設置されている施設に

対して、設備の信頼性やセキュリティ管理のサービスレベルを評価するための項目で

ある。 
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表 4-５ ハウジングに対する評価項目 

分類 項番 項目

施設建物 ２７ 耐震・免震構造 耐震数値、免震構造、耐震構造 推奨

２８ 無停電電源 無停電電源装置（UPS)の有無と性能 基本
非常用無停電電源（UPS等）によ
る電力供給時間

２９ 給電ルート
別の変電所給電ルートで2箇所以上が確保されているかどうか（自家発
電、UPS除く）

基本

３０ 非常用電源 非常用電源（自家発電機）の有無、ある場合は連続稼働時間の数値 基本 非常用発電機の設置と稼働時間

３１
サーバルーム内消
火設備

自動消火設備の有無、ある場合はガス系消火設備か否か 推奨 汚損対策の実施状況と対処法

３２
火災感知・通報シス
テム

火災検知システムの有無 基本

３３ 直撃雷対策 直撃雷対策の有無 基本

３４ 誘導雷対策 誘導雷対策の有無 推奨

空調設備 ３５ 十分な空調設備 十分な空調設備の有無 推奨

入退室記録の有無、入退室記録がある場合は保存期間 基本 入退室記録の保存期間

a)監視カメラの稼働時間

b)監視映像保存期間

個人認証システムの有無 基本

３７ 媒体の管理
紙、磁気テープ、光メディア等の媒体の保管のための鍵付きキャビネッ
トの有無

基本

定義等

ハウジング

内容 評価項目

非常用電源
設備

基本/推奨

消火設備

避雷対策設
備

セキュリティ

推奨３６
監視カメラの有無、監視カメラがある場合は監視カメラ稼働時間、監視
範囲入退室管理

 

 

(5) サービスサポート 

サービスサポートに対する評価項目とは、サービスサポート提供のサービスレベル

を評価するための項目である。 

 

表 4-６ サービスサポートに対する評価項目 

分類 項番 項目

３８ 営業日・時間 営業曜日、営業時間 基本 サービスサポートの受付時間

サービスサポートの稼働率 基本 サービスサポートの稼働率
○サービスサポートの稼働率
　＝[窓口が実際稼動した時間]
　　　/[サービスサポートの対象時間]

放棄率（着信電話に出られなかった確率） 基本 放棄率
○着信電話に出られなかった確率（オペ
レータービジー）

応答時間遵守率 基本 応答時間遵守率

○応答時間遵守率
　＝[オペレーターが決められた
　　　時間内に応答したコール数]
　　　/[全コール数]

基準時間完了率 基本 基準時間完了率

○基準時間完了率
　＝[サービス窓口やサービス種別ごとに
　　　定められた基準時間内に
　　　完了した件数]
　　　/[全要求件数]

４０
事故発生時の責任
と保障範囲

ASP・SaaS事業者の事故責任の範囲と保障範囲のポリシー 基本 実施の有無

４１
メンテナンス等の一
時的サービス停止
時の事前告知

機器のサービス時間、計画停止時間、方法について、利用者への通知
時期、通知方法

基本 実施の有無

a)障害監視インターバル

b)通知時間

４３ 定期報告 利用者への定期報告 基本
定期報告の間隔
（Web等による報告も含む）

定義等評価項目

サービス通
知・報告

サービス窓
口

サービスサポート

基本/推奨

基本４２

３９ サポート対応

内容

利用者への障害発生時通知
障害・災害発生時の
通知
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4.1.9 情報開示項目の見方の例 

表 4-２～表 4-６に示す情報開示項目は、目的によってさまざまな見方をすることが

できる。一般的な見方としては以下のようなものが挙げられる。 

 

(1) ASP･SaaSが基本的に満足すべき要求事項の遵守の確認 

基本的にASP･SaaSが満足すべき要求事項をASP･SaaS事業者の情報開示内容か

ら確認するためには、表 4-２～表 4-６において「基本」とされている情報開示項目

の開示内容を確認する。 

 

(2) 業務の性質から特別のサービスレベル要求が求められる場合の確認 

（1）に加えて、表 4-２～表 4-６において「推奨」とされている情報開示項目の

うち、業務の性質に照らして必要と考えられる項目について開示内容を確認する。 

 

(3) SLA締結に際しての参考としての確認 

SLAを締結する予定の情報開示項目につき、複数のASP･SaaS事業者の開示した

評価項目値と料金を比較し、SLA締結内容の参考とする。 

 

(4) ASP･SaaS調達の要求仕様作成の際の参考としての確認 

（1）で示した基本的に満足すべき要求事項を必須項目、（2）で示した特別な要求

事項を加点項目として、ASP･SaaSの評価基準を作成する。この際、要求するサービ

スレベルの参考値をどのようにして参照するかについては後述する。 

 

4.2 地方公共団体の業務に対するサービスレベルの要求水準 

各地方公共団体において、その業務が求めるサービスレベルの要求水準を自ら定めるこ

とは一般的に困難な作業である。具体的には、表 4-２～表 4-６の情報開示項目から選

別したサービスレベル要求を設定する項目について、評価項目ごとに適切な要求レベルを

割り当てるような作業が該当する。本書では、個人情報や機密情報の取扱いの有無や

ASP･SaaS事業者の責任分界の範囲内における提供サービスの可用性に対するサービス

レベルの要求水準の違いなどを考慮して、フロントオフィス業務を３つのパターンに分類

し、各パターンに対して個別にサービスレベルの各評価項目の参考値（以後、「対策参照

値」という。）を示しているので検討の際の参考にしていただきたい。 

 

4.2.1 フロントオフィス業務のパターン分類の考え方 

地方公共団体のフロントオフィス業務は、「電子申請」、「情報提供・収集」、「公金収納」、

「交付」などに分類できる。これらの業務に対して、セキュリティを中心としたサービス

レベル要求水準を分類するためには、「機密性」と「可用性」に着目する必要がある。こ

の考え方は「ASP･SaaSにおける情報セキュリティ対策ガイドライン」にもとづくもの
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である。 

 

(1) 機密性・可用性の定義と説明 

ア) 機密性 

機密性とは、許可されていない個人、組織体またはプロセスに対して、情報を使

用不可、または非公開にする特性である。 

イ) 可用性 

可用性とは、許可された個人、組織体またはプロセスが要求した時に、アクセス

及び使用が可能である特性である。一般的に、「可用性」の要求が高いサービスと

は、サービスが停止することで、人命や経済損失が発生するような、必ず稼動さ

せておくことが必要なサービスである。 

 

表 4-７ 機密性と可用性の要求レベルの分類 

内容 レベル 考え方 

機密性 高 個人情報など（※）を取り扱う場合 

低 個人情報など（※）を取り扱わない場合 

可用性 高 サービス提供時間帯は基本的に必ず稼動していることが求め

られるもの 

低 ピーク時の１日あたり処理件数やサービス停止の影響の大き

さなどの観点から、長時間のサービス停止が許容されうるもの

※ 個人情報のほか、業務上の秘密情報などの機密情報も含む 

 

(2) サービスレベル要求水準のパターン化 

「ASP･SaaSにおける情報セキュリティ対策ガイドライン」に記述されているサー

ビスレベル要求水準（対策参照値）のパターン化の考え方をもとに、「機密性」と「可

用性」の要求水準にもとづいて、地方公共団体のフロントオフィス業務を以下のよう

にパターン分類する。 
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表 4-８ サービスレベル要求水準のパターン化 

パターン 機密性と可用性の要求水準 説明 

基本 個人情報など（※）を取扱い、高

い可用性を求める 

フロントオフィス業務の最も一般的

なパターン。 

可用性 

要求低 

「基本」に比べて可用性に対する

要求水準が低い 

電子申請、公金収納、交付などにお

いて、ピーク時の１日あたり処理件

数やサービス停止の影響の大きさな

どの観点から、長時間のサービス停

止が許容されうるもの 

情報提供・収

集 

個人情報など（※）を取り扱わず、

高い可用性も求められない 

住民・企業などに対して情報提供・

収集サービスを提供するWebサイ

トなど 

※ 個人情報のほか、業務上の秘密情報などの機密情報も含む 

 

4.2.2 フロントオフィス業務のパターン分類例 

地方公共団体の具体的な業務内容の分類をもとに、フロントオフィス業務を表 4-８の

3つのパターンに分類した例を表 4-９に示す。 

 

表 4-９では、各地方公共団体で実状は細かく異なるものの、モデルケースとして要求

水準が高い側に合わせて分類を行ったため、全体的にサービスレベル要求水準は高い傾向

となっている。したがって、表 4-９はサービスへの要求レベルを大枠で捕らえる場合に

参照する程度にとどめ、実際にSLAを導入する場合などには各地方公共団体の実状を踏

まえて自ら表 4-８のどのパターンに当てはまるかを評価することを推奨する。 
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表 4-９ 地方公共団体の業務のパターン分類   

【都道府県】 

番号 項目 電子申請 情報提供･収集 公金収納 交付

1 総務企画 基本 情報提供･収集 基本 基本

2 県民生活 基本 情報提供･収集 基本 基本

3 保健福祉 基本 情報提供･収集 基本 基本

4 環境 可用性要求低 情報提供･収集 対象なし 対象なし

5 農林水産 可用性要求低 情報提供･収集 対象なし 対象なし

6 産業経済 可用性要求低 情報提供･収集 対象なし 対象なし

7 建設 基本 情報提供･収集 基本 対象なし

8 都市整備 可用性要求低 対象なし 可用性要求低 可用性要求低

9 議会 対象なし 対象なし 対象なし 対象なし

10 教育 可用性要求低 情報提供･収集 基本 対象なし

11 病院 対象なし 対象なし 対象なし 対象なし

12 警察 基本 情報提供･収集 対象なし 対象なし

フロントオフィス業務

 
 

【市区町村】 

番号 項目 電子申請 情報提供･収集 公金収納 交付

1 総務企画 基本 情報提供･収集 基本 基本

2 市民生活 基本 情報提供･収集 基本 基本

3 保健福祉 基本 情報提供･収集 基本 基本

4 環境 可用性要求低 情報提供･収集 可用性要求低 可用性要求低

5 農林水産 対象なし 対象なし 対象なし 対象なし

6 産業経済 対象なし 対象なし 対象なし 対象なし

7 建設 基本 情報提供･収集 可用性要求低 対象なし

8 都市整備 対象なし 対象なし 対象なし 対象なし

9 議会 対象なし 対象なし 対象なし 対象なし

10 教育 可用性要求低 情報提供･収集 基本 対象なし

11 病院 対象なし 対象なし 対象なし 対象なし

12 消防 可用性要求低 対象なし 対象なし 対象なし

フロントオフィス業務
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4.2.3 パターン分類にもとづくサービスレベルの参考値の導出 

地方公共団体の業務のセキュリティの要求水準に即してサービスレベルの要求を具体

化するためには、情報開示項目の評価項目に適切な値を割り当てることが必要になる。対

策参照値とは、評価項目に設定する値の参考値となるものであり、パターンごとに異なる

値が用意されている。 

 

パターンを特定して対策参照値を参照する際の方法を以下に示す。 

 

高高基本

低

高

機密性

低

低

可用性

情報提供・収集

可用性要求低

パターン

高高基本

低

高

機密性

低

低

可用性

情報提供・収集

可用性要求低

パターン

特定時間のみ特定時間のみ365日

8：00～20：00
受付時間サポート対応

サービスの稼
働率

サービス稼動設
定値

95％

以上

95％

以上

99.5%以上

可用性要求
低

・・
・

情報提供・
収集

基本評価項目項目

対策参照値（パターン別）

特定時間のみ特定時間のみ365日

8：00～20：00
受付時間サポート対応

サービスの稼
働率

サービス稼動設
定値

95％

以上

95％

以上

99.5%以上

可用性要求
低

・・
・

情報提供・
収集

基本評価項目項目

対策参照値（パターン別）

具体例

例えば、可用性が「高」いパターンは、
他のパターンと比べて、可用性に関連
する「サービスの稼働率」や、「受付時
時間」などの対策参照値が「高」い

 

図 4-３ パターンにしたがって対策参照値を選択する考え方 

 

4.2.4 対策参照値表の見方 

本書では、「ASP･SaaSにおける情報セキュリティ対策ガイドライン」（物理的・技術

的対策編）が示す対策参照値を引用し、対策参照値表として表 4-１０～表 4-１４に具

体的な参照値を提示した。地方公共団体がASP･SaaSを導入するにあたり、ASP･SaaS

事業者の情報開示項目に対する評価を行ったり、ASP･SaaS事業者とSLAを締結したり

する際の参考値としてこれらの対策参照値を参考にしていただきたい。 

 

なお、SLA評価項目の「最適な」保証値は、業務の重要性や緊急性により一意に定めら
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れるものではないため、対策参照値表の数値はあくまで目安値であることに留意するとと

もに、次章のSLMを行うことにより継続的な見直しを行うことが望ましい。 

 

また、本書が示す対策参照値の例示は、その時々の技術水準を踏まえ、今後さらに数値

などの見直しを行っていくことが求められる。 

以下に、表中の各項目の説明を示す。 

 

【各項目の説明】 

 内容 

サービスレベルに関する対策項目である。「ASP･SaaSの 安全・信頼性に係る情報

開示指針」における情報開示項目から、「ASP･SaaSにおける情報セキュリティ対策

ガイドライン」において対策参照値が設定している項目のみを抜粋したものである。 

 基本/推奨 

対策を「基本」と「推奨」に分類することで、対策実施の優先度を示している。 

 評価項目 

サービスレベルを定量的あるいは具体的に評価するための指標。事業者の情報開示

項目の評価や、SLAの合意事項として活用されることを想定している。 

 SLA締結の候補項目 

SLA締結の候補となる項目を「○」で示している。 

 対策参照値 

SLA設定値の目安となる評価項目の値で、表 4-８のパターンごとに設定されてい

る。特に達成することが必要であると考えられるものについては「*」を付している。

また、評価項目によっては対策参照値が「-」となっているものが存在するが、これは

ASP･SaaS事業者が任意に対策参照値を設定できることを示している。 
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(1) サービス基本特性 

表 4-１０ サービス基本特性についての対策参照値 

分類 項番 項目 基本
可用性
要求低

情報提
供・収集

１
サービス（事業）変更・終
了時の事前告知

サービス（事業）の変更または終了時の利用者への適切な事前告知 基本 告知時期 6ヶ月 6ヶ月 ３ヶ月

２
サービス（事業）終了の
対応・代替措置

サービス（事業）終了時のユーザへの対応策（代替サービスの紹介等）の有無、お
よび情報資産（ユーザデータ等）のユーザへの返却の有無

基本

３ サービス稼動設定値
サービス提供時間・サービス稼働時間・稼働率の実態または最低限達成しようとし
ている目標値

基本 サービスの稼働率 ○
99.5%以上
＊

95%以上* 95%以上*

a）パフォーマンス監視間隔 1回/10分 1回/60分 1回/60分

ｂ）通知時間
（異常検知後、利用者に通知するまでの時間）

○ 20分 5時間 5時間

５
サービスパフォーマンス
の増強

ネットワーク・機器等の増強判断基準あるいは計画の有無 推奨 増強判断に要する時間 ○
発見後1時
間

発見後12
時間

発見後12
時間

６ 認証取得、監査実施
プライバシーマーク、ISMS、ITSMSの取得、18号監査の監査報告書作成の有無、あ
る場合は認証名・監査名

推奨

a)ぜい弱性診断の実施間隔（サーバ等への外
部からの侵入に関する簡易自動診断（ポートス
キャン等））

1回/1ヶ月 1回/1ヶ月 1回/1ヶ月

b) ぜい弱性診断の実施間隔（サーバ等への外
部からの侵入に関する詳細診断（ネットワーク
関係、外部委託を含む））

1回/6ヶ月 1回/1年 1回/1年

c) ぜい弱性診断の実施間隔（アプリケーション
の脆弱性の詳細診断（外部委託を含む））

1回/1年 1回/1年 1回/1年

a)バックアップ実施間隔 1回/1日 1回/1ヶ月 1回/1ヶ月

b) バックアップ世代数 5世代 1世代 1世代

９ バックアップ管理 バックアップ管理のインターバル 推奨 バックアップ確認の実施間隔
バックアッ
プ実施の
都度

バックアッ
プ実施の
都度

バックアッ
プ実施の
都度

サービスの
変更・終了

推奨

推奨

基本

サービス品
質

７ 脆弱性診断結果

機器障害やシステム遅延の早期検知方法、サービスのパフォーマンス把握方法

対策参照値（パターン別)

基本/推奨内容 評価項目

バックアップ実施インターバル

診断の対象、頻度、結果、対応が必要な場合は対応状況

サービス基本特性

サービスパフォーマンス
の管理

４

８

SLA締結の
候補となる
項目

バックアップ対策

 

（出典：「ASP･SaaSの安全・信頼性に係る情報開示指針」、「ASP･SaaSにおける情報

セキュリティ対策ガイドライン」より、ASPICが加筆修正） 

 

(2) アプリケーション・基盤・ストレージなど 

表 4-１１ アプリケーション・基盤・ストレージなどについての対策参照値 

分類 項番 項目 基本
可用性
要求低

情報提
供・収集

基本 オンライン応答時間遵守率 ○
3秒以下の
遵守率
80％以上

3分以下の
遵守率
80％以上

3分以下の
遵守率
80％以上

基本 バッチ処理時間遵守率 ○ 99.9%以上 99.9%以上 90%以上

基本 単位時間当たりの最大処理件数遵守率 ○ 99.9%以上 80%以上 80%以上

a)死活監視間隔 1回/10分* 1回/60分* 1回/60分*

b)通知時間 20分* 5時間* 5時間*

a)障害監視間隔 1回/10分 1回/60分 1回/60分

b)通知時間 20分 5時間 5時間

１３ 時刻同期 システムの日本標準時への時刻同期方法 基本

１４ ウィルス対策
ウィルス対策の有無、対策がある場合はパターンファイルの更新間隔（ベンダーリ
リースからの時間）

基本 パターンファイルの更新間隔

ベンダーリ
リースから
24時間以
内*

ベンダーリ
リースから
24時間以
内*

ベンダーリ
リースから
3日以内*

１５ 管理者認証 管理者権限の登録・登録削除の正式な手順書の作成と認証方法 基本
情報システム管理者、ネットワーク管理者等の
アクセス認証方法

生態認証
又はIC
カード

ID・パス
ワード

ID・パス
ワード

a)利用者の利用状況の記録期間 3ヶ月 1週間 1週間

b） 例外処理及び情報セキュリティ事象の記録
（ログ等）の保存期間

5年 6ヶ月 6ヶ月

c) スタンバイ機による運転再開とその方式
可能
（ホットスタ
ンバイ）

- -

１７
ID,パスワードの運用管
理

IDやパスワードの運用管理方法の規定の有無 基本

１８ セキュリティパッチ管理 パッチの更新間隔 基本
OS、その他ソフトウェアに対するパッチ更新作
業の着手までの時間

ベンダーリ
リースから
24時間以
内*

ベンダーリ
リースから
24時間以
内*

ベンダーリ
リースから
3日以内*

基本/推奨

基本

基本障害監視（SW、機器）

利用者の利用状況、例外処理及びセキュリティ事象の記録取得の有無、記録があ
る場合はその記録時間

１６ 記録(ログ等）

１２ 障害監視の有無

内容

基本

評価項目

対策参照値（パターン別)

アプリケーション、基盤、ストレージ等

セキュリティ

１１

アプリケーション、基盤、ストレージ等の応答時間、処理時間、最大処理件数１０性能 性能

SLA締結の
候補となる
項目

死活監視の有無、死活監視を行ってる場合は監視の対象、及び対象ごとの監視イ
ンターバル、監視時間、通知時間

死活監視（SW、機器）

 

（出典：「ASP･SaaSの安全・信頼性に係る情報開示指針」、「ASP･SaaSにおける情報

セキュリティ対策ガイドライン」、「公共ITにおけるアウトソーシングに関するガイドライ

ン」より、ASPICが加筆修正） 
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(3) ネットワーク 

表 4-１２ ネットワークについての対策参照値 

分類 項番 項目 基本
可用性
要求低

情報提
供・収集

１９ 推奨回線 ユーザ接続回線について、ASP・SaaS事業者が負う責任範囲の明確化 基本

２０ ファイアーウォール ファイアーウォールがセキュリティポリシーに則って運用されているか 基本

２１ ネットワーク不正検知 不正パケット、非権限者による不正なサーバ進入に対する検知の有無 基本 シグニチャ（パターンファイル）の更新期間 1回/１日 1回/3週間 1回/3週間

２２ ネットワーク監視 事業者とエンドユーザとの間のネットワークにおいて障害が発生した際の通報時間 推奨 通報時間
検知後60
分

- -

２３ ウィルスチェック メール、ダウンロードファイル、サーバ上のウィルス対策 基本 パターンファイルの更新間隔

ベンダーリ
リースから
24時間以
内*

ベンダーリ
リースから
24時間以
内*

ベンダーリ
リースから
3日以内*

２４ ユーザ認証
認証基盤を通じた個人認証／IDパスワードによるユーザの認証の有無、認証があ
る場合は認証方法

基本 利用者のアクセス認証方法
生態認証
又はIC
カード

ID・パス
ワード

ID・パス
ワード

２５ なりすまし対策 第三者による自社を装ったなりすましに関する対策の実施の有無 基本

２６ 通信の暗号化 データの暗号化 推奨

セキュリティ

内容 評価項目

対策参照値（パターン別)

基本/推奨
SLA締結の
候補となる
項目

ネットワーク

回線

 

（出典：「ASP･SaaSの安全・信頼性に係る情報開示指針」、「ASP･SaaSにおける情報

セキュリティ対策ガイドライン」より、ASPICが加筆修正） 

 

(4) ハウジング 

表 4-１３ ハウジングについての対策参照値 

分類 項番 項目 基本
可用性
要求低

情報提
供・収集

施設建物 ２７ 耐震・免震構造 耐震数値、免震構造、耐震構造 推奨

２８ 無停電電源 無停電電源装置（UPS)の有無と性能 基本
非常用無停電電源（UPS等）による電力供給時
間

10分 10分 10分

２９ 給電ルート
別の変電所給電ルートで2箇所以上が確保されているかどうか（自家発電、UPS除
く）

基本

３０ 非常用電源 非常用電源（自家発電機）の有無、ある場合は連続稼働時間の数値 基本 非常用発電機の設置と稼働時間 実施 - -

３１
サーバルーム内消火設
備

自動消火設備の有無、ある場合はガス系消火設備か否か 推奨 汚損対策の実施状況と対処法

汚損対策
消火設備
（ガス系消
化設備等）
の使用

- -

３２ 火災感知・通報システム 火災検知システムの有無 基本

３３ 直撃雷対策 直撃雷対策の有無 基本

３４ 誘導雷対策 誘導雷対策の有無 推奨

空調設備 ３５ 十分な空調設備 十分な空調設備の有無 推奨

入退室記録の有無、入退室記録がある場合は保存期間 基本 入退室記録の保存期間 2年以上* 2年以上* 2年以上*

a)監視カメラの稼働時間
24時間365
日

24時間365
日

-

b)監視映像保存期間 6ヶ月 1週間 -

個人認証システムの有無 基本

３７ 媒体の管理 紙、磁気テープ、光メディア等の媒体の保管のための鍵付きキャビネットの有無 基本

推奨

基本/推奨

３６ 監視カメラの有無、監視カメラがある場合は監視カメラ稼働時間、監視範囲入退室管理

非常用電源
設備

消火設備

避雷対策設
備

セキュリティ

対策参照値（パターン別)

内容 評価項目
SLA締結の
候補となる
項目

 

（出典：「ASP･SaaSの安全・信頼性に係る情報開示指針」と、「ASP･SaaSにおける情

報セキュリティ対策ガイドライン」より、ASPICが加筆修正） 
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(5) サービスサポート 

表 4-１４ サービスサポートについての対策参照値 

分類 項番 項目 基本
可用性
要求低

情報提
供・収集

３８ 営業日・時間 営業曜日、営業時間 基本 サービスサポートの受付時間 ○
365日
8:00～
20:00

特定時間
のみ

特定時間
のみ

サービスサポートの稼働率 基本 サービスサポートの稼働率 ○ 99.5%以上 95%以上 95%以上

放棄率（着信電話に出られなかった確率） 基本 放棄率（着信電話に出られなかった確率） ○
全コール
の5%未満

全コール
の20%未満

全コール
の20%未満

応答時間遵守率 基本 応答時間遵守率 ○
30秒以内
90％以上

30秒以内
70％以上

30秒以内
70％以上

基準時間完了率 基本 基準時間完了率 ○
全要求件
数の5%未
満

全要求件
数の20%未
満

全要求件
数の20%未
満

４０
事故発生時の責任と保
障範囲

ASP・SaaS事業者の事故責任の範囲と保障範囲のポリシー 基本 実施の有無 実施 - -

４１
メンテナンス等の一時的
サービス停止時の事前
告知

機器のサービス時間、計画停止時間、方法について、利用者への通知時期、通知
方法

基本 実施の有無 ○ 実施 - -

a)障害監視インターバル ○ 1回/10分 1回/60分 1回/60分

b)通知時間 ○ 20分 5時間 5時間

４３ 定期報告 利用者への定期報告 基本
定期報告の間隔
（Web等による報告も含む）

○ 1ヶ月 6ヶ月 6ヶ月

基本/推奨

基本４２

３９ サポート対応

内容

利用者への障害発生時通知
障害・災害発生時の通
知

サービス通
知・報告

サービス窓
口

サービスサポート

評価項目

対策参照値（パターン別)SLA締結の
候補となる
項目

 

（出典：「ASP･SaaSの安全・信頼性に係る情報開示指針」、「公共ITにおけるアウトソー

シングに関するガイドライン」より、ASPICが加筆修正） 

 

4.3 サービス・事業者の評価・選定とサービスレベル 

 

4.3.1 サービス選定時の調達基準としての活用 

地方公共団体がASP･SaaSを調達する際には、あらかじめ業務にもとづく要求仕様を

策定し、この仕様にもとづいてASP･SaaS事業者とサービスを評価・選定することにな

る。この要求仕様は以下のプロセスにしたがって策定することができる。 

 

(1) 評価項目の設定 

ASP･SaaSを導入する予定の業務について、評価の対象とする情報開示項目及びそ

の評価項目を定める。本書の表 4-２～表 4-６を参考にして、「基本」の項目を中心

に設定する。評価項目にサービスレベルがある場合は、本項の（3）～（5）を行う。

サービスレベルを持たない場合は、実施の有無のみを問う。 

 

(2) 加点項目の設定 

表 4-２～表 4-６を参考にして、「推奨」の項目を中心に情報開示項目を選定し、

ASP･SaaS事業者及びサービスを評価する際の加点項目と位置付ける。 

 

(3) 調査の実施 

複数のASP･SaaS事業者の情報開示事例を収集し、評価の対象とする情報開示項目

の適切な評価項目値（サービスレベル）を事例の比較評価などの手法により推定する。

地方公共団体にノウハウが蓄積されている場合は、このノウハウを積極的に活用する。 
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(4) 機密性と可用性の分析 

ASP･SaaSを導入する予定の業務について、機密性と可用性の要求レベルを分析し、

どのパターンに属するのか判断する。 

 

(5) サービスレベル要求仕様の設定 

パターンにもとづいて、評価の対象とする情報開示項目の評価項目の対策参照値を

特定して参考にし、セキュリティ機能や利用における安全性にも配意してサービスレ

ベルの要求仕様（サービスレベルを持たないものは実施の有無）を定める。 

 

(6) サービスの評価・選定 

この要求仕様にもとづき、競争に参加したサービスを評価・選定する。 

 

4.3.2 契約時の要求仕様としての活用 

基本的には、4.4.1の評価・選定プロセスで作成したサービスレベルの要求仕様を踏襲

し、SLA締結項目を除いて、契約時の要求仕様を作成する。 

 

4.4 SLAの締結 

 

4.4.1 SLA締結の基本的方法 

表 4-１０～表 4-１４において、「SLA締結の候補となる項目」の列に「○」を記して

いる評価項目は、特に要求するサービスレベルとサービス提供コストのバランスを注意す

べき項目であり、SLAを締結すべき項目の候補となるものである。これらの項目は主と

してサービスの可用性に繋がる「稼動率」や各種の「サービスサポート品質」に関するも

のである。これらの項目は、ASP･SaaS事業者が提供するSLAのモデル項目として位置

付けることができる。 

 

地方公共団体は、ASP･SaaS事業者が提示するSLAの選択肢に対して、表 4-１０～表 

4-１４が示す対策参照値も参考にしながら、以下の観点から、どの項目についてSLAを

締結するか、また業務に必要な要求水準と調達時に設定したコストとのバランスから、

ASP･SaaS事業者から示されるサービスレベル要求の選択肢のどれを選択するかを決定

することになる。 

 サービス停止時の利用者（職員や住民など）への影響の大きさ 

 個人情報保護などの法令遵守の観点 

 データの完全性が損なわれた時の利用者（職員や住民など）への影響の大きさ 

 ASP･SaaSを利用する場合の利用者目線から見た利便性 
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4.4.2 SLA締結のモデルケース 

地方公共団体にとって、様々なASP･SaaSの中から最適なサービスを選別する場合、

その業務の要求事項を満たせるかどうかが重要である。特に、業務の要求事項に即したサ

ービスレベルを必要以上に高く設定し、過剰な追加料金の発生を防ぐことが必要である。

一般的に、品質保証が高いレベルで設定されているサービスは、料金もより高額となるか

らである。 

 

業務要求に即して必要かつ十分なサービスレベルの設定を行うため、以下にいくつかの

モデルとなるケースを例示する。 

 

【ケース１：稼動率に対するSLA設定値】 

稼動率とは、サービス時間帯に占める実稼動時間の割合のことである。ここで、サービ

ス時間帯とは、契約サービス時間帯から定期保守時間を差し引いたものである。そして、

実稼動時間とは、サービス時間帯において実際にASP･SaaSの提供が実施された時間の

ことである。 

 

システム稼動率とコストはトレードオフの関係にあり、適切なサービスレベル設定が求

められる。 

 

同じサービス時間帯を持つASP･SaaSが3種あると想定する。いずれのシステムも、契

約サービス時間帯は毎日8時～21時であり、月に1度5時間の定期保守がある。そして、

それぞれのSLAは以下の設定値である。容易にイメージできるように、1年間で見た平均

故障時間を算出し同表に記述する。 

 

表 4-１５ 年間でのシステム稼動率に対するSLA設定値と故障時間（例） 

 SLA設定値 実稼動時間 故障時間（算出） 

システムA 99.5% 4,662時間 23時間 

システムB 99％ 4,638時間 47時間 

システムC 95％ 4,451時間 234時間 

   ※サービス時間帯を4,685時間（13時間×365日-5時間×12ヶ月）として算出 

 

上記の表は、SLA設定値が95%に設定されたシステムCは、1年間に234時間以上の

故障が起きないことを保証しているということである。しかし、稼動率が99％を満たす

システムを構築する場合は、一般的にシステムの多重構成が必要となり、構築・運用に要

する経費は倍以上となる。さらに、99.5%を満たす場合は、そのシステム専用の保守要

員を待機させるなど、システムの多重構成に加えて保守体制を充実させる必要があり、さ
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らにコストは倍程度になる。そのため、コストに応じて料金が上昇することとなる。 

 

業務の特性上サービス停止が許容できないものであれば、最低でもシステムAと同等以

上のサービスを選定する必要があるが、利用料金は高くなる。ある程度のサービス停止が

許容できるのであれば、利用料金を抑えるためシステムBやCの導入の検討を行うことも

選択肢となる。 

 

NISC（内閣官房情報セキュリティセンター）が策定した「第２次情報セキュリティ基

本計画」（http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/bpc02_ts.pdf）においては、「事

故前提社会への対応力強化」を新たに打ち出している。ここでは、事故の可能性を完全に

排除する対策の実現は容易ではないという点に関する理解（気付き）を社会全体で増進し、

万が一問題が顕在化しても、気付きを持って自ら考える主体が、過敏な反応を起こさず、

事実を冷静に受け止めて適切な対応を迅速に行うための取り組みが不可欠としている。こ

の観点からは、高い稼動率を求めることだけに終始せず、平時から事業継続性確保を強化

し、さらに障害などが発生した場合に迅速かつ実効的に対応を行うために必要な緊急時対

応体制の強化を推進する必要がある。ASP･SaaS事業者との関連においては、地方公共

団体は早急に復旧すべきシステム機能を平時から特定しておき、これらの機能の復旧に関

してASP･SaaS事業者の対応開始までの時間をSLA締結するなどの選択肢を検討するこ

とが望ましい。 

 

【ケース２：障害通知時間に対するSLA】 

障害通知時間とは、ASP･SaaS事業者が、どれほど早くシステムの故障を検知して利

用者に通知するかという指標である。あるASP･SaaSには3段階のSLA設定値が以下の

ようにメニュー化されていると想定する。 

 

表 4-１６ パフォーマンス監視と通知に対するSLA設定値（例） 

 SLA値 

システムA 日中帯 20分以内 

システムB 日中帯 ５時間 

システムC 日中帯 翌営業日 

 

通知は直接電話やメールで対応するのが一般的であるから、ASP･SaaS事業者は運用

専門の組織を保持する必要がある。また、20分以内の即時に近い通知が求められる場合

には、ASP･SaaS事業者は緊急対応が遅滞しないように常に余剰要員を確保しておく必

要があるため、さらに運用要員の人数は多く必要になる。そしてASP･SaaS事業者が負

担する人件費は、その分料金にも反映されることになる。 
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金融システムと連携しているものなど、障害発生時の即時対応が求められる業務につい

ては、SLAで定める対応時間はなるべく短い方が望ましい。しかし、システム障害時で

も業務に及ぼす影響が軽微で、かつ地方公共団体のシステム担当職員が日中帯勤務のみと

いう場合には、システムBやシステムCを検討することが現実的である。 

 

【ケース３：オンライン応答遵守率のSLA設定値】 

オンライン応答時間とは、利用者がシステムにアクセスを行い、レスポンスが戻ってく

るまでの時間のことであり、オンライン応答遵守率とは、オンライン応答時間の目標値と、

それが遵守できる確率を定めたものである。 

 

表 4-１７ オンライン応答遵守率に対するSLA設定値（例） 

 SLA値 

システムA 3秒以下の遵守率80%以上 

システムB 60秒以下の遵守率80％以上 

システムC 3分以下の遵守率80%以上 

 

ASP･SaaSは、一般的には複数のユーザでシステムを共有して利用するサービスであ

る。システムのCPUやメモリーといったシステムリソースの設計は、全利用者が同時に

最大負荷をかけてくることは想定されておらず、利用者がある程度の集中率でアクセスす

る前提で設計されている。オンライン応答遵守率を保証するということは、全利用者分の

リソース（通常運用時と比べ数倍になる）を確保することになり、その分必要なコストも

上昇する。 

 

利用者が混雑する主要な住民サービスなどは、利用者を窓口に待たせることになるため

即応が求められ、応答時間に対する要求は厳しい。しかし、過度に厳しいSLAを締結す

ると利用が集中しない期間中はシステムリソースに大きな余剰が生じて、サービス利用料

金の上昇に大きく影響してしまう。また、インターネット回線を利用している場合は、途

中にベストエフォートのサービスを含んでいるため、そもそもオンライン応答遵守率につ

いてのSLAを締結することが難しい。 

 

上記の３つのモデルケースは、業務が用いるシステムの品質要求に見合ったSLA設定値

を選択することが重要であり、それ以上のレベルのSLA設定値の選択は不釣合いなコス

ト増加を招く可能性があることを示している。SLA設定値は各地方公共団体における業

務の要求や組織体制に即した形で決定することが重要である。 
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4.5 SLA締結にあたってのその他の留意事項 

 

4.5.1 SLAが達成されなかった場合の対応 

現時点では、SLAはサービスレベルが達成されなかった場合にASP･SaaS事業者にペ

ナルティを課すものが主流である。ペナルティの内容は、財務上（違約金など）、運用上

（システム増強・代替手段の適応）、契約上（解約など）などの対応が中心となっている。

しかし、一方的に要求事項を列挙しペナルティを課すのではなく、地方公共団体とASP･

SaaS事業者が、ともに創意工夫をし、サービス品質の向上へ協力して取り組むことも必

要である。このための仕組みとしては以下のようなものが考えられる。 

 

(1) サービス品質の改善検討 

現在、SLAは一度違反すれば即座にペナルティが発生するのが一般的である。この

ため、SLAを締結する際には、ASP･SaaS事業者は過度のリスクを回避するために、

確実に守ることができるレベルでの合意を図ろうとする。結果として、利用者の要求

レベルと料金のバランスが悪くなることが多い。 

 

そこで、SLAを達成できなかった場合に即座にペナルティを課すのではなく、数回

の猶予をASP･SaaS事業者に与え、ASP･SaaS事業者にサービスレベル改善の余地

を与えることが行われている。例えば、故障回復時間について、一度でも6時間を超

えた場合に違約金が発生するSLAとするよりも、年間に3時間を超えたケースが3回

以上発生した場合に違約金が発生するSLAとする方が、より効果的にサービスレベル

の安定確保を実現することができる。 

 

また、ある程度の期間SLAを遵守できればペナルティポイントを消滅させる仕組み

を導入するなど、単純にSLA違反に即座に補償を求めるのではなく、長期的に見た品

質向上へつながる仕組みの導入を検討することも効果が高い。 

 

(2) インセンティブの導入 

ASP･SaaS事業者がSLAを遵守することに対する取組み意識を高めるため、ASP･

SaaS事業者に対するインセンティブを設定することも、まだ事例は少ないものの行

われ始めている。例えば次のようなインセンティブが考えられる。 

 十分なサービス品質を享受した対価として、事例として事業者の営業資料などに掲

載を許可する、広報活動支援 

 期間中は定まった契約金額となり、その間ASP･SaaS事業者が改善して得た効果分

を、ASP･SaaS事業者が享受できる定額型の契約 
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 利用者と事業者の共通の目標を作成した後、協力して改善活動に従事し、得た効果

分を分かち合う利益分配型の契約 

  など 

 

4.5.2 複数のASP･SaaSの連携 

地方公共団体が複数のASP･SaaSを採用し、これらのサービスを連携させて業務を遂

行する際には、地方公共団体、ネットワーク提供事業者、複数のASP･SaaS事業者の間

で責任分界を明確にする必要がある。例えば、以下のような事項は、各関係者間の責任分

界をSLAにおいて明確化しておくことが望ましい。 

 障害対応などに関する地方公共団体、ネットワーク提供事業者、複数のASP･SaaS

事業者の各々の責任範囲、それぞれのサービスサポート品質に対する要求レベル、

各々の運用ルール。また、障害により損害賠償などが発生した場合の費用負担の考

え方。 

 ASP･SaaS事業者間でのデータ伝送に対する各々の責任範囲、それぞれのサービス

品質要求レベル、各々の運用ルール。また、個人情報の漏えい事故などにより損害

賠償が発生した場合の費用負担の考え方。 
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第5章 ASP･SaaSにおけるSLM   

 

SLA締結後もサービスに係るルール、プロセス、体制などの改善によりサービスレベ

ルを最適化することに継続的に取り組むことが重要である。 

 

5.1 サービスレベルの最適化のための継続的な取り組み 

「4.1.4 SLAを締結する上での注意点」で先述したように、サービスの導入当初から

業務に求められる要件・品質を十分に考慮せず、ASP･SaaS事業者が提示するSLAの範

囲を大きく超えて、多岐に渡るSLAを要求することは結果的に地方公共団体のコスト負

担や、SLAの実効性の確保に影響を及ぼすことが想定される。そのため、導入当初は必

要最低限のSLAを締結し、サービスを運用していく中で実際に業務の遂行に影響を与え

る具体的な事象を整理していくとともに、その対策として必要となるサービスレベルを明

確化し、業務にとって最適なSLAへと改善していくことが重要となる。また、ASP･SaaS

事業者に起因する原因によってSLAに抵触する事象が発生した場合には、再発防止のた

めに然るべき改善策を講じていく必要もある。 

 

サービスの利用を開始してからは、このようにサービスに係るルール、プロセス、体制

などを改善し、サービスレベルを要求の変化に対応させていく必要がある。そのためには

SLAにPDCAサイクルを適用し、運用していくSLM（Service Level Managerment）

に取り組み継続的にサービスレベルを最適化していくことが重要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 サービスレベルの最適化の考え方 

 

 

サービス利用開始前 サービス利用開始後

SLMの運用SLAの締結

・業務内容・要件等とコスト見合
いを考慮し、必要最低限のSLA
を締結

・実際にサービスを運用し
ていく中で業務の遂行に
影響を与える具体的な事
象の整理
・ASP・SaaS事業者に起因
する原因によってSLAに抵

触した事象の管理

・SLAの

改善を要
求する事
項の取り
まとめ

サービス利用開始前に締結したSLAを、このサイクルで

定期的（例：年度ごと）に見直すことにより、業務に求めら
れるサービスレベルを最適化していくことが重要となる。

新たなSLAにてサービスを運用

・ SLAの改

善を要求す
る事項につ
いてASP・
SaaS事業者

と協議

・ASP・SaaS
事業者と合
意した内容
で新たな
SLAの再締

結
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5.2 SLMの運用 

SLMを実施し、コスト見合いを考慮しつつサービスレベルをより業務の実状に即した内

容へと改善していくにあたっては、地方公共団体とASP･SaaS事業者が共通の問題意識

を持ち、継続的に原因分析や改善活動を実施する必要がある。 

 

SLMを導入するためには、情報システムの担当職員や業務担当課の職員が事務局となり、

SLMの運営に当たるのが理想である。特に、住民サービスを所管する業務担当課の職員

と積極的に協力しながらマネジメント業務に当たることによって、住民や企業の要望を広

範囲に収集し、正確にASP･SaaS事業者に伝えることができるため、より効果的な改善

活動を実施することができる。このように、SLMを効果的に導入するためには、これを

維持運営する内部体制を新たに構築する必要があることから、現状ではSLMを導入して

いる地方公共団体は多くない。しかしながら、今後ASP･SaaSの拡大とともに、SLMを

導入する地方公共団体が増加していくことを期待したい。 

 

また、SLMを導入することにより、地方公共団体においても、SLAを理解し効果的に

活用するためのシステムに関する専門知識や運用経験などのノウハウが蓄積されること

が期待される。 
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5.3 SLMの進め方 

 

5.3.1 SLMのマネジメントサイクル 

SLMは、以下の4つのプロセスからなるマネジメントサイクルを継続的に繰り返すこと

により、サービスレベルの最適化を行う。 

 

フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３

① 適応範囲
を定め基本
方針を定義&
見直しする

②サービス
レベル再検
討方針の
決定

基本方針
定義書

サービスレベル再検討報告書

分析・改善プロセス
・サービスレベル要求水準のあるべき姿の把握
・現状との差異を踏まえた改善策の検討
・最適なサービスレベルの再設定

③業務要求と
市場要求を
把握する

④要求と現状
の差異を分析
する

⑤最適な
サービス
レベルを再
設定する

管理・締結プロセス
・サービス範囲、運用ルール等

のSLA構成要素の見直し
・SLAの再締結

⑥SLA内容

の見直し検
討

計画・準備プロセス
・基本方針の定義＆見直し
・サービスレベルの評価方針の

決定

⑦合意記録
の作成

SLA記述書
（合意が取れたもの）

フェーズ４

運用・測定プロセス
・ SLAの評価項目の測定と記録

品質モニタリング台帳

 

図 5-2 SLMのフレームワーク 

 

(1) 計画・準備プロセス 

計画・準備プロセスでは、SLM実施における基本方針を策定または改訂する。策定

または改訂した基本方針は基本方針定義書（詳細は次節参照）として取りまとめ、全

体での合意を取る。次に、サービスレベル再検討の実施方針を決定する。 

 

(2) 分析・改善プロセス 

分析・改善プロセスでは、前フェーズで策定した方針にもとづき、まず利用者への

アンケート調査、地方公共団体のシステム担当者による実績のレビュー、他所の事例

分析などを実施し、各SLA締結項目に対して望ましいサービスレベル要求水準を導出

する。また、SLA締結項目の過不足についても検討を行う。 

 

さらに、その検討結果にもとづいて、各SLA締結項目の最適なサービスレベルの再

設定を行う。 
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これらの検討結果は、サービスレベル再検討報告書として取りまとめる。 

 

(3) 管理・締結プロセス 

サービスレベル再検討報告書にしたがって、SLA締結内容の見直しを行う。この見

直し結果にもとづき、ASP･SaaS事業者と新たなSLAについて合意を形成し、SLA

を締結する。 

 

(4) 運用・測定プロセス 

運用・測定プロセスでは、ASP･SaaSの品質記録を積み重ねていく。これらの記録

は、次期の改善活動のための情報源となる。 

 

5.3.2 SLMに必要な書類 

SLMを実施するためには規程類の作成・管理やモニタリング記録作成に多くの労力が必

要である。以下にSLMに必要な文書体系の例を示す。 

①基本方針
定義書

②サービスレベル
再検討報告書

③SLA記述書
（合意が取れたもの）

④品質モニタリング台帳

（日々更新されるもの）

基本方針

調査報告書
合意基準

記録管理台帳

SLMの基本方針を定めたもの

サービスレベル要求水準やその他のSLA構成要素（サービス範囲、運用ルール等）

の見直しに係る検討結果、並びにサービス提供事業者との合意結果

モニタリング結果として記録し、改善プロセスで実績として活用するもの
 

図 5-3 ドキュメント体系 
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 基本方針定義書 

以下についての基本方針を定めた文書である。 

・SLMに取り組むことがなぜ必要だと考えるのか 

・どのSLAを対象とするのか/特に重視するのか 

・住民の満足度向上に取り組む姿勢の宣言 

・地方公共団体におけるSLMの位置付け  

など 

 

 サービスレベル再検討報告書 

以下の項目について調査検討した結果を取りまとめた報告書である。SLA締結内容

見直しの根拠を与える資料となる。 

 

1) サービスレベルに係る利用者へのアンケート調査結果、システム担当者による実

績のレビュー結果 

2) 他の地方公共団体などの事例分析の結果（複数の地方公共団体の事例の比較検討

を含む） 

3) 各SLA締結項目に対する望ましいサービスレベル要求水準 

4) SLA締結項目の過不足 

5) サービスレベルの測定記録と望ましい要求水準の差異の実態。また、差異を生じ

た原因。 

6) 各SLA締結項目の最適なサービスレベルの要求水準（再設定値） 

 

 SLA記述書 

ASP･SaaS事業者と合意した見直し内容にもとづいて修正されたSLAを記述した

文書である。 

 

 品質モニタリング台帳 

SLAで合意された測定方法により各SLA締結項目のサービスレベルを測定した結

果を記録していく台帳である。 
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5.3.3 ＳＬＡに抵触する事象が発生した場合の改善手続き 

「５.３.１（４）運用・測定プロセス」において、ASP･SaaS事業者のサービス提供設

備や管理体制上の不備など、ASP･SaaS事業者の責に帰すべき理由により、ＳＬＡに抵

触する事象が発生した場合には、ASP･SaaS事業者に対して以下の手順で改善を要求し、

改善策を明確にするための手続きをとることが望ましい。 

 

(1) ＳＬＡに抵触した事象に対する改善要求内容を文書でASP･SaaS事業者に提示す

る。 

 

(2) ＳＬＡに抵触した事象に対する地方公共団体からの改善要求内容について、地方公

共団体、ASP･SaaS事業者双方で対応方針を協議し、その折衝プロセスを文書で記

録する。また協議された対応方針に対して双方の合意がとれたことについても文書で

記録する。 

 

(3) 今後同様の事象が発生しないように、地方公共団体とASP･SaaS事業者で合意され

た対応方針に基づき、ASP･SaaS事業者から文書で具体的な改善策の提示を求め、

その内容について地方公共団体で承認を行う。 
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5.3.4 SLA見直しの方法と役割分担 

ASP･SaaSの利用期間中は、ASP･SaaS事業者がSLA評価項目の計測結果を地方公共

団体に対して定期的に報告することになる。地方公共団体は、この報告結果にもとづいて

利用職員の満足度や導入効果の大きさを分析し、費用対効果のバランスからSLAのサー

ビスレベル要求水準を毎年見直すことが考えられる。この際の見直しの方法と役割分担に

ついて表 5-1にまとめる。 

 

表 5-1 SLA見直しの方法と役割分担 

 地方公共団体の役割 ASP･SaaS事業者の役割 

Ｓ
Ｌ
Ａ
見
直
し
の
方
法 

１． サービスレベルの要求水準の

妥当性評価 

例：計測結果やエンドユーザの

満足度調査結果にもとづく評

価など 

２． コストを踏まえたサービスレ

ベル要求水準の見直し 

３． 契約更新におけるSLA見直し

の決定※ 

４． 事業者が提案した品質向上/コ

スト削減策の検討と採否決定 

１． あらかじめ定められた方法による

評価項目の計測 

２． 計測結果の定期報告 

３． SLAの選択メニュー（サービスレ

ベル要求水準の違いにもとづく料

金表）提示 

４． 必要に応じ、評価項目の計測方法の

見直しや運用ルールの効率化など

の品質向上/コスト削減策を提案 

※例えば、年度末の契約更新時期に意思決定を行う 
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5.3.5 改善活動によって低減されるリスクと測定方法 

第４章の表４-10～表４-14に示した評価項目のうち、SLA締結の候補となる項目

（「SLA締結の候補となる項目」欄に「○」を付した項目）を表５-2に抜粋し、それぞれ

にSLAを締結し改善することにより回避されるリスクと、運用・測定プロセスに必要な

ASP･SaaSの評価項目の測定手法の具体例を示した。 

 

表 5-2 回避されるリスクと測定方法の一般例 

分類 項番 項目

１
サービス稼動設
定値

サービス提供時間・サービス稼働時間・稼
働率の実態または最低限達成しようとして
いる目標値

サービスの稼働率
サービスが利用可能であることを
保証する

サービスが停止したことで、業務の
遂行に影響が生じる

システムの故障時間と回復時間を毎回記録し保存してお
き、一定期間ごとに統計値を算出する

２
サービスパフォー
マンスの管理

機器障害やシステム遅延の早期検知方法、
サービスのパフォーマンス把握方法

通知時間
（異常検知後、利用者に通知するま
での時間）

サービスレベルの低下を検知し、
どの程度迅速に利用者に通知す
るかを保証する

システムが使えないといった問合
せをを受けた時、状況を把握でき
ていないために対応できない

故障の連絡を受けた時に、故障発生時刻をASP・SaaS事
業者に問い合わせることで、連絡を受けるまでに要した
時間を測定する

３
サービスパフォー
マンスの増強

ネットワーク・機器等の増強判断基準あるい
は計画の有無

増強判断に要する時間
事業者がサービスの使用状況を
監視し、必要に応じてシステム増
強することを保証する

業務繁忙期にアクセスが集中する
ことで、システムが無応答となる

定期的にASP・SaaS事業者へ変更等が無いかを確認す
る

オンライン応答遵守率
設定された時間内に応答を返すか
どうかを保証する

システムの応答が遅くなることで、
住民や利用者にストレスが生じる

バッチ処理時間遵守率
バッチ処理システムが、予定され
た時間内に終了するかどうかを保
証する

バッチ処理が予定時刻を過ぎても
終了しなかったことで、住民への
サービスが提供できなくなる

単位時間当たりの最大処理件数遵
守率

最大処理件数（最大アクセス数）を
保証する

業務繁忙期にアクセスが集中する
ことで、システムが無応答となる

５ 営業日・時間 営業曜日、営業時間 サービスサポートの受付時間
サポートセンターの受付時間を保
証する

住民へのサービス提供時間帯に、
事業者サポートが受けられない

ASP・SaaS事業者が発行するサービス仕様書や契約書
等に記述がある

サービスサポートの稼働率 サービスサポートの稼働率
サポート対応が問題なく受けられ
るかどうか保証する

放棄率（着信電話に出られなかった確率）
放棄率（着信電話に出られなかった
確率）

応答時間遵守率 応答時間遵守率

基準時間完了率 基準時間完了率
サポート対応が、約束した時間内
に終了するかを保障する

故障対応等が予定時間内に終了
せず、住民へサービスの再提供時
期が遅れるリスク

７

メンテナンス等の
一時的サービス
停止時の事前告
知

機器のサービス時間、計画停止時間、方法
について、利用者への通知時期、通知方法

実施しているかどうか
メンテナンスの告知がなされるか
どうかを保証する

システムのメンテナンス時間を把
握できないために、突然の運転停
止に対応できない

定期的にASP・SaaS事業者へ変更等が無いかを確認す
る

a)障害監視インターバル
サポートセンターが、どの程度早く
障害を検知できるかを保証する

システムが使えないといった問合
せを利用者から受けた時、状況を
把握できていないために対応でき
ない

故障の連絡を受けた時に、発見に要した時間をASP・
SaaS事業者に確認する

b)通知時間
サポートセンターが障害を検知し
てから、どの程度迅速に利用者に
通達されるかを保証する

システムが使えないといった問合
せを利用者から受けた時、状況を
把握できていないために対応でき
ない

故障の連絡を受けた時に、故障発生時刻をASP・SaaS事
業者に問い合わせることで、連絡を受けるまでに要した
時間を測定する

９ 定期報告 利用者への定期報告
定期報告の間隔
（Web等による報告も含む）

定期報告の頻度を保証する
システムのアクセス傾向や利用傾
向等を把握できていないために、
繁忙期にシステムがダウンする

定期的にASP・SaaS事業者へ変更等が無いかを確認す
る

測定方法（一般例）
SLAを締結することにより回
避されるリスク（一般例）

性能に関するSLA値は、端末ベンダーやASP・SaaS事業
者、又は別の専門業者に依頼し測定する

サービス通
知・報告 ８

障害・災害発生時
の通知

利用者への障害発生時通知

サポート対応６

サービス窓
口

サポート対応に関するSLAを計測する場合、サポートセ
ンタに連絡がついたかどうかに加えて、連絡した時間や
サポート対応（故障交換作業等）が終了した時間、サ
ポートセンターの対応者名、発言内容の記録を取り、保
存しておく必要がある。特に、別件の故障が発生し、対応
が遅くなるなどの発言は、サービスサポートが稼動してい
ないとみなし、詳細を記録しておく。

問題なくサポートセンターと連絡が
取れるかを保証する

サポートセンターに迅速に連絡が
取れないために、故障回復や利用
者への対応が遅れる

アプリケーション、基盤、ストレージ等の応
答時間、処理時間、最大処理件数

サービス品
質

性能 ４ 性能

内容 評価項目 設定する目的
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第３部 ASP･SaaSにおける

契約について
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第6章 ASP･SaaS利用に関する契約の進め方 

 

6.1 ASP･SaaS利用に関する契約 

ASP･SaaSは、ネットワークを通じてアプリケーションやソフト、これに付随するサ

ービスなどを提供するものであるが、実際にASP･SaaS事業者が提供しているサービス

は多岐にわたり、ASP･SaaS事業者との契約についてすべてのサービスに共通する事項

を提示することは容易でない。よって、本章においては、地方公共団体におけるASP･

SaaSの活用を推進する観点から、レディメイド型のASP･SaaSのうち、地方公共団体に

おける活用事例が多いフロントオフィス業務のASP･SaaSを中心に検討を行うこととし

た。 

 

なお、本章における検討は、基幹系業務をはじめとする地方公共団体におけるバックオ

フィス業務へのASP･SaaSの導入の検討にも十分に活用できるものであるが、自治体ク

ラウドの開発実証事業などのバックオフィス業務へのASP･SaaSの導入事例の推移を注

視しつつ、今後も必要に応じて検討を実施していくこととする。 

 

6.2 ASP･SaaS利用の契約形態 

地方公共団体におけるASP･SaaSの利用にあたっては、さまざまな契約形態による利

用が想定されるため、本節では、地方公共団体がレディメイド型のASP･SaaSをカスタ

マイズせずに利用する（ただし、パラメータの変更などあらかじめ提示されているサービ

スの仕様の範囲内での変更や調整については本書ではカスタマイズとして扱わない）場合

の契約形態について検討の結果を記述することとする。 

 

ASP･SaaSを新たに導入する場合、利用開始前に既存システムからデータの移行や

ASP･SaaS利用に関する環境設定などの作業が必要となることがある。これらの作業に

ついては、初期設定のためのものとしてASP･SaaSの実際の利用とは別の契約を締結す

ることも考えられる。実際、これらの作業についてはサービスの導入のための準備と整理

し、導入に向けた作業について委託契約（委任契約）を締結し、ASP･SaaSのサービス

の提供が開始された時点でサービス利用契約が適用されるケースが報告されている。他方、

前述のように初期設定と実際のサービス利用で契約を分けると初期設定に係る費用の平

準化が実現できないことから、初期設定に要する作業と実際のサービス提供の契約を一本

化しているケースも報告されている。 

 

このように、地方公共団体においてASP･SaaSを導入する際は、下の例（表）にある

とおり、「初期導入段階」と「サービスの運用段階」のそれぞれの契約形態を検討する必

要がある。 
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例  

 初期導入 サービス運用 

パターンA 委託契約 サービス利用契約 

 初期導入・サービス運用（ASP･SaaS） 

パターンB サービス利用契約 

パターンＣ 委託契約 

 

地方公共団体におけるASP･SaaS利用の事例調査を行ったところ、ASP･SaaS事業者

との契約形態としては、委託契約（委任契約）、サービス利用契約、またはこれらの混合

の契約形態の３つが報告され、これらの３パターン以外の契約形態は見受けられなかった。

その理由として想定されるものについて以下の＜参考＞で記述している。 

 

これらを踏まえ、本章では地方公共団体がASP･SaaSを利用する場合の契約形態とし

て委託契約またはサービス利用契約を締結することを前提とし、契約内容についての検討

を行うこととする。サービス利用契約とは、一般的に民間企業においてASP･SaaSを利

用する場合は、ASP･SaaS事業者が提示する利用規約やサービス仕様書、SLAなどをも

とに利用者はサービスを選択してASP･SaaS事業者に対して申込みを行い、ASP･SaaS

事業者から申込みの承諾が通知された時点でサービスの利用が成立する利用形態を指す。

他方、地方公共団体においては、地方公共団体による調達を経て、仕様書やSLAの内容

にもとづいた契約締結が多いことが想定される。 

 

地方公共団体がASP･SaaSのサービスを利用する場合、ASP･SaaS事業者が提示して

いるサービス利用規約が法律や条例などの法令に準拠しているかどうかを確認するとと

もに、その内容が地方公共団体の業務の遂行に照らして合理的であることを確認すること

が必要である。また、第７章に掲載している契約書（サンプル）も参考にしつつ、ASP･

SaaS事業者と契約内容について事前に協議や確認を行うことも必要となる。 

 

ASP･SaaS事業者は、一般的にサービス利用規約にもとづいて不特定多数の利用者に

対してサービスを提供しているものであり、パラメータの設定などの可変領域はあるもの

の、（地方公共団体における従来型のシステム構築のような）個々の利用者の要望に合わ

せたカスタマイズにまでは対応していないことに留意する必要がある。 

 

ASP･SaaSのサービス利用契約は、通常はサービスの仕様に関する事前協議を想定し

ておらず、ASP･SaaS事業者が提示している利用規約やサービス仕様、サービスレベル

の内容に利用者が同意した上で契約を締結することが一般的である。本章では、このよう

な特定の地方公共団体向けのカスタマイズを行わない形態のASP･SaaSの利用を検討対

象の中心として記述している。 
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＜参考＞ 

地方公共団体においてASP･SaaSを利用する際は、どのような契約形態で契約を締

結するかについて十分に留意する必要がある。 

例えば、賃貸借契約で締結したASP･SaaSの場合、利用者はPCやサーバ（ハード

ウェア）などを所有しないため、契約内容と実際の運用の間で齟齬が生じることが想

定される。また、委託契約のうち請負の契約を締結する場合、請負契約は「労働の結

果として仕事の完成を目的とするもの（民法第632条）」という特性があるため、シ

ステム開発ではなく、サービスの提供を目的としたASP･SaaSの実態にそぐわないこ

とが想定される。 

以上のような理由により、本書の範囲においては、地方公共団体における実態とし

て賃貸借契約や請負契約でASP･SaaS事業者と契約を締結している事例がなかった

ものと想定される。 

 

 

6.3 ASP･SaaS利用に関する契約体系 

前節では、地方公共団体がASP･SaaSを導入する場合の契約の形態について委託契約

とサービス利用契約の相違を中心に検討したが、本節では、地方公共団体とASP･SaaS

事業者との契約体系について検討することとする。 

 

ASP･SaaS事業者との契約体系については、まず、利用者に提供されるサービスの全

体を一つのASP･SaaS事業者が単独ですべて提供しているとは限らないことに留意する

必要がある。これは、地方公共団体におけるASP･SaaSの導入に限らずASP･SaaS全般

に共通することであるが、ASP･SaaS事業者がデータセンターやネットワーク、システ

ムなどサービスの上流から下流までのすべてを単独かつ自前で地方公共団体に提供する

わけではないということである。ASP･SaaS事業者との契約にあたっては、こうした実

態を正しく認識した上で契約を締結する必要がある。 

 

もっともこれは、従来のようなシステム構築を行う際の地方公共団体と受託者が締結す

る委託契約において一般的に再委託が認められていることと対比可能な議論である。従来

型の委託契約においても、地方公共団体と契約を締結する事業者は、地方公共団体が必要

とする情報システムの構築や運用に関して一元的な責任を負う一方、必要に応じてより専

門的な能力を有する者に対して事業の一部を再委託していることが一般的である。 

 

これらを踏まえ、地方公共団体とASP･SaaS事業者の契約体系としては、契約の相手

方となるASP･SaaS事業者がどれだけ自前でサービスを提供しているかにかかわらず、

地方公共団体とASP･SaaS事業者との契約は原則として二者契約とすることが望ましい。

地方公共団体においては、ASP･SaaS事業者がデータセンターの管理やネットワークな
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どの実際に提供されるサービスの一部を第三者に依存していることに留意し、ASP･

SaaS事業者のサービスの構造を十分理解した上で、個人情報の取扱いや通信障害が発生

した場合などにおける責任分界や権利義務、迅速な復旧に向けた関係各者の取組みなどに

ついて事前に協議しておくことが不可欠となる。 

 

実際、地方公共団体におけるASP･SaaSの活用事例の中には、自らはデータセンター

を持たずに大規模なデータセンターにハウジングすることによりストレージを確保して

いるASP･SaaS事業者と契約を締結している事例がある一方、提供するサービスの分野

によっては、地方公共団体がASP･SaaS事業者のサービスを単純に再販している事業者

と契約を締結している事例も見受けられるところである。後者の事例においては、地方公

共団体と契約を締結している事業者がセキュリティに関する障害や個人情報の漏えいな

どの事故に対して必ずしも迅速かつ適確に対応できるとは限らないことにも留意し、

ASP･SaaSの調達において適切にASP･SaaS事業者を選定することも重要となる。 

 

＜参考 eLTAXにおける地方税電子化協議会の取組み＞ 

eLTAXについては、平成17年1月に電子申告が始まり、平成22年度にはすべての市区

町村がeLTAXのネットワークに加入することが見込まれているが、参加市区町村の多く

（及び一部の県）はASP･SaaSを活用しているところである。これは、全国1,800余の

地方公共団体が自らシステムを構築し、運用する場合と比べてASP･SaaSが効率的であ

ることを示す一例と言える。 

これまで、eLTAXに従事するASP･SaaS事業者は、地方税電子化協議会によって「構

築ベンダー」、「サービスベンダー」、「代理店」に分類され登録されていた。「構築ベンダ

ー」とは、サーバを有し、市区町村の端末と接続してサービスを実際に提供するASP･

SaaS事業者のことであり、「サービスベンダー」及び「代理店」は、原則としてサーバ

などを持たず、市区町村に置かれた端末の管理やヘルプデスクなどのサービスを行う事業

者のことである。そして、多くの市区町村が「サービスベンダー」や「代理店」とeLTAX

の業務に関する契約を締結してきたところである。 

 

しかしながら、市区町村が「サービスベンダー」や「代理店」と契約している場合、実

際に市区町村のデータを管理する「構築ベンダー」と市区町村の間に契約関係がない場合

が多く、情報漏えいや保管すべきデータの喪失などの問題が発生した場合に当該市区町村

の管理監督が及びにくくなるという懸念が生じることから、ASP･SaaS事業者の位置づ

けや登録の在り方を見直す作業が行われたところである。 

 

具体的には、サーバを有し市区町村と接続しeLTAXのサービスを行う事業者を

「eLTAXベンダー」として新たに登録し、市区町村は「eLTAXベンダー」と直接契約を

締結しない限りeLTAXベンダーに当該市区町村のデータが送信されないこととしたもの
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である。また、これまで「サービスベンダー」や「代理店」として登録されていた事業者

を「eLTAXサポート事業者」として新たに登録し、市区町村が認める範囲でeLTAXベン

ダーから端末機器の保守作業などの業務の再委託を受けることとしたものである。 

 

地方税の電子化については、今後は国税との連携も予定されており、地方公共団体の業

務の中でも特に安全性が求められるものであることからこうした措置がとられたもので

ある。 
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6.4 ASP･SaaS導入の予算化 

地方公共団体がASP･SaaSを導入する場合、そのサービスの利用について事前に予算

化を行う必要があるが、予算化の事務フローについては、「①業務要件の確認」、「②シス

テム導入方法の検討」、「③主要なサービスの調査」といった主に第３章（３．３ ASP･

SaaS利用プロセスにおいて検討すべき事項を参照）に記述されている流れに沿った検討

が行われ、その後必要に応じて①～③を繰り返し検討した後、「④予算要求」になること

が一般的であると想定される。これらの事務のフローを図示したものが下図6-１である。 

 

①業務要件の
確認

②システム導入
方法の検討

③主要なサービス
の調査

④予算要求

①業務要件の
確認

②システム導入
方法の検討

③主要なサービス
の調査

④予算要求

 

図６－１ 予算化にあたっての事務フロー 

 

地方公共団体において実際に予算化の作業を実施する前に、まずは調達の対象となる業

務の範囲及び業務の遂行に必要となる要件を確認する必要がある。また、その業務をどの

ような方法（ASP･SaaSの利用、請負型のシステム構築など）で調達・導入するかにつ

いても同時に検討を行う必要がある。 

 

例えばASP･SaaSを導入する場合、導入コストの低減や利用開始までの期間短縮など

のメリットがある一方で、ASP･SaaS事業者が提供するサービス内容が業務に制約を与

え得るといったデメリットも想定され、これらのメリット・デメリットを考慮した検討を

行う必要がある。ASP･SaaSの導入が決定されれば、次にASP･SaaSのサービスが地方

公共団体の業務を対象として提供されているか、どの程度のコストがかかるかといった予

算化に必要な具体的な情報収集を実施することとなる。 

 

地方公共団体がASP･SaaSの提供事例の調査・検討を行う場合、「ASP･SaaSの安全・

信頼性に係る情報開示認定制度」（財団法人マルチメディア振興センター）に基づく公開
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情報や本書の付録1.1.3「地方公共団体向けASP･SaaSの提供事例」も有益な情報源とな

る。 

 

実際の予算化にあたっては、現場の業務担当課においてこれらの作業が必要に応じて繰

り返し行われ、要件調整や導入方法などについて更なる検討が行われるが、報告されてい

るケースを分析する限り、情報システム部門がこれらの要件決定などのプロセスに参画で

きる体制をあらかじめ構築しておくことが望ましい。 

 

また、地方公共団体におけるASP･SaaSの利用という予算の目的に適合した予算科目

での予算要求を行うことも重要となる。地方公共団体がASP･SaaSを導入する場合、地

方公共団体はASP･SaaS事業者からサービスの提供を受ける点を重視して本書では役務

費の予算科目での予算化を推奨するが、初期設定やデータ移行などの初期導入に関する作

業については委託料での予算計上も考えられるところである。これらの検討結果をまとめ

ると以下のとおりである。 

 

(1) サービス利用契約の場合 

ASP･SaaS事業者の提示するサービス利用契約にもとづいて契約を締結する場合、

役務費の予算科目での予算化が想定されるが、初期設定やデータ移行などの作業につ

いては委託料で予算化する場合も想定される。 

 

(2) 委託契約の場合 

サービス提供に関する契約を委託で締結する場合の予算科目は委託料になるものと

想定される。 

 

例  

 初期導入 サービス運用 データ移行 

パターンA 委託料 役務費 委託料 

 初期導入・サービス運用（ASP･SaaS）・データ移行 

パターンB 役務費 

パターンＣ 委託料 

 

6.5 調達における留意事項①（全体の流れ） 

まず、本書「3.3.2 調達プロセス」でも記述したとおり、地方公共団体においてASP･

SaaSの導入のための予算を要求する前に、ASP･SaaSを利用するのかそれとも従来の請

負型のシステム開発を行うのかを十分に検討し、調達方針を決めておくことが重要である。

また、ASP･SaaSの導入を決定し、調達仕様書を作成する段階においては、ASP･SaaS

事業者が提供しているサービスの範囲やサービスレベルを調査し、地方公共団体が要求す
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るサービスの仕様との差異をあらかじめ比較（フィット＆ギャップ）し、検討しておくこ

とが重要である。 

 

インターネットを介してサービスを提供するインターネットASPの調達仕様書を作成

する場合、ベストエフォート型のネットワーク構成にかんがみ、必要とする帯域や接続の

性能・品質が必ずしも保証されていないことや、データセンターの所在地などにも留意す

る必要がある。詳細は本書「1.2.2 ASP･SaaSの導入（4）ネットワーク別の利用形態」

に記述している。 

 

このほか、地方公共団体において実際にASP･SaaSを調達する際に留意すべき事項を

挙げると以下のとおりとなる。 

 

6.5.1 ASP･SaaS事業者の選定期間 

ASP･SaaSに限らず、一般に調達を行う場合、市場調査や公募、(必要に応じて)説

明会の開催や比較審査といった調達に必要となる作業を挙げ、それらのスケジュール

をあらかじめ定めてから作業を進めることが望ましい。地方公共団体がASP･SaaSを

調達する場合のこうしたスケジュール作成における留意事項として、ASP･SaaS事業

者の選定期間を十分にとる必要があることが挙げられる。特に、一般競争入札（総合

評価方式）やプロポーザル方式で調達を行う場合は、従来の請負型のシステム開発開

発と比べて十分に長い公募期間をとることが必要である。 

 

従来のシステム開発では、事業者を選定した後でも仕様の調整などの工程で事業者

と協議する期間をとることが可能であったが、ASP･SaaSの場合は、こうしたいわば

後付けの仕様の調整は一般的には行われないことに留意が必要である。地方公共団体

が示した要求仕様を満たすことは調達（入札）に応じる事業者にとって必須要件であ

り、スケジュール作成の段階から公募期間を十分に長く設定することは、ASP･SaaS

事業者側に地方公共団体の要求する仕様のとおりの提案を行うために十分な検討期間

を与えることになり、結果的に地方公共団体の要求を満たす提案がより多くなると期

待できる。地方公共団体において、ASP･SaaSを特にプロポーザル方式や一般競争入

札で公募する場合は、この公募期間を十分にとることについて留意したスケジュール

設定を行うことが望ましい。 

 

6.5.2 要件調整 

調達を実施するにあたっては、ASP･SaaSのサービスに求める機能やサービスレベ

ルなどを整理し、調達するサービスの要件を明確にする必要がある。ASP･SaaSであ

れば一般的に導入コストの低減や利用開始までの期間短縮などのメリットがある一方、

サービス内容が地方公共団体の従来の業務に制約を与えうるなどのデメリットも発生
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しうる。こうしたメリット・デメリットを考慮した上で調達するサービスの要件を明

確にするための検討を行うことが必要である。 

 

なお、ASP･SaaSの導入を検討する場合、運用、サービス利用条件、契約終了時の

扱いなど、実際のサービス利用にあたって検証が必要となる項目が存在することにつ

いても留意する必要がある。 

 

6.5.3 ASP･SaaSの情報収集・分析 

ASP･SaaS事業者が提供しているサービスについて、地方公共団体側で必要な機能

及びサービスレベルを実現できるか、サービス利用料金が妥当であるかなどの調達仕

様書作成の際に必要となる情報収集・分析を実施する必要がある。 

 

地方公共団体においてASP･SaaS事業者が提供しているサービスの情報収集や分

析を行う手段としては、本書付録１「地方公共団体の業務別に利用可能なASP･SaaS」

のほか、インターネット上のASP・SaaSに特化した検索サイトの活用や、実際にサ

ービスを提供している事業者に対して意見招請を行うことが有用である。 

 

また、近隣のASP･SaaSを導入している地方公共団体からの情報提供も有効な手段

として想定されるが、ASP･SaaSを導入している地方公共団体は、ASP･SaaS事業

者に対して一定の秘密保持義務を負っている場合があることに留意する必要がある。

ASP･SaaSについての情報提供を依頼された地方公共団体においては、秘密保持義務

違反を避けるため、ASP･SaaS事業者と情報提供の内容について事前に協議すること

が望ましい。 

 

これに加え、財団法人マルチメディア振興センターの「ASP･SaaS安全・信頼性に

係る情報開示認定制度」の認定を受けているサービスの一覧や、特定非営利活動法人

ASP･SaaSインダストリ・コンソーシアムの「ASP･SaaS･ICTアウトソーシングア

ワード」の表彰を受けたサービスの一覧なども情報収集や分析の際の参考となるもの

である。 

 

6.5.4 調達仕様書の作成 

調達仕様書の作成にあたっては、ASP･SaaS事業者が提供しているサービスを調査

し、それらのサービスレベルと業務の遂行に必要となる要件などとの差異を比較（フ

ィット＆ギャップ）し、検討した上で調達仕様書を作成することが重要である。その

際、過度に高いサービスレベルを要求する仕様書を作成するとこれに対応できる

ASP･SaaS事業者が存在しなくなることも起こりうることから、地方公共団体側で必

須要件として求める機能、必須ではないが業務効率の向上などの効果が見込まれる機
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能など、優先順位を整理するとともに、必須でない機能が含まれているような提案に

ついては例えば評価の際に加点するといった対応を検討しておくことも必要である。 

 

また、ASP･SaaS事業者が提供している既存のサービスでは業務の遂行に必要とな

る要件が満たされない場合は、まず地方公共団体側で業務の方法をASP･SaaS事業者

のサービスに合わせることの可否について検討を行い、それが困難な場合においては

機能追加などのカスタマイズについてASP･SaaS事業者と調整することを検討すべ

きである。ただし、カスタマイズを行う場合は料金の増加も想定されるところであり、

カスタマイズすることのメリット・デメリットについて十分に考慮する必要がある。 

 

提案依頼書（RFP：Request For Proposal）を作成する際は、地方公共団体があ

らかじめ行った情報収集やその分析結果とともに、意見招請（RFI：Request For 

Information）を通じて事業者から提供された情報を参考にすることも有効である。 

 

6.5.5 ASP･SaaS事業者の選定 

地方公共団体におけるASP･SaaS事業者の選定の方法としては、一般競争入札、総

合評価方式、プロポーザル方式などが考えられるが、それぞれの方法についての留意

事項を以下に示す。 

 

(1) 一般競争入札（最低価格落札方式） 

最低価格落札方式は、地方公共団体の業務遂行にあたって必須となる機能が明確で

あり、それ以外の機能（事業者からの提案）の必要がないことが明らかであると判断

される場合に適した手法である。 

 

(2) 一般競争入札（総合評価落札方式） 

総合評価落札方式は、地方公共団体の業務遂行にあたって必須となる機能が明確で

あるが、ベンダーから提案されるサービス内容やサービスレベルと利用料金を総合的

に評価することが適当と判断される場合に適した手法である。 

 

(3) プロポーザル方式 

プロポーザル方式は、地方公共団体の業務遂行にあたり、ベンダーからの提案をも

とにASP･SaaSの導入を検討することが適当と判断される場合に適した手法である。 

 

6.6 調達における留意事項②（個別項目） 

本節で記述される項目は、地方公共団体によるASP･SaaSの調達にあたり、調達仕様

書の作成時に留意すべき項目として考えられるものである。ASP･SaaSを導入する業務

によってはこれらの項目のすべてを調達仕様書に記載する必要はないが、実際にASP･
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SaaS事業者とサービス利用契約を締結する段階で調達仕様書の内容と大きな乖離が生

じることを未然に防ぐため、調達仕様書の作成の段階で留意しておくことが必要となるも

のである。また、これらの項目を実際に調達仕様書に記載する場合は、事前にASP･SaaS

事業者や外部の有識者などにRFIなどを通じて記載内容について確認することも必要であ

る。 

 

6.6.1 データセンターへの現地調査・立入り 

従来の委託契約を通じたシステム構築の場合は、システムの監査や障害対応が必要

なときは地方公共団体の職員がデータセンターなどへ現地調査や立入りを行う旨の条

項が含まれている場合が多い。他方、ASP･SaaSを利用する場合、ASP･SaaSのデ

ータセンターの場所は（日本国内であっても）機密事項とされている場合も多い14。

よって、システムの監査や障害対応におけるデータセンターへの地方公共団体職員の

立入りの可否15やデータセンターに関する情報開示については、調達の段階で事前に

ASP･SaaS事業者やデータセンターに確認しておく必要がある。 

 

6.6.2 ASP･SaaSにおける情報の取扱い 

地方公共団体がASP･SaaSを利用する場合においても、従来のシステム構築を行う

場合と同様に情報（特に個人情報）の取扱いについて十分に調整しておく必要がある。

個人情報の取扱いに関して事前に調整すべき項目の例として、以下の項目が挙げられ

る。 

①受託者の秘密保持義務及び義務違反が発生した場合の措置 

②情報の安全確保義務、当該業務の履行の方法、義務違反が発生した場合の措置 

③情報の目的外利用の禁止 

④ASP･SaaSのサーバなどにおいて処理または蓄積されたデータの取扱い 

⑤データ管理に関して、検査・監査を要求するケース（「システム監査」と同じ） 

⑥ASP･SaaS事業者が、（データセンターなど）提供するサービスの一部を第三者

から調達する場合の上記①～⑤の取扱い 

 

地方公共団体においては、上記の項目を中心に、ASP･SaaS事業者において特に個

人情報が含まれるデータの安全性がどのように確保されているか、また、万一個人情

報が漏えいした場合の対応が明確になっているか、などについて十分に確認しておく

必要がある。 

                                         
14 総務省が2009年2月26日に発表した「データセンターの安全・信頼性に係る情報開示指

針」においては、データセンターの所在国名、日本の場合は地域ブロック名（関東、東北、な

ど）の開示が必須項目として求められている。 
15 地方公共団体の職員によるデータセンターの現地調査や内部への立入りをASP･SaaSの

調達の際の必須要件とすると、データセンターによってはこれに応じることがセキュリティポ

リシーに違反する場合もある。 
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この点に関しては、総務省が平成２１年３月に取りまとめた「地方公共団体におけ

る業務の外部委託事業者に対する個人情報の管理に関する検討報告書」において「個

人情報の取扱いに関する特記仕様書（雛形）」が示されており、その内容をもとに調

達仕様書を作成することが有効である。また、ASP･SaaS事業者の内容や「プライバ

シーマーク」制度や情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）適合性評価制度

の適用状況も参考になり得るものである。 

 

6.6.3 ASP･SaaSの仕様変更 

ASP･SaaSの特長の一つに、ASP･SaaS事業者が自らバグの修正やサービスのバ

ージョンアップなどの機能改善を行う点が挙げられる。これは、例えばASP･SaaS事

業者により法令などの改正に伴うソフトウェアの改修が追加費用なく行われることも

含まれ、ASP･SaaSの利用者である地方公共団体はこれらのソフトウェアの改修作業

の負荷から解放されるというメリットがあるものである16。 

 

他方、ASP･SaaSは一般的に多数の利用者が利用しているものであり、仕様の変更

内容をすべての利用者と事前に合意することや、特にセキュリティ関連の喫緊の改修

について利用者との合意形成を優先して改修を先延ばしすることは現実的ではない。 

 

このため、ASP･SaaS事業者のサービス利用契約には、新規機能の追加などによる

仕様変更について、一定の予告期間をもって利用者へ通知することにより、一方的に

仕様の変更を行うことができる旨記載されていることが多い。しかしながら、こうし

た一方的な仕様変更を認めてしまうと、機能の減少やサービス品質の低下といった利

用者である地方公共団体の意図しない負担の増加を引き起こす場合もありうることに

留意が必要である。 

 

地方公共団体が、ASP･SaaSを調達する場合、このような仕様変更について、一方

的な機能の減少やサービス品質の低下などの不利益が発生しないように確認しておく

ことが必要である。ただし、ASP･SaaS事業者によっては、サービス仕様書やSLA

を公開していない場合もあり、この場合は特に注意が必要である。 

 

6.6.4 サービスの廃止 

ASP･SaaSは、多くの利用者に同じサービスを提供することによって設備投資の集

約などを実現し、結果的にこれらの「割勘効果」としてサービス料金を低廉に設定す

ることが可能になるものである。多くの場合、ASP･SaaS事業者は先行投資を利用者

の見込み数で割った額をもとに料金設定を行っており、実際の利用者数や経費にもと

                                         
16 ただし、法令・制度改正や定期バージョンアップなど、標準（無償）対応される範囲を事

前にASP･SaaS事業者と調整のうえ、明確化しておくことが望ましい。 
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づいて料金が設定されているわけではない。したがって、利用者数が当初の見込みを

大幅に下回るような場合はサービスの維持が困難となる場合もありうる。ASP･SaaS

事業者は契約者に対してサービスを継続して提供する責任を負うが、事業継続のため

の現実的な経営判断として例えば契約期間の途中でサービスが停止されることもあり

うるものである。 

 

このため、ASP･SaaS事業者の中には、利用規約の中に、サービスが提供できない

理由がある場合は一定期間の事前通知をもってASP･SaaSの全部または一部を廃止

し、廃止日をもって本利用契約の全部または一部を解約することを規定している場合

がある。 

 

しかしながら、地方公共団体の行政サービスがASP･SaaS事業者の事情で終了する

事態が許容されるものではない。利用規約の中にサービスの一方的な廃止に関する条

項が設けられている場合は、別の同等のサービスへの引継ぎなど円滑な移行のための

措置について事前に十分に確認しておく必要がある。また、地方公共団体から既に支

払われた料金のうち将来の未履行部分に相当する料金の返済やASP･SaaS事業者の

サービス廃止の条件についても同様に確認しておくことが必要である。 

 

6.6.5 契約終了後の処理 

地方公共団体においては、まず、ASP･SaaS事業者のサービス利用期間中に事業者

から提供を受ける機器やソフトウェアなどについての契約終了後の取扱いについて確

認しておく必要がある。 

 

また、サービス利用期間終了後、他の事業者の同等のサービスに移行する場合にお

いては、本書「3.3.4 サービスの変更・中止プロセス」で記述しているとおり、契

約終了後の行政サービスへの影響を最低限に止めるため、地方公共団体とASP･SaaS

事業者の双方が次のサービスへ円滑に移行するための措置を講じる必要がある。特に、

移行するデータの取扱いや原本性の確保など、ASP･SaaS事業者が講ずべき措置につ

いては、以下に挙げられる項目を中心として、その内容を十分に確認しておく必要が

ある。 

 

なお、データ移行に要する費用やデータ移行の方法などについては、対象とする業

務の性質によって作業の内容や費用が異なる17ものと想定されるが、地方公共団体に

おいては、データ移行にあたって必要となる作業、ASP･SaaS事業者との役割分担な

どについて事前に確認しておく必要があるとともに、インターフェースやデータ構造

                                         
17 例えば、データ移行における外字の取扱いがこうした事前に十分な確認が必要なものの例

として挙げられる。 
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の仕様開示などに関するルールについてASP･SaaS事業者と事前に十分協議してお

く必要がある。 

 

また、データの原本性については、従来の庁舎内でのシステム構築と異なり、ASP･

SaaSのサービスの変更の際にデータセンターの異動が発生することも想定されるこ

とから、地方公共団体による利用を通じて処理、蓄積されたデータの真正性、可用性、

見読性のために必要な範囲において、ASP･SaaS事業者は地方公共団体に対して例え

ば詳細設計書の開示を行うことなどの対応を行う責務を負うものと考えられる。 

 

・サービス利用終了時に移行データとして必要となるデータの範囲・項目 

・データの原本性の確保のためにASP･SaaS事業者が講じる措置 

・データ移行の方法（XML、CSVなど移行データのフォーマットや移行データを格

納する媒体など） 

・データ移行に要する期間 

・データ移行にかかる費用とその分担方法 

・ASP･SaaS事業者のサーバなどで処理・蓄積され、サービス停止後も残存しうる

データの処理方法（物理的破壊、など） 

・その他の円滑なサービスの移行のためにASP･SaaS事業者が講ずる措置（サービ

スを引き継ぐ事業者との打合せの実施、移行するデータの内容の説明、利用を終

了するASP･SaaSにおける案内画面表示や次のサービスへの自動リンクの設定な

ど） 

 

6.6.6 予期しえぬ脅威への対応 

ASP･SaaS事業者は、セキュリティの脆弱性が発見された場合は直ちにセキュリテ

ィパッチを適用することや、定期的に第三者機関の監査を受けるなどのセキュリティ

対策を実施しているのが一般的である。ただし、ASP･SaaS事業者がそれらの対策を

実施していたとしても、昨今のネットワーク環境においてはボット（BOT）をはじめ

とする予期しえぬ脅威が存在することは事実であり、これらの予期しえぬ脅威にあら

かじめ対応したセキュリティ対策を講じることは困難である。 

 

「第２次情報セキュリティ基本計画」（平成２１年2月 内閣官房セキュリティセン

ター（NISC）発表）においては、「事故前提社会」に対する認識及びその認識の下で

の業務継続性の確保などの新たなセキュリティ対策の必要性を説いている。地方公共

団体においても、ASP･SaaSの調達に限らず、予期しえぬ脅威をいかに予期するかと

いう従来型の対応だけではなく、障害が発生した場合に迅速かつ適確な措置を講じて

業務の継続性を確保することに力点を置いた対策が急務となっている。ASP･SaaSの

調達においても、こうした観点からASP･SaaS事業者が講じているセキュリティ対策
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について確認しておくことが望ましい。 

 

6.6.7 ASP･SaaSの知的財産権 

従来型の地方公共団体におけるシステム開発においては、委託契約（請負契約）の

中で契約期間終了後にソフトウェアの著作権などの知的財産権や所有権を地方公共団

体へ譲渡する旨の条項が含まれていることが多い。他方、ASP･SaaSの場合は、ASP･

SaaS事業者のアプリケーションを地方公共団体が利用することとなるため、これら

の知的財産権はASP･SaaS事業者に帰属することとなる点に留意が必要である。住民

情報をはじめとする地方公共団体の業務に係るデータの取扱いについては、「6.6.5 

契約終了後の処理」に記述されている観点に加え、ASP･SaaS事業者の知的財産権の

観点からも事前にASP･SaaS事業者と十分に確認しておく必要がある。 

 

また、地方公共団体がカスタマイズされたASP･SaaSの調達を検討する場合のソフ

トウェアの改変に関する取扱いや、地方公共団体の要求に合わせて事業者から提案さ

れたカスタマイズが行われているASP･SaaSの知的財産権の帰属についても、あらか

じめ確認しておく必要がある。  

 



 

100 

第７章 ASP･SaaSにおける契約書（サンプル） 

 

地方公共団体におけるASP･SaaSの利用にあたっては、本書第６章（6.2 ASP･SaaS

利用の契約形態）に記述されているとおり、委託契約とサービス利用契約の二つの契約形

態が想定されるところである。本章では、地方公共団体における円滑なASP･SaaSの導

入を促進する観点から、地方公共団体にとって従来のシステム構築と異なるレディメイド

型のASP･SaaSのサービス利用契約に対象を限定し、契約書のサンプル18を例示するこ

ととする。 

 

レディメイド型のASP･SaaSは、ASP･SaaS事業者があらかじめ用意するメニューに

従ってサービスが提供されるものであり、利用者の要求に合わせたメニューの変更などは

行われないものである。よって、地方公共団体とレディメイド型のASP･SaaSの契約は、

原則としてASP･SaaS事業者がサービスを提供するために必要となる事項と、個人情報

の取扱いをはじめ地方公共団体の業務遂行にあたり特に盛り込むことが必要となる項目

を合わせたものとなると想定される。 

 

本書において提示する契約書のサンプルは、地方公共団体がASP･SaaSを導入する際

に締結する契約書の条項案をサンプルとして提示するものであり、ASP･SaaSの利用に

あたって地方公共団体が特に事前にASP･SaaS事業者と同意しておくことが必要と考え

られる事項中心に検討したものである。 

 

本サンプルの条項は、各地方公共団体の判断や当事者間の交渉などを通じ、変更もしく

は削除されることも想定される一方、必要に応じて新たな条項が追加されることも想定さ

れるものである。 

 

本サンプルにおいては、個人情報の取扱いなど特に地方公共団体が契約に盛り込むべき

項目についての条項を設けているが、詳細な内容については、本書第６章の各節において

記述されている留意事項を参照のこと。 

 

なお、本サンプルは、以下の文献に加え、実際に地方公共団体においてASP･SaaS事

業者と締結されている契約書を参考としたものである。 

ア） 『公共ITにおけるアウトソーシングに関するガイドライン』（平成15年3月 総

務省）に掲載されている「公共ITの利用に関するサービス提供契約書（サンプル）」 

                                         
18 ASP･SaaS事業者のサービスの調達ほかに、初期導入や実運用における支援やシステムの

統合などを調達する場合は、別途委託などの形態で契約を締結する必要がある。 
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イ） 『電子自治体アウトソーシング実践の手引き』（平成１８年５月 ASPインダス

トリ・コンソーシアム・ジャパン＜ASPIC＞）に掲載されている、「公共ITの利用

に関するサービス提供契約書例（サービス提供のみ）」 
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□サービス利用契約書（サンプル） 

 

○○サービス利用契約書 

 

利用者（地方公共団体、以下「甲」という）とサービス提供者（以下「乙」という）は、

乙が甲に対し、第１条以下の各条項及び別紙に従い、乙が運営する「ASP･SaaS」サー

ビス（以下「本サービス」という）の提供を行うことに関し、以下のとおり契約（以下「本

契約」という）を締結する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 本契約は、本サービスの利用に関し、甲及び乙の合意が必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 本契約において使用される用語の定義はそれぞれ次の各号に規定するとおり

とする。 

 

(1)利用者 甲の職員、甲の委託を受けた者その他の本サービスの提

供を受けるために乙所定の方法により登録された者。 

(2)契約期間 本契約の「別紙」に本サービスの利用期間として定める。 

(3)利用料 本契約の「別紙」に本サービスの利用に係る対価として

定める。 

(4)本仕様書 次の内容で構成される本サービスに関する仕様書。 

○○ASPサービス仕様書  

なお、本仕様書は、本契約の一部をなすものとする。 

(5)契約者設備 本サービスを利用するために甲が設置するコンピュー

タ、通信設備その他の機器及びソフトウェア。 

(6)本サービス用

設備 

本サービスを提供するにあたり、乙が設置するコンピュ

ータ、通信設備その他の機器及びソフトウェア。 

(7)本サービス用

設備など 

本サービス用設備及び本サービスを提供するための通

信回線。 

(8)ユーザＩＤ 甲が本サービスを利用するにあたり、甲とその他の者を

識別するために用いられる英字、数字などによる符号。 
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(9)パスワード ユーザIDと組み合わせて、甲が本サービスを利用するに

あたり、甲とその他の者を識別するために用いられる英

字、数字などによる符号。 

(10)登録書 甲にユーザID及びパスワードを払い出すために乙が必

要とする書類。なお、利用責任者の申請を兼ねる。 

  
 

 

（本仕様書などの変更）  

第３条 

１．乙は、乙のホームページに掲載またはその他乙所定の方法にて甲に通知することに

より、本仕様書を変更することができるものとする。ただし、通知する際には、乙

は一定の予告期間をもって甲へ通知するものとする。なお、この場合には、甲の利

用条件その他契約書の内容について、当該予告期間の満了をもって変更後の本仕様

書を適用するものとする。 

２．前項の規定にかかわらず、本契約の各条項及び別紙の内容に係る変更は、当該変更

内容につき事前に甲乙協議のうえ、別途、書面にもとづく合意によってのみ行うこ

とができるものとする。 

 

（条文解説） 

ASP・SaaS事業者が、新規機能の追加などにより仕様書を変更する場合、契約の相手

方である地方公共団体に対して一定の予告期間をもって通知することにより当該変更

を行うことができることを規定したものである。地方公共団体においては、ASP･SaaS

を導入する業務の態様に照らし、「一定の予告期間」が地方公共団体にとって十分なも

のであるかなどについて事前に確認しておく必要がある。 

ただし、SLAの内容に違反する仕様変更やサービス品質の低下など地方公共団体が不

利益を被る可能性がある仕様変更などについては、地方公共団体の業務の公共性に照ら

し、上記第２項及び、第7条のとおりASP･SaaS事業者は事前に地方公共団体と協議す

る必要がある。 

また、ASP･SaaS事業者の中には、地方公共団体に対してサービス仕様書や具体的な

サービスレベルを提示しない事業者の存在も想定されるため、地方公共団体においては、

ASP・SaaSを導入する業務の内容に照らして適切に事業者の選定を行う必要がある。 
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（権利義務譲渡の禁止） 

第４条 甲及び乙は、事前に相手方による書面による承諾を得ることなく、本契約によ

り発生する権利及び義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または引き受けさせて

はならないものとする。 

 

（条文解説） 

権利の譲渡及び引受けは、双方の合意を得た書面上の契約が見受けられない場合には、

万が一問題が発生した場合に権利関係が錯綜するおそれがあり、円滑なサービス提供の

妨げになるため、権利及び義務の譲渡に際しては書面による承諾を課している。 

 

（合意管轄） 

第５条 甲と乙の間で紛争が生じた場合は、甲の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所

とする。 

 

（条文解説） 

１．本条は合意管轄裁判所を規定したものである。本書第７章はあくまで契約書のサン

プルを示すものであり、例えば、甲の所在地を管轄する裁判所以外の裁判所を管轄裁判

所とすることや甲乙協議の上で管轄裁判所を決定する旨規定された契約の締結を否定

するものではない。 

２．外国に本社を置く企業が提供するサービスを地方公共団体が利用する場合の紛争を

当該企業の本社の所在地を管轄する裁判所が管轄することも考えられる一方、その場合

は日本の国内法と同等の個人情報の保護などが確立されない虞があることについては

利用者である地方公共団体において契約締結の際に十分な留意が必要となる。 

 

（準拠法） 

第６条 本契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とする。 

 

（条文解説） 

日本国内でのサービスを前提としているため、準拠法も日本法とする。 

 

（協議など）  

第７条 甲及び乙は、本契約の各条項の解釈に疑義のある場合及び本契約に定めなき事

項については、本契約が公共性の高いサービス提供を内容としている趣旨に則り互い

に誠意をもって協議し、その解決を図るものとする。 
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第2章 契約の締結など 

（本サービスの一時的な提供停止） 

第８条 

１．乙は、本仕様書に定める内容にかかわらず、次の各号の場合には本サービスの提供

の全部または一部を停止することができるものとする。 

  (1)戦争、テロ行為、騒乱、暴動、致死的な伝染病の流行を含む天災地変（以下「天

災地変」という）その他の不可抗力、第三者による加害行為（サイバーテロなど）

によりサービスの定期用が不能となったとき 

  (2)データセンターの保守・工事その他のやむを得ない事由があるとき 

  (3)第２条第７号に規定する通信回線の役務を提供する電気通信事業者（乙を除く）

が、当該回線に係る電気通信業務を停止したとき 

２．前項の場合、乙は、その事由の発生後直ちに本サービスが停止される時期及びその

期間を甲に対して通知するものとする。 

３．乙は、甲につき次の各号の事由が生じたときは、本サービスの提供を停止できるも

のとする。 

  (1)甲が利用料の支払いを遅滞したとき 

  (2)甲が本契約の各条項に違背したとき 

  (3)前二号のほか、甲の責に帰すべき事由により乙の業務に著しい支障を来たし、

またはそのおそれがあるとき 

４．前項の場合、乙は、甲に対して、事前にサービスの提供を停止する日、その期間及

び停止する理由を通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない事由による場合

は事後の通知をもって足りるものとする。 

 

（条文解説） 

１．第１項は、天災など、地方公共団体の責めに帰すべき事由が存在しないにもかかわ

らずASP･SaaS事業者がサービスの提供を停止しても免責される場合を定めたもの

である。 

２．第１項第２号のデータセンターの保守とは、定期点検などのデータセンターの通常

業務の範囲内で行われるものを想定しており、ASP･SaaS事業者の責めに帰す事由

により工事などが必要になった場合はこれに含まれない（免責されない）とするもの

である。 

３．第３項は、地方公共団体の責めに帰すべき事由によりサービスの提供が停止される

場合について定めたものである。 

４．第４項は、本ASPサービスの公共性を考慮し、サービスの提供が停止される場合

には、原則として事前に停止する日、その期間及びその理由を地方公共団体に通知す

ることとしたものである。 
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（契約期間） 

第９条  

１．本サービスの契約期間は、本契約の別紙に定めるとおりとする。 

 

（条文解説） 

契約期間については、契約書の別紙に利用期間を記載することを定めたものである。 

 

（中途解約・契約解除） 

第１０条 

１．前条の規定にかかわらず、甲は解約希望日の○ヶ月前までに乙所定の方法で乙に通

知を行うことにより、解約希望日をもって本契約の全部若しくは一部を解除するこ

とができるものとする。ただし、甲は解約希望日から契約満了時までの期間に対応

する利用料相当額を、乙が定める期日までに乙の定める方法により支払うものとす

る。なお、乙は、期間中、本契約を中途解約できないものとする。 

２．乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、甲への事前の通知若しくは催告を

要することなく本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとする。 

  (1) 登録書その他の申請などに虚偽または過誤（軽微なものを除く。）があり、乙

から甲に対する是正の催告の後相当の期間が経過してもなお是正がなされな

い場合 

  (2) 甲が本契約に違反し、乙から甲に対する当該違反の是正の催告の後相当の期間

が経過してもなお当該違反が是正されない場合 

  (3) 甲が支払期日をすぎても利用料を支払わず、乙から甲に対する支払いの催告の

後相当の期間が経過してもなお利用料が支払われない場合 

  (4) 甲が本サービス用設備などに支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為を

行った場合 

  (5) その他本契約を履行することが困難となる事由が生じた場合 

３．甲は、前二項による本契約の解除があった時点において未払いの利用料がある場合

には、乙が定める期日までに乙の定める方法により支払うものとする。また、前項

による解除の場合、甲は、解除の効力の発生した日から契約満了時までの期間に対

応する利用料相当額を、乙の定める方法により支払うものとする。 

４．甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、乙へ何らの催告も要せ

ず本契約の全部若しくは一部を解除できるものとする。 

  (1)差押・仮差押・仮処分・租税滞納処分その他公権力の処分を受けたことにより、

本サービスの提供に支障があると認められる場合 

  (2)民事再生申立・会社更生申立・破産申立がなされたとき 

  (3)自ら出し若しくは引受けた手形または小切手に不渡りが発生したとき 
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（条文解説） 

本条は、一方当事者の都合による契約の解除について規定したものである。 

１．第1項は地方公共団体からASP･SaaS事業者に対して契約期間の途中での解約の申

し入れを行う場合の規定である。利用者（地方公共団体）への影響を考慮し、停止ま

での予告期間を設けている。ただし、サービス停止までの利用料金の支払いについて

はASP･SaaS事業者側の求めに応じるとするものである。 

２．第２項はASP･SaaS事業者側からの無催告解除についての規定である。利用者で

ある地方公共団体に契約時に定めた条項の不履行などの違反があった場合、ASP･

SaaS事業者側の判断によりサービスを停止できるとするものである。 

３．第４項は地方公共団体側からの無催告解除について規定したものであるが、本利用

契約が継続的なサービス提供を内容としていること、サービスの内容が公共性の高い

ものであることなどを勘案すると、単に各号列記の事由に形式的に該当するのみでな

く、当該事由が発生したことにより実質的に「サービスの提供に支障があると認めら

れる場合」であることが解除の要件となるものと考えられる。 

 

（本サービスの廃止） 

第１１条  

１．乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を廃止し、

廃止日をもって本契約の全部または一部を解約することができるものとする。 

  (1)廃止日の○ヶ月前までに甲に通知した場合 

  (2)第８条第１項第１号に規定する事由により本サービスを提供できない場合 

  (3)本サービス用設備に供される機器またはソフトウェアについて、当該機器また

はソフトウェアの供給元から保守サービスを受けることができなくなった場合 

２．前項の規定にもとづき本サービスの全部または一部を廃止する場合、乙は、既に支

払われている利用料のうち、廃止までの本サービスを提供しない日数に対応する額

を日割計算にて甲に返還する。 

 

（条文解説） 

１．ASP･SaaS事業者は、利用不振などの理由によりサービスの継続が困難となった

場合などにおいて、自らの経営判断でサービスを廃止することができるとする一方、

地方公共団体向けのサービスの公共性を踏まえ、利用者である地方公共団体に対して

廃止予定日から一定期間の事前通知を行うことが必要とするものである（天災など

ASP･SaaS事業者に起因しない場合はこの限りではない）。なお、地方公共団体にお

いては、第３条（本仕様書などの変更）と同様、ASP･SaaSを導入する業務の態様

に照らし、「一定の予告期間」が地方公共団体にとって十分なものであるかなどにつ

いて事前に確認しておく必要がある。 

２．第１項第１号または第３号の事由によりASP･SaaS事業者がサービスを廃止する
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場合においては特に、ASP･SaaS事業者は、地方公共団体の業務の公共性にかんが

み、データの移行など、地方公共団体の行政サービスの円滑な移行に向けて可能な限

りの措置を講ずる責務を負うべきものと考えられる。 

 

（契約終了後の処理） 

第１２条 甲は、本契約が終了した場合、次の各号に定める措置を速やかに講じるもの

とする。 

(1)本サービスの利用にあたって乙から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに

関わるすべての資料など（当該ソフトウェア及び資料などの全部または一部の複製

物を含む。以下同じとする。）のすべてを終了後速やかに乙に返還し、契約者設備

に格納されたソフトウェア及びそれに関わる資料などのすべてを、甲の責任で完全

に消去するものとする。 

(2)本サービスの利用にあたって甲から提供を受けた資料など（資料などの全部また

は一部の複製物を含む。以下同じとする。）のすべてを終了後速やかに甲に返還し、

本サービス用設備に記録された資料などのすべてを、乙の責任で完全に消去するも

のとする。 

(3)本サービスを経由し甲から受信したデータ（本仕様書に定める方法により送信さ

れたものに限る。）の取扱いについては、甲乙間で別途協議の上決定するものとし、

その後、乙の責任で完全に消去するものとする。 

 

（条文解説） 

１．第１項は、地方公共団体がサービスの利用にあたってASP･SaaS事業者から提供

を受けた資料などについては、媒体にかかわらずASP･SaaS事業者に返還するとと

もに、契約者設備に格納されたものについては地方公共団体の責任において消去する

ことを定めた規定である。なお、ASP･SaaS事業者のサービスに関する資料などの

一部については、地方公共団体の側において契約終了後一定の期間の保存が要請され

るものがあり、これらについては、保存期間終了後に第１項に規定する処理を行うこ

とが適当である。 

２．第２項は、契約終了後にASP･SaaS事業者が地方公共団体から提供受けた資料な

どについて、地方公共団体に返還するとともに、本ASPサービス要設備に記録され

たものについてはASP･SaaS事業者の責任において消去することを定めた規定であ

る。 

３．第３項は、ASP･SaaS事業者がサービス提供期間中に地方公共団体から受信した

データの契約終了後の取扱いについて定めたものである。特に地方公共団体が契約終

了後に次のサービスの利用に移行する場合においては、いわゆるベンダーロックイン

の悪弊を未然に防止する観点のみならず、地方公共団体が提供する行政サービスへの

影響を最小限に止める観点からも、地方公共団体とASP･SaaS事業者の双方が円滑
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な移行のための措置を講じることが必要となる。 

本サンプルにおいては、データの移行に関する具体的な取扱いは甲乙の協議に委ねら

れることとしているが、ASP･SaaS事業者は地方公共団体の業務の公共性にかんが

み、円滑な移行に向けて可能な限りの措置を講ずる責務を負うべきものと考えられる。 

 

詳細は本書第３章及び第６章において記述しているとおりであるが、円滑な移行のた

めの措置については、以下に挙げられる事項を中心に甲乙間で協議が行われることが想

定されるところである。 

 

・サービス利用停止時に移行データとして必要となるデータの範囲・項目 

・データの原本性の確保のためにASP･SaaS事業者が講じる措置 

・データ移行の方法（XML、CSVなど移行データのフォーマットや移行データを格

納する媒体など） 

・データ移行に要する期間 

・データ移行にかかる費用の分担方法 

・ASP･SaaS事業者のサーバなどで処理・蓄積され、サービス停止後も残存しうる

データの処理方法（物理的破壊、など） 

・その他の円滑なサービスの移行のためにASP･SaaS事業者が講ずる措置（サービ

スを引き継ぐ事業者との打合せの実施、移行するデータの内容の説明、利用を終了

するASP･SaaSにおける案内画面表示や次のサービスへの自動リンクの設定な

ど） 
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第３章 サービス 

（本サービスの利用方法） 

第１3条 

１．甲は、利用者に対してのみ本サービスを利用させることができるものとし、甲の責

任において利用者に本契約の各条項を遵守させるものとする。 

２．甲は、利用者に変更が生じた場合には、乙に対して速やかに所定の方法により連絡

するものとする。 

３．乙は、甲が本サービスを利用するために、甲に対しアカウント情報（ユーザID及び

パスワードその他本サービスを利用するために必要な情報をいうものとし、以下

「アカウント情報」という）を提供するものとする。 

4．甲は、アカウント情報を第三者に対して開示、貸与、共有せず、パスワードの適宜

変更その他の方法でアカウント情報を第三者に漏えいすることのないよう厳重に管

理し、適切に使用するものとする。アカウント情報の管理不備、使用上の過誤、第

三者の使用などにより甲または甲以外の者が損害を被った場合、乙は一切の責任を

負わないものとする。 

5．第三者が甲のアカウント情報を用いて本サービスを利用した場合、当該行為は甲の

行為とみなされるものとし、甲はかかる利用についての利用料の支払その他の債務

一切を負担するものとする。また、当該行為により乙が損害を被った場合、甲は当

該損害を補填するものとする。ただし、乙の責に帰すべき事由により甲のアカウン

ト情報が第三者に利用された場合はこの限りではない。 

 

（条文解説） 

第１項、第２項は、利用責任者について規定しており、ASPサービスの利用に関する

連絡確認などは、地方公共団体の利用責任者とASP･SaaS事業者の二者間で行うもの

とする。そのため、変更が生じた場合には地方公共団体はASP･SaaS事業者に即座に

通知を行う責任がある。 

第３項、第４項、第５項は、アカウント情報について規定している。サービスの利用の

際に用いるアカウント情報は地方公共団体において厳重に管理することが必要であり、

第三者によるアカウント情報の利用はそのアカウント情報を有する地方公共団体の利

用と見なされることを規定している。 
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（本サービスの種類と内容） 

第１４条  

１．本サービスの種類及びその内容は、本仕様書に定めるとおりとする。 

２．甲は、以下の事項を承諾の上、本サービスを利用するものとする。 

  (1)第２４条（免責）第１項各号に掲げる場合を含め、本ASPサービスに乙に起因

しない不具合が生じる場合があること 

  (2)乙に起因しない本サービスの不具合については、乙は一切その責を免れること

  (3)本サービスはインターネットなどの通信回線を経由して非独占的に甲へ提供さ

れるサービスであり、契約者設備の性能または本サービス用設備などの利用状況

などにより本サービスの品質が変化しうるものであること（本仕様書に別段の定

めがある場合はこの限りではない）。 

３．本サービスの内容は本契約及び本仕様書で定めるものとし、以下の事項その他のサ

ービスに関わる事項は、本契約及び本仕様書において明示的に記載されている場合

を除き、甲へ提供されないものとする。 

  (1)契約者設備及び本サービス用設備の接続サービスに関する問い合わせ対応及び

障害対応 

  (2)契約者設備のソフトウェア及びハードウェアに関する問い合わせ対応及び障害

対応 

  (3)磁気テープ媒体、フロッピィディスク媒体、用紙その他の消耗品の供給 

４．甲は、本契約にもとづいて、本サービスを使用する権利を許諾されるものであり、

本サービスに関する一切の知的財産権を取得するものでないことを承諾するもの

とする。 

 

（条文解説） 

１．第２項（１）は、例えばASP･SaaS事業者が自らはデータセンターを所有または設

置せず、他社のデータセンターを利用して地方公共団体にサービスを提供する場合であ

って、他社のデータセンターの不具合によってサービスの提供に不具合が生じるような

場合を指すものである。 

２．第３項は、ASP･SaaS事業者は、地方公共団体に対し、契約書や仕様書に明記され

ていないサービスについては提供義務を負わないことを規定したものであり、例えば地

方公共団体が用意する設備に関する障害対応などを例示したものである。 

３．第４項は、本サンプルが地方公共団体において特段のカスタマイズを行わずにASP･

SaaS事業者のサービスを利用する場合のものであることを前提に規定するものであ

り、地方公共団体とASP･SaaS事業者の間の協議の上でソフトウェアの改変を行うよ

うな場合は本項の規定の対象外となる（詳細はガイドライン「6.6.7 ASP･SaaSの知

的財産権」参照）。 
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第４章 利用料 

（本サービスの利用料） 

第１５条 

１．甲は、乙から適正な請求書を受理したときは、毎月月末限り乙の指定する口座宛に

送金して当月分の利用料を支払うものとする。 

２．契約期間の開始日または終了日が、暦月の初日または末日以外の場合であっても、

甲は、当該開始日または終了日が属する月分の利用料を乙に支払うものとし、乙は

その暦日数に対応する額の日割計算は行わないものとする。 

３．契約期間において、第８条に定める本サービスの提供停止その他の事由により本サ

ービスを利用することができない状態が生じた場合であっても、甲は、契約期間中

の利用料の支払を要するものとし、乙は、当該本サービスを利用できない状態とな

った日数に対応する額の日割計算は行わないものとする。 

４．甲が本サービスの利用料の支払いを怠った場合は、甲は、利用料に対して支払期日

から支払済みまで年○％の割合による遅延損害金を付加して支払うものとする。た

だし、当該利率が「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に規定される遅延利

息の利率を下回る場合、本項に規定する利率は同法にもとづく利率に読み替えるも

のとする。 

５．甲は、本契約にもとづく利用料その他の支払いにあたり、消費税法及び地方税法所

定の税率を乗じて算出された消費税等相当額をあわせて乙に支払うものとする。な

お、振込手数料は甲が負担するものとする。 

 

（条文解説） 

利用料の支払い方法は地方公共団体とASP･SaaS事業者の間での合意によって締結さ

れる。ASP･SaaS事業者が責めを負う事由ではない事由によりサービスを一時的に中

断または停止する場合、サービスを提供できない状態となった日数に関しては日割計算

の対象外とするものである。 
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第５章 甲の義務など 

（自己責任の原則） 

第１６条  

１．甲は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由により第三者に対して損

害を与え、または第三者からクレームなどの請求がなされた場合においては、自己

の責任と費用をもって処理、解決するものとする。甲が本サービスの利用に伴い、

第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレームなどの請求を行う場

合においても同様とする。 

２．本サービスを利用して甲が提供または伝送する情報（コンテンツ）については、甲

の責任で提供されるものであり、乙はその内容などについていかなる保証も行わ

ず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとする。 

３．甲は、自己の責に帰すべき事由により乙に損害を与えた場合、乙に対して、当該損

害を賠償する責を負うものとする。 

 

（条文解説） 

１．本条は、第三者からのクレームなどの請求に対応する主体を規定している。 

２．第２項は、ASPサービスの情報（コンテンツ）の作成及び配信は地方公共団体の

責任で行われるものであり、ASP･SaaS事業者はその内容に関して責任を負わない

ことを規定したものである。 

３．第３項は、サービスの利用者である地方公共団体が故意または過失によりASP･

SaaS事業者に損害を与えた場合における賠償責任について規定したものである。 

 

（本サービス利用のための設備設定・維持） 

第１７条 

１．甲は、自己の費用と責任において、契約者設備を設定し、契約者設備及び本サービ

ス利用のための環境を維持するものとする。 

２．甲は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって契約者設備を通信

回線に接続するものとする。 

３．契約者設備及び本サービス利用のための環境に不具合がある場合、乙は甲に対して

本サービスの提供の義務を負わないものとする。 

 

（条文解説） 

ASPサービスを利用するにあたり、必要な契約者設備及び接続環境は地方公共団体が

準備・維持することとするものである。 
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（禁止事項） 

第１８条 

１．甲は、本ASPサービスの利用に関し、以下の行為を行わないものとする。 

(1)第三者の著作権・商標権などの知的財産権を侵害する行為またはそのおそれの

ある行為 

(2)第三者の財産・プライバシーまたは肖像権を侵害する行為またはそのおそれの

ある行為 

(3)第三者を差別し、若しくは誹謗中傷し、またはその名誉若しくは信用を毀損す

る行為 

(4)詐欺罪などの刑事犯罪に関連する行為またはそのおそれのある行為 

(5)猥褻、児童ポルノまたは児童虐待に当たり若しくは公序良俗に反する画像、文

書などを送信または掲載する行為 

(6)無限連鎖講を開設し、または加入を勧誘する行為 

(7)本サービスなどにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為 

(8)第三者になりすまして本サービスなどを利用する行為 

(9)ウイルスなどの有害なコンピュータープログラムなどを送信または掲載する行

為 

(10)無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、または第

三者が嫌悪感を抱くと認められる、若しくはそのおそれのある電子メール（迷惑

通信）を送信する行為 

(11)第三者の設備などまたはインターネット接続サービス用設備の利用若しくは

運用に支障を与える行為、またはそのおそれのある行為 

(12)法令、条例などに違反する行為若しくは公序良俗に反する行為（売春の斡旋、

暴力、残虐行為など） 

(13) 前各号のほか、甲または乙が本サービスの利用に不相当と判断した行為 

２．乙は、甲が前項各号に該当した場合、当該行為を中止するよう甲へ要求できるもの

とし、甲がこれに応じない場合には、本サービスの利用を停止することができるも

のとする。ただし、違法性または有害性が高いものと乙が信じるに足りる相当の理

由がある場合（「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の

開示に関する法律」第３条にもとづき乙が損害賠償責任を負う可能性がある場合を

含むがこれらに限定されない）においては、乙は事前の要求を行うことなく一時的

に利用停止の措置を講じることができるものとする。 

３．乙は、前項の場合、甲と事前に協議した上で違法・有害な情報の全部または一部を

削除することができるものとする。ただし、違法性または有害性が高く、かつ、当

該情報の流通により第三者の権利侵害が現実に発生していることまたはその蓋然

性が大きいことその他の乙が緊急に対応すべきと判断する相当の理由がある場合

においては、乙は事前の協議を行うことなく当該情報の削除を行うことができるも
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のとする。 

４．乙は、甲からアカウント情報が不正に利用された旨の通知を受けた場合は、甲と協

議の上アカウント情報の変更などの必要な措置を講じるものとする。 

５．前三項の場合、甲に損害が発生しても乙は何らの責任も負担しないものとする。 

 

（条文解説） 

本条は、サービス運用にあたっての禁止事項を規定したものである。禁止事項に違背し

た地方公共団体の利用に対する乙の対抗措置について規定するものである。 

 

第６章 乙の義務など 

（善管注意義務など） 

第１９条  

１．乙は、本サービスの提供期間中、本契約に従い、善良な管理者の注意をもって甲に

対して本サービスを提供し、本サービスの提供に関する一切の責任を負う（本契約

において免責とされているものを除く）。 

２．乙は、本サービスの提供に当たり、役務の提供その他の第三者との関与がある場合、

甲乙協議の上、甲に対して乙と当該第三者の関係、乙の本サービスの提供に関する

体制その他の資料を提供する。 

 

（条文解説） 

本条第１項は、ASPサービスの提供者の善管義務について規定する一般的な規定である

が、第１項後段においては、ASP･SaaS事業者がサービスのすべてを自ら提供してい

るとは限らず、サービスの一部を第三者に依存（第三者から調達）している場合がある

ことを踏まえ、地方公共団体に対してサービスを提供する場合には契約を締結する

ASP･SaaS事業者が一義的にサービスの提供に関する責任を負うことを明記したもの

である。 

地方公共団体の契約の相手方であるASP･SaaS事業者がサービスの提供にあたってそ

の一部を第三者に依存（第三者から調達）することは、従来型のシステム構築などの場

合に見られる委託契約において、委託者が受託者に対して再委託を認める条項が見られ

ることと対比可能な概念であり、一義的に否定されるべきものではない。 

他方、サービス利用契約を締結する場合において、利用者である地方公共団体はASP･

SaaS事業者がサービス提供にあたって第三者から調達している部分のすべてについて

委託契約の場合のように監査や現地立入りなどの権利を行使できるとは限らない点に

留意する必要があり、調達を行う際、契約の相手方となるASP･SaaS事業者のサービ

スの構造や管理体制について十分に聴取、理解しておくことが必要となることから、第

２項においてASP･SaaS事業者から地方公共団体に対する資料の提供などについての

規定を設けたものである。 
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（本サービス用設備などの障害など） 

第２０条 

１．乙は、本サービス用設備などに障害があることを知ったときは、甲に対し、速やか

にその旨を通知する。 

２．乙は、本サービス用設備などに障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービ

ス用設備を修理または復旧する。 

３．乙は、本サービス用設備などのうち、本サービス用設備に接続する通信回線につい

て障害があることを知ったときは、ただちに当該通信回線を提供する事業者に修理

または復旧を指示する。 

４．前各項のほか、本サービスに不具合が発生したときは、甲及び乙はそれぞれ速やか

に相手方に通知し、両者協議の上、各自の行う対応措置を決定し、それを実施する

ものとする。 

 

（条文解説） 

本条は、ASP･SaaS事業者がサービスの提供にあたって設備や通信回線の障害を認識

した場合に行う地方公共団体への通知などの措置について規定するものである。 

 

第７章 秘密情報などの取扱い 

（秘密情報の取扱い） 

第２１条  

１．甲及び乙は、本契約における「秘密情報」を、本契約にもとづき相手方から開示を

受ける技術上・行政上などの情報であって、次の各号に該当するものと定義する。

  (1)秘密である旨が明示された文書、図面その他の有体物または電子文書・電磁的

記録として開示される情報 

  (2)秘密である旨を告知した上で口頭により開示される情報であって、口頭による

開示後○日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面により開示

されたもの 

２．甲及び乙は、互いに秘密情報を善良な管理者の注意をもって管理し、相手方の事前

の書面による同意または法令により開示を求められた場合を除き、第三者に開示、

公表及び配布をしないものする。なお、秘密情報の取扱いについては、甲が作成し、

乙と協議の上別途定める「取扱準則」に従うものとする。 

３．甲及び乙は、秘密情報を開示された目的にのみに使用する。 

４．甲及び乙は、前各項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、秘密情報 

として扱わないことを確認する。ただし、秘密情報に該当しないことはこれを主張

する側において明らかにしなければならないものとする。 

  (1)開示時点で既に公知であった情報、または既に保有していた情報 

  (2)開示後、甲及び乙の責に帰すべからざる事由により公知となった情報 
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  (3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報 

  (4)秘密情報を利用することなく独自に開発した情報 

  (5)秘密保持義務を課すことなく第三者に開示した情報 

５．第2項の義務は、本契約の解除の有無にかかわらず、秘密情報を受領した日から○

年間存続する。 

６．甲及び乙は、本契約が終了したとき、相手方の求めがあったとき、または本サービ

ス提供のために必要がなくなった場合には、相手方の指示に応じ、第１項の秘密情

報を記録した媒体及びその複製物を返還または破棄するものとする。開示が電子文

書または電磁的記録による場合の取扱い及び破棄処分の方法に関しては甲乙が協

議の上決定する。 

 

（条文解説） 

１．第１項は、契約者間の秘密情報の定義を行うものである。第１号は開示時に秘密で

あることを明確にした場合であり、第2号は開示時には秘密性は口頭で明らかにされ

ただけであったが、一定期間内に秘密であることが書面で明確にされた場合である。 

２．第２項は、相手方の事前の書面による同意または法令により開示を求められた場合

を除き、第三者に開示、公表及び配布をしないものと定めたものである。なお一般的

に「取扱準則」では、機密情報を取り扱う責任者を定め、担当するものを明確にする

ことや、データの持ち出しに関する取扱いや、事故が起きた場合の対処方法などが記

載されている場合が多い。 

３．第3項は、開示された資料の使途を限定するものである。 

４．第４項は、秘密保持義務を負わない例外規定を定めたものである。公知となったこ

とにより秘密性が考えられない場合や入手ルートが異なるため秘密保持義務を課す

ことが不相当と考えられる場合を列挙している。 

５．第５項は、秘密保持期間を、秘密情報を受領した日から一定期間と定め、その間、

本利用契約が終了しても存続することを規定したものである。なお、秘密情報受領の

日については、当事者双方が適切に記録・管理する必要がある。 

６．第６項は契約終了後の秘密情報の取扱いを定めたものである。 
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（個人情報の取扱い） 

第２２条  

１．乙は、本サービスの提供に関連して知った甲の保有する住民などの個人情報（「個

人情報の保護に関する法律」第２条第１項に規定する情報をいうものとし、以下「個

人情報」という）他に開示、公表、及び配布をせず、乙自身もその個人情報を利用

しないものとする。ただし、法令にもとづき開示が要求された場合についてはこの

限りではないものとする。 

２．乙は、前項の個人情報を善良な管理者の注意をもって厳重に管理するものとし、漏

えい防止のための合理的かつ必要な方策を講じるものとする。 

３．乙は、本契約が終了したとき、甲の要求があったとき、または本サービス提供のた

めに必要がなくなったときは、甲の指示に応じ、第１項の個人情報を記録した媒体

及びその複製物を返還または破棄する。開示が電子文書または電磁的記録による場

合の返却及び破棄処分の方法に関しては甲乙が協議の上決定する。 

４．乙は、前３項に規定するほか、個人情報の取扱い及び管理について、甲の個人情報

保護条例（平成○年○○条例第○号）を始めとする個人情報保護に関する法令の趣

旨に従うものとし、甲が法令の範囲内で作成し、乙と協議の上別途定める「取扱準

則」を遵守するものとする。 

５．前条第２項及び前項の「取扱準則」と前条または本条の内容が相違する場合には、

「取扱準則」の内容が優先するものとする。 

 

（条文解説） 

本条では、個人情報を定義することで、保護するべき対象を明らかにしている。 

１．第1項のただし書きの規定は、同項各号の場合であっても、通信の秘密に該当する

事項については、捜査令状にもとづき開示を求められた場合並びに開示することが正

当防衛または緊急避難に該当する場合を除いては、これを開示することができないこ

とを明示するものである。 

２．第2項は、個人情報の管理義務を明記したものである。 

３．第3項は、地方公共団体の指示にもとづき個人情報の返還または廃棄をする際の規

定であり、秘密情報の場合と同様の規定としている。 

４．第４項は、原則として甲が取扱準則を定めることができるものとしているが、技術

的な問題や実施に当たっての費用も問題となることが考えられるので、乙と協議する

ものとしている。 

 この点に関しては、総務省が平成２１年３月に取りまとめた「地方公共団体における

業務の外部委託事業者に対する個人情報の管理に関する検討報告書」において、「個

人情報の取り扱いに関する特記仕様書（雛形）」が示されていることから、当該特記

仕様書の記述内容なども参考に、必要に応じて仕様書に盛り込むことが望ましい。 
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第８章 損害賠償など 

（損害賠償の制限）  

第２３条  

１．甲及び乙は、乙が本サービスの提供にあたり、甲に対して負担する補償・賠償の責

任の範囲について、以下のとおり合意する。 

  (1)SLA（本仕様書に定められる保証事項を言う。以下同じ。）を遵守できない場

合、乙は、本仕様書に定めた条件に従いペナルティを負担することとする。なお、

本仕様書に定めたペナルティが金銭的補償を内容とする場合、当該ペナルティを損

害賠償額の予定とみなすものとし、次号は適用されないものとする。 

  (2)乙が本契約に定める義務に違反し甲に損害が発生した場合、乙は甲の蒙った損

害を賠償する責任を負担するものとする。ただし、乙が負担する責任はその原因が

乙の故意または重過失にもとづく場合を除き、損害発生の原因となった事由が発生

した月に係る利用料の○ケ月分を限度とする。 

２．前項第2号の場合、乙が甲に対し賠償すべき損害には次の損害は含まれないものと

する。 

(1)逸失利益 

(2)特別の事情によって生じた損害（予見の有無を問わない） 

３．第１項（同項第１号にもとづく損害賠償額の予定額を除く）及び第２項にもとづき

乙が甲に対し賠償すべき具体的な金額については、別途甲乙間で協議の上取り決め

るものとする。なお、本項は、第1項及び第2号にもとづく乙の損害賠償責任の制

限を否定するために規定されたものと解釈してはならない。 

 

（条文解説） 

１．第1項第1号はASP･SaaS事業者がSLAを遵守できなかった場合に仕様書の定めに

従い補償することを定めている。なお、本書付録の甲府市の事例は、ペナルティの適用

をはじめとするSLMの具体的な運用の参考になるものと考えられる。 

２．第1項第2号は、SLAに記載された項目以外の不具合について、その原因として

ASP･SaaS事業者の過失が認定された場合には損害賠償責任を負うこととするもので

あり（これは債務不履行にもとづく賠償責任を規定したもので当然の内容といえる）、

例えば、ASP･SaaS事業者による秘密情報や個人情報の漏えいにより地方公共団体が

損害を蒙った場合などが想定される。この場合、ASP･SaaS事業者の責任が故意・重

過失にもとづかない場合には賠償責任を一定の範囲に制限することも考えられる。契約

額にかかわらず莫大な損害賠償が想定される契約では、ASP･SaaS事業者の規模によ

っては参入が著しく困難となることも懸念してこのような規定内容としているが、本号

はあくまで条文例としてのものであり、実際の契約締結にあたっては両者で十分な協議

が望まれるものである。なお、既にASP・SaaSを利用している地方公共団体において

は、損害賠償の制限として利用料の12ヶ月分と定めている事例もある。 
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３．第２項第１号は、賠償すべき金額から得べかりし利益、いわゆる逸失利益を除外す

るとしたもので、同項第２号は、特別損害（民法第４１６条第２項）を賠償の対象から

除くこととした規定である。 

４．第３項は、ASP･SaaS事業者の賠償すべき金額について必要に応じ協議すること

を定めている。 

 

（免責） 

第２４条 

１．本サービスまたは本利用契約に関して乙が負う責任は、前条の範囲に限られるもの

とし、乙は、以下の事由により甲に発生した損害については、債務不履行責任、不

法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものと

する。 

  (1)第８条にもとづく本サービスの提供停止 

(2)第１０条第２項にもとづく本契約の解除 

(3)第１１条にもとづく本サービスの廃止及び本契約の解約 

(4)第１８条第１項に甲が違反したことに起因して発生した損害 

(5)天災地変その他の不可抗力 

(6)契約者設備の障害及び本サービス用設備までの接続サービスの不具合、その他

の接続環境の障害 

(7)不正アクセス、盗聴、なりすまし、サービス妨害攻撃、コンピュータウイルス・

ボットなどの攻撃に対する、未知の脆弱性に起因して発生した損害 

(8)乙が定める手順・セキュリティ手段などを甲が遵守しないことに起因して発生

した損害 

(9)電気通信事業者（乙を除く）が提供する電気通信役務の不具合に起因して発生

した損害 

(10)刑事訴訟法第２１８条（令状による差押え・捜索・検証）、犯罪捜査のための

通信傍受に関する法律の定めにもとづく強制の処分その他裁判所の命令若しく

は法令にもとづく強制的な処分 

(11)本サービスの提供に伴い甲乙間にて授受される物品に関し、乙の責に帰すべ

からざる事由により紛失などの事故が発生したことに起因する損害 

(12)その他乙の責に帰すべからざる事由 

２．乙は、甲が本サービスを利用することにより甲と第三者との間で生じた紛争などに

ついて一切責任を負わないものとする。 

 

（条文解説） 

本条は、ASP･SaaS事業者がサービスの提供が停止された場合にASP･SaaS事業者が

免責される事項を規定したものである。 
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別紙（サンプル） 

 

①利用者  

②契約期間  

③利用料  
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参考資料 
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付録1 地方公共団体の業務別に利用可能なASP･SaaS 

 

1 地方公共団体の業務の区分け 

 

1.1 業務区分けの枠組み 

地方公共団体（都道府県、市区町村）における業務を、次の2つの視点から区分けする。 

 

(1) フロントオフィス業務、バックオフィス業務の分類 

フロントオフィス業務とは、行政と住民などが実際に接するインターフェース部分

において行われる業務であり、電子申請、情報提供・収集、公金収納及び交付に区分

けされる。バックオフィス業務とは、行政内部で行われる事務処理業務であり、フロ

ントオフィス業務を受けて行う業務とそれを受けずに独立して行う業務に区分けされ

る。 

 

(2) 地方公共団体の組織（部署）を主な単位とした業務の分類 

地方公共団体の組織を主な単位とした業務については、全国の主だった都道府県及

び市区町村の組織体制を調査し、本庁組織と地方組織のうち本庁組織における業務に

ついて１２に分類した（総務企画、保健福祉、環境、産業経済など）。なお、都道府県

と市区町村では、所管する業務が若干異なるため、業務区分けは違ったものとなる。 

 

上記の２つの視点から地方公共団体における業務を区分けすると表付1-1の枠組みの

とおりとなる。 

 

表付 1-１ 地方公共団体（都道府県）の業務区分けの枠組み 

バックオフィス業務

（行政内部で行われる事務処理業務）

対住民向け 対事業者向け
1 総務企画
2 県民生活
3 保健福祉
4 環境
5 農林水産
6 産業経済
7 建設
8 都市整備
9 議会
10 教育
11 病院
12 警察

番号 大項目

組織（部署）　　業務分類
フロントオフィス業務

（行政と住民等が実際に接するインターフェイス部分において行われる業務）

電子申請
情報提供・収集 公金収納

フロントオフィス業務を受けて行う業務
又は独立して行う業務

交付
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表付 1-２ 地方公共団体（市区町村）の業務区分けの枠組み 

バックオフィス業務

（行政内部で行われる事務処理業務）

対住民向け 対事業者向け
1 総務企画
2 市民生活
3 保健福祉
4 環境
5 農林水産
6 産業経済
7 建設
8 都市整備
9 議会
10 教育
11 病院
12 消防

組織（部署）　　業務分類
フロントオフィス業務

（行政と住民等が実際に接するインターフェイス部分において行われる業務）

公金収納 交付
フロントオフィス業務を受けて行う業務

又は独立して行う業務
番号 大項目

電子申請
情報提供・収集

 

 

1.2 地方公共団体の電子申請業務の内容 

先に述べた業務区分けの枠組みの中で、全国の地方公共団体において行われている「電

子申請」の具体的な業務内容を整理すると表付1-3のとおりとなる。表からは次のような

特徴を挙げることができる。 

 

(1) 都道府県及び市区町村別の特徴 

都道府県では、対事業者向け電子申請が多く実施されているのに対し、市区町村に

おいては、対住民向け電子申請が多く実施されている。 

 

(2) 組織（部署）別の特徴 

組織（部署）別に電子申請の実施状況には、ばらつきがある。都道府県及び市区町

村の双方において、総務企画や保健福祉、建設、教育分野に関する電子申請が多いの

に対して、農林水産や産業経済分野における電子申請が少ない。 

 

なお表付1-3中において網掛けがしてある手続は、総務省が選定した２１の「オンライ

ン利用促進対象手続」である。 
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表付 1-３  「電子申請」の具体的業務内容の例示（都道府県） 

バックオフィス業務

（行政内部で行われる事務処理業務）

対住民向け 対事業者向け
総務
財政

人事 職員採用試験申込
ホームページ、冊子等
での試験受験案内

採用候補者名簿への登載、採用

秘書
ホームページ、窓口情
報提供

交付手数料の支払い 納税証明書の交付 申請内容の審査

地方税申告手続（eLTAX)
ホームページ、窓口情
報提供

申告内容の確認、課税処分

営業・所在証明申請
会計 債権者登録関係手続（新規・変更等）
法務
広報

情報公開 公文書開示請求 公文書の閲覧 公文書写しの交付 請求の審査、公開・非公開の決定
調査・統計

管財
情報政策
企画調整
行政改革
選挙管理

監査
危機管理
市民生活

住民票関係交付申請（除票・記載事項
証明書等）

ホームページ、窓口情
報提供

申請手数料の支払い 住民票等の交付 申請内容の審査

印鑑登録関係申請（証明書交付申請、
亡失届等）

ホームページ、窓口情
報提供

申請手数料の支払い
印鑑登録証明書等の交
付

申請内容の審査

戸籍の附票の写し交付申請
ホームページ、窓口情
報提供

申請手数料の支払い
戸籍の附票の写しの交
付

申請内容の審査

住居番号関係手続（設定・変更・廃止
等）

市民協働
文化振興
国際交流
生活安全

男女共同参画
保健福祉政策

児童手当関係手続（認定請求、額改定
届等）

母子健康手帳交付申請
ホームページ、窓口情
報提供

母子健康手帳の交付 妊娠届の確認

高齢者福祉
介護保険関係手続（認定、被保険者証
再交付等）

障害者福祉
重度心身障害者医療費助成関係手続
（登録、更新等）

ホームページ、窓口情
報提供

資格証の交付 申請に係る必要書類の審査

国民健康保健関係手続（非保険者証再
交付、葬祭費申請等）
各種健康診査申込（ガン検診、人間
ドック等）

生活福祉
健康推進

生活衛生 犬の登録申請、死亡届等
ホームページ、広報誌
情報提供

手数料の支払い 犬鑑札の交付 登録申請の審査

環境政策
環境保全 特定建設作業の実施届出

廃棄物対策

粗大ゴミ収集の申込
ホームページ、広報誌
情報提供

料金の支払い 粗大ごみの収集・処理

電動式生ごみ処理機購入補助金関係手
続（交付申請、実績報告等）

補助金募集要項作成、
公募、完了検査の実施

交付決定通知 申請内容の審査、補助金支払い

農林水産政策
農業振興
農村整備
水産振興
畜産振興
流通政策

産業経済政策
工業振興
商業振興
観光振興
労政福祉

公営企業管理

入札
入札公告・設計図書の
閲覧

入札書受付け、開札、入札審査会の開
催

入札参加資格審査申請等
ホームページ、広報誌
情報提供

資格審査申請内容の審査、許可・不許
可の決定

道路管理
河川砂防管理

住宅管理 公営住宅の入居申込 公募情報提供 入居資格者審査
水道管理 水道使用開始届等 手数料の支払い 届出書等の確認、水道開栓等
港湾管理
建築指導

営繕
都市政策
都市計画
都市整備
公園管理

9 議会

文化・スポーツ施設等の利用予約等
ホームページ、広報誌
情報提供

使用料の支払い 施設等の提供・保守管理

図書館の図書貸出予約等
貸出可能図書の情報提
供

図書の管理

研修・講習・各種イベント等の申込
研修・講習・各種イベ
ント等の開催PR

研修・講習・各種イベント等の開催

後援名義の申請等 申請内容の審査、許可・不許可の決定
11 病院

自衛消防訓練通知申請

防火管理者選任（解任）届出

※バックオフィス業務については、フロントオフィス業務を受けて行う業務のみを記載している。

建設政策

子育て支援

保健年金

農林水産

建設

10 教育

産業経済

12 消防

中項目

環境

総務企画

3

7

保健福祉

リサイクル推進

市民窓口

情報提供・収集
電子申請

公金収納 交付
フロントオフィス業務を
受けて行う業務（※）

フロントオフィス業務

（行政と住民等とが実際に接するインターフェイス部分において行われる業務）

大項目番号

税務

納税証明書交付申請

　組織（部署）　　　　　　　業務分類

8 都市整備

1

2 市民生活

5

4

6
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表付 1-４ 「電子申請」の具体的業務内容の例示（市区町村） 

バックオフィス業務

（行政内部で行われる事務処理業務）

対住民向け 対事業者向け
総務
財政

人事 職員採用試験申込
ホームページ、冊子等
での試験受験案内

採用候補者名簿への登載、採用

秘書
ホームページ、窓口情
報提供

交付手数料の支払い 納税証明書の交付 申請内容の審査

地方税申告手続（eLTAX)
ホームページ、窓口情
報提供

申告内容の確認、課税処分

営業・所在証明申請
会計 債権者登録関係手続（新規・変更等）
法務
広報

情報公開 公文書開示請求 公文書の閲覧 公文書写しの交付 請求の審査、公開・非公開の決定
調査・統計

管財
情報政策
企画調整
行政改革
選挙管理

監査
危機管理
市民生活

住民票関係交付申請（除票・記載事項
証明書等）

ホームページ、窓口情
報提供

申請手数料の支払い 住民票等の交付 申請内容の審査

印鑑登録関係申請（証明書交付申請、
亡失届等）

ホームページ、窓口情
報提供

申請手数料の支払い
印鑑登録証明書等の交
付

申請内容の審査

戸籍の附票の写し交付申請
ホームページ、窓口情
報提供

申請手数料の支払い
戸籍の附票の写しの交
付

申請内容の審査

住居番号関係手続（設定・変更・廃止
等）

市民協働
文化振興
国際交流
生活安全

男女共同参画
保健福祉政策

児童手当関係手続（認定請求、額改定
届等）

母子健康手帳交付申請
ホームページ、窓口情
報提供

母子健康手帳の交付 妊娠届の確認

高齢者福祉
介護保険関係手続（認定、被保険者証
再交付等）

障害者福祉
重度心身障害者医療費助成関係手続
（登録、更新等）

ホームページ、窓口情
報提供

資格証の交付 申請に係る必要書類の審査

国民健康保健関係手続（非保険者証再
交付、葬祭費申請等）
各種健康診査申込（ガン検診、人間
ドック等）

生活福祉
健康推進

生活衛生 犬の登録申請、死亡届等
ホームページ、広報誌
情報提供

手数料の支払い 犬鑑札の交付 登録申請の審査

環境政策
環境保全 特定建設作業の実施届出

廃棄物対策

粗大ゴミ収集の申込
ホームページ、広報誌
情報提供

料金の支払い 粗大ごみの収集・処理

電動式生ごみ処理機購入補助金関係手
続（交付申請、実績報告等）

補助金募集要項作成、
公募、完了検査の実施

交付決定通知 申請内容の審査、補助金支払い

農林水産政策
農業振興
農村整備
水産振興
畜産振興
流通政策

産業経済政策
工業振興
商業振興
観光振興
労政福祉

公営企業管理

入札
入札公告・設計図書の
閲覧

入札書受付け、開札、入札審査会の開
催

入札参加資格審査申請等
ホームページ、広報誌
情報提供

資格審査申請内容の審査、許可・不許
可の決定

道路管理
河川砂防管理

住宅管理 公営住宅の入居申込 公募情報提供 入居資格者審査
水道管理 水道使用開始届等 手数料の支払い 届出書等の確認、水道開栓等
港湾管理
建築指導

営繕
都市政策
都市計画
都市整備
公園管理

9 議会

文化・スポーツ施設等の利用予約等
ホームページ、広報誌
情報提供

使用料の支払い 施設等の提供・保守管理

図書館の図書貸出予約等
貸出可能図書の情報提
供

図書の管理

研修・講習・各種イベント等の申込
研修・講習・各種イベ
ント等の開催PR

研修・講習・各種イベント等の開催

後援名義の申請等 申請内容の審査、許可・不許可の決定
11 病院

自衛消防訓練通知申請

防火管理者選任（解任）届出

※バックオフィス業務については、フロントオフィス業務を受けて行う業務のみを記載している。

建設政策

子育て支援

保健年金

農林水産

建設

10 教育

産業経済

12 消防

中項目

環境

総務企画

3

7

保健福祉

リサイクル推進

市民窓口

情報提供・収集
電子申請

公金収納 交付
フロントオフィス業務を
受けて行う業務（※）

フロントオフィス業務

（行政と住民等とが実際に接するインターフェイス部分において行われる業務）

大項目番号

税務

納税証明書交付申請

　組織（部署）　　　　　　　業務分類

8 都市整備

1

2 市民生活

5

4

6
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1.3 地方公共団体向けASP･SaaSの提供事例 

ASP･SaaS事業者が現在、地方公共団体に対して提供しているASP･SaaSには、大別

してLGWAN-ASPとインターネットASPの2種類がある。 

LGWAN-ASPとは、LGWAN（総合行政ネットワーク）という行政専用の非常にセキ

ュアなネットワークを介して、地方公共団体に各種行政事務サービスを提供するASP･

SaaSである。また、インターネットASPとは、LGWANを介さずにインターネットを通

じて提供されるASP･SaaSのことである。 

地方公共団体が住民などに対して、ASP･SaaSによるサービス（電子申請など）を提

供する場合、住民などはインターネットを介して当該ASP･SaaSを利用することになる。

このような場合においても、ASP･SaaS事業者と地方公共団体の間がLGWANで接続さ

れているときには、本書では、LGWAN-ASPと定義する。また、ASP･SaaS事業者と

地方公共団体間、及び地方公共団体と住民など間がともにインターネットで接続され提供

されているASP･SaaSについては、インターネットASPと定義する。 

LGWAN-ASPとインターネットASPのそれぞれについて提供事例を収集し、「付録１

－１ 地方公共団体の業務の区分け」で述べた業務区分けの枠組みに沿って整理したもの

が「表付1－５ 地方公共団体向けASP･SaaS提供事例（都道府県向け）」と「表付1－

６ 地方公共団体向けASP･SaaS提供事例（市区町村向け）」である。 

なお表中の事例名において網掛けがしてあるものがLGWAN-ASP、網掛けがしていな

いものがインターネットASPとなっている。 

また、地方公共団体向けのLGWAN-ASP及びインターネットASPのサービス内容を整

理したものが「表付１－７地方公共団体向けのサービス提供事例（LGWAN-ASP）」と

「表付１－８地方公共団体向けのサービス提供事例（インターネットASP）」である。 

LGWAN-ASPの提供事例においては、財団法人地方自治情報センターのホームページ

をもとに「アプリケーション及びコンテンツサービス」を提供しているすべてのASP･

SaaS事業者を掲載した（平成22年２月時点）。また、インターネットASPの提供事例に

ついては、ASP・SaaS事業者が地方公共団体に対して提供しているすべてのASP・SaaS

のサービスを把握することは事実上不可能であり、平成20年10月から平成22年2月ま

での期間においてASP・SaaS事業者のホームページに掲載されているもの、または

ASP・SaaS事業者から報道発表がなされたもののうち、地方公共団体向けに提供されて

いることが明らかであるものの事例を掲載することとしたが、我が国のASP･SaaS提供

事例のすべてを網羅したものではない。 

民間企業による地方公共団体向けASP･SaaS提供事例の主な特徴は以下のとおりであ

る。 
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1.3.1 提供分野の傾向 

提供分野としては、総務企画分野、次いで市民生活分野に関するものが充実している。 

具体的には、前者の総務企画分野について、公金収納、次いで電子申請（対住民向け、

対事業者向け）に関するものが充実している。また、後者の市民生活分野について、電子

申請（対住民分野、対事業者向け）に関するものが充実している。特に市区町村において

は、住民票関係の交付申請などに関する多数のASP･SaaSが提供されている。 

また、それら以外の分野では、保健福祉分野におけるバックオフィス業務に関するもの

や、教育分野における電子申請（対住民向け）や情報提供・収集に関するもの、消防分野

における情報提供・収集に関するものも比較的多い。 

その他には、業務全般に関わるものとして、電子申請（対事業者向け）や、情報提供・

収集、バックオフィス業務についてのASP･SaaSの提供事例が目立つほか、セキュリテ

ィ分野ではバックオフィス業務関連のASP･SaaSが数多く提供されている。業務全般に

関する対事業者向け電子申請は、電子調達・入札に関するものが多くなっている。また業

務全般に関するバックオフィス業務については、メールサービスやグループウェア、会計

システムに関するものが多い。 

他方、農林水産や都市整備、議会、病院に特化したASP･SaaSの事例は見られなかっ

た。 

なお、都道府県向けと市区町村向けでは、電子申請に関するものについては市区町村の

みを対象としているものがあったが、その他の分野では大きな差異は見られなかった。 

 

1.3.2 LGWAN-ASPとインターネットASPの傾向の差異 

LGWAN-ASPは、総務企画分野の電子申請（対住民、対事業者）や、同分野の公金収

納、市民生活分野の電子申請、保健福祉分野のバックオフィス業務、教育分野の電子申請

（対住民）、業務全般の電子申請（対事業者、主に電子調達・入札に関するもの）、セキュ

リティ分野のバックオフィス業務についてのサービスが充実している。 

LGWAN-ASPの提供が充実している上記の分野は、セキュリティ以外の分野は行政特

有の分野である。また、セキュリティも含め、LGWANとの親和性が求められるものであ

り、これらの分野についてのASP･SaaSの提供が充実しているものと考えられる。 

他方、インターネットASPの提供が充実しているのは、教育分野の情報提供・収集、消

防分野の情報提供・収集、業務全般の情報提供・収集（主に対住民・事業者の広報に関す

るもの）、業務全般のバックオフィス業務（主に会計ソフト）に関するものである。 

インターネットASPが上記の分野について充実しているのは、上記分野が必ずしも行政

に限らず、民間企業の業務においても求められるものであり、各ASP･SaaS事業者がそ

れまで培ってきたノウハウを、地方公共団体用に活用できたからであると推測される。 
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1.3.3 バックオフィス業務分野におけるASP･SaaSの特徴 

バックオフィス業務分野で提供されるASP･SaaSは、業務全般やセキュリティ分野の

行政内部向けに多様なサービスが提供されており、その提供数はフロントオフィス業務分

野と比較してそれほど大きな差はない。 

しかし、後述するようにASP･SaaS事業者により提供されているASP･SaaSが、実際

に地方公共団体で利用されている事例はあまり多くない（付録２「地方公共団体における

ASP･SaaSの利用事例紹介」にて詳述）。 

このようにバックオフィス業務分野でのASP･SaaSが普及していない理由は、バック

オフィス業務の手順や実施方法が各地方公共団体でかなり異なり、その相違に対応して作

られたシステム（レガシーシステム）が既に稼動しているため、ASP･SaaSを新たに導

入しようとするインセンティブが地方公共団体及び事業者双方に働かないことであるも

のと想定できる。 

しかしながら、今後一層財政状況が厳しくなっていく中で効率的かつ効果的な行政運営

を求められる地方公共団体にとっては、業務の標準化や平準化を進めることによって、バ

ックオフィス業務（特に基幹的な業務）分野へのASP･SaaSの導入を推進していくこと

が重要な課題となっている。 
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表付 1-５ 地方公共団体向けASP･SaaS提供事例（都道府県向け） 

(注)表付1-5に掲載の事例は、ASP･SaaS事業者が地方公共団体（都道府県）向けに提供してい

る事例である。網掛けしているものがLGWAN-ASP、網掛けしていないものがインターネット

ASPである。 

サービス名 提供者名 サービス名 提供者名 サービス名 提供者名 サービス名 提供者名 サービス名 提供者名 サービス名 提供者名

地方税電子申告
サービス

株式会社エヌ･
ティ・ティ・
データ

地方税電子申告
サービス

株式会社エヌ･
ティ・ティ・
データ

ｕｆｉｔ MPN収
納機関共同利用
センターサービ
ス

株式会社ユー
フィット

TKC行政ASPサー
ビス（地方税電
子申告支援サー
ビス）

株式会社TKC

TKC行政ASPサー
ビス（地方税電
子申告支援サー
ビス）

株式会社TKC
ｕｆｉｔ 歳入シ
ステムサービス

株式会社ユー
フィット

電子申告ASPサー
ビス

日本電気株式会
社

電子申告ASPサー
ビス

日本電気株式会
社

マルチペイメン
トネットワーク
共同利用セン
ターサービス

エヌ･ティ・
ティ・インター
ネット株式会社

ｕｆｉｔ eLTAX-
ASPシステムサー
ビス

株式会社ユー
フィット

ｕｆｉｔ eLTAX-
ASPシステムサー
ビス

株式会社ユー
フィット

MPN収納機関共同
利用センター
サービス

TIS株式会社

ビズプラット
株式会社エヌ･
ティ・ティ・
データ

ビズプラット
株式会社エヌ･
ティ・ティ・
データ

JSOL収納PORT
株式会社日本総
研ソリューショ
ンズ

Click paytax
株式会社エヌ･
ティ・ティ・
データ

Click paytax
株式会社エヌ･
ティ・ティ・
データ

MPN収納機関共同
利用センター
pufure（パ

株式会社エヌ･
ティ・ティ・
データ

Yahoo!公有財産
売却オークショ
ン

ヤフー株式会社

ＡＧＳ　ＭＰＮ
収納機関共同利
用センタサービ
ス

AGS株式会社

公金収納BPOサー
ビス　収納PORT

株式会社さくら
ケーシーエス

ＣＣＳ　公金収
納ＡＳＰサービ
ス

ちばぎんコン
ピューターサー
ビス株式会社

NECクレッジカー
ド公金決済サー
ビス

日本電気株式会
社

Yahoo!公金支払
い

ヤフー株式会社

クレジットカー
ド公金収納

株式会社松阪電
子計算センター
（収納システ

eLTAX

社団法人地方税
電子化協議会
（株式会社エヌ･
ティ・ティ・
データ)

TKC行政ASPサー
ビス（電子申
請・届出）

株式会社TKC
TKC行政ASPサー
ビス（電子申
請・届出）

株式会社TKC

電子申請ASPサー
ビス

日本電気株式会
社

電子申請ASPサー
ビス

日本電気株式会
社

北海道電子自治
体共同システム

株式会社HARP
北海道電子自治
体共同システム

株式会社HARP

埼玉県市町村電
子申請共同シス
テムサービス

東芝ソリュー
ション株式会社

埼玉県市町村電
子申請共同シス
テムサービス

東芝ソリュー
ション株式会社

東京電子自治体
共同運営サービ
ス（電子申請）

エヌ・ティ・
ティ・コミュニ
ケーションズ株
式会社

東京電子自治体
共同運営サービ
ス（電子申請）

エヌ・ティ・
ティ・コミュニ
ケーションズ株
式会社

神奈川県電子自
治体共同運営
サービス(電子申
請）

エヌ・ティ・
ティ・コミュニ
ケーションズ株
式会社

神奈川県電子自
治体共同運営
サービス(電子申
請）

エヌ・ティ・
ティ・コミュニ
ケーションズ株
式会社

SaaS型電子申請
サービス

富士通株式会社
SaaS型電子申請
サービス

富士通株式会社

日立電子申請ASP
サービス

株式会社日立製
作所

日立電子申請ASP
サービス

株式会社日立製
作所

電子申請システ
ム

株式会社BCC
電子申請システ
ム

株式会社BCC

県と市町村の共
同運営による電
子申請システム

株式会社鹿児島
頭脳センター

県と市町村の共
同運営による電
子申請システム

株式会社鹿児島
頭脳センター

証明書自動交付
サービス

株式会社南日本
情報処理セン
ター

SaaS型簡単電子
申請申込サービ
ス

株式会社NTTデー
タ関西

SaaS型簡単電子
申請申込サービ
ス

株式会社NTTデー
タ関西

IVR(音声応答シ
ステム)を用いた
ASPサービス

株式会社電話放
送局

わが町ガイド 株式会社パスコ

市民生活2

総務企画1

番号 大項目
電子申請

情報提供・収集 公金収納
フロントオフィス業務を受けて行う業務

又は独立して行う業務対住民向け 対事業者向け
交付

組織（部署）　　　業務分類
フロントオフィス業務

（行政と住民等とが実際に接するインターフェイス部分において行われる業務）
バックオフィス業務

（行政内部で行われる事務処理業務）
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サービス名 提供者名 サービス名 提供者名 サービス名 提供者名 サービス名 提供者名 サービス名 提供者名 サービス名 提供者名

3 保健福祉
国保情報データベー
スシステム

株式会社南日本情報
処理センター

4 環境 CO2ナビゲーター
株式会社エヌ･
ティ・ティ・データ

5 農林水産

6 産業経済 ネットde観光
ビジネスオンラ
イン株式会社

7 建設
e-CYDEEN/電子入
札ASP

株式会社日立情
報システムズ

8 都市整備

9 議会

TKC行政ASPサー
ビス（公共施設
案内・予約）

株式会社TKC
eラーニングサー
ビス（Cultiiva
ASP）

NECラーニング株
式会社

ＴＫＣ行政ＡＳ
Ｐサービス（講
座・イベント申
込システム）

株式会社TKC
MeetingPlaza@go
v

エヌ・ティ・
ティアイティ株
式会社

公共施設予約
システム

リザーブマート
有限会社

ReKOS-net
株式会社エヌ･
ティ・ティ・
データ

公共施設予約
システム

株式会社パスコ WebiLisOPAC 富士通株式会社

11 病院

キッズパス（ASP
型児童見守りシ
ステム）

エヌ・ティ・
ティ・コム チェ
オ株式会社

ＳＡＶＥａｉｄ
日本ユニシス株式会
社

Push型緊急情報
表示サービス

株式会社富士通
ソーシャルサイ
エンスラボラト

Handy Express
（緊急通報）

TDCソフトウエア
エンジニアリン
グ株式会社

FairCast－子ど
も安全連絡網

株式会社エヌ･
ティ・ティ・
データ

HARP電子調達
サービス

株式会社HARP

TKC行政ASPサー
ビス（かんたん
申請・申込シス
テム）

株式会社TKC オンライン納付
GMOペイメント
ゲートウェイ株
式会社

グループウェア
ミシマ･オーエー･シ
ステム株式会社

埼玉県市町村電
子入札共同シス
テムサービス

株式会社日立製
作所

WEBサイトのCMS
ミシマ･オー
エー･システム株
式会社

熊本県自治体通信
ネットワークシステ
ム

株式会社熊本流通情
報センター

東京電子自治体
共同運営サービ
ス（電子調達）

エヌ・ティ・
ティ・コミュニ
ケーションズ株
式会社

Being
Collaboration
（ビーイングコ
ラボレーショ
ン）

株式会社ビーイ
ング

メールソリューショ
ン

日立ソフトウェアエ
ンジニアリング株式
会社

神奈川県電子自
治体共同運営
サービス(電子入
札）

東芝ソリュー
ション株式会社

eモニ（市民アン
ケートシステ
ム）

日本電気株式会
社

財務会計システム
紀陽情報システム株
式会社

LGWAN-ASP【電子
調達】アプリ
ケーションサー
ビス

三谷産業株式会
社

News2uリリース
株式会社ニュー
ズ・ツー・ユー

venas mint（財務会
計）

株式会社BSNアイ
ネット

電子入札ASPサー
ビス

株式会社日立情
報システムズ

携帯電話ブラウ
ジングサービス

株式会社富士通
ソーシャルサイ
エンスラボラト
リ

netASSETSCAN NECソフト株式会社

富士通SuperCALS
電子調達サービ
ス

富士通株式会社 ぺたぼーど
株式会社エヌ･
ティ・ティ・
データ

StreamGallery
NECシステムテクノ
ロジー株式会社

東京電子自治体
共同運営電子調
達サービス

日本電気株式会
社

自治体メール配
信サービス
（ASP）

株式会社石川コ
ンピュータ・セ
ンター

統合型CRMシステム
「Salesforce」
SaaSプラットフォー
ム「Force.com」

株式会社セールス･
フォース・ドットコ
ム

OKWave Quick-A
株式会社オウケ
イウェイヴ

Geogate(ジオゲー
ト）

株式会社エヌ･
ティ・ティ・データ

元気365 旭化成株式会社 徴収力の知恵袋
株式会社エヌ･
ティ・ティ・データ

リサイクル情報
交換システム
「Ecotown」

株式会社エヌ･
ティ・ティ・
データ

e-CYDEEN
契約管理

株式会社日立情報シ
ステムズ

川崎市地図情報
システム

株式会社イン
フォマティクス

CECTRUST原本保管
サービス

株式会社エヌ･
ティ・ティ・データ

自治体向けCMSクラ
ウドサービス

伊藤忠テクノソ
リューションズ株式
会社

情報共有ASP
kkenosite2.0

株式会社構造計画研
究所

UniCity総合文書管
理システムSaaS
Edition

日本ユニシス株式会
社

フロントオフィス業務 バックオフィス業務
（行政と住民等とが実際に接するインターフェイス部分において行われる業務） （行政内部で行われる事務処理業務）

全般13

組織（部署）　　　業務分類

10 教育

消防12

番号 大項目
公金収納 交付

フロントオフィス業務を受けて行う業務
又は独立して行う業務対住民向け 対事業者向け

電子申請
情報提供・収集
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サービス名 提供者名 サービス名 提供者名 サービス名 提供者名 サービス名 提供者名 サービス名 提供者名 サービス名 提供者名

TKC行政ASPサービス
（ウィルス対策サー
ビス）

株式会社TKC

TKC行政ASPサービス
（情報セキュリティ
監視サービス）

株式会社TKC

ファイアウォール監
視サービス

日本電気株式会社

セキュリティ攻撃監
視サービス

日本電気株式会社

ウィルス監視サービ
ス

日本電気株式会社

自治体サポートデス
ク　異常予兆通知お
よび異常通知サービ
ス

富士通株式会社

サーバ監視サービス 日本電気株式会社

自治体セキュリティ
対策ASPサービス

株式会社日立製作所

アップデートサーバ
運用サービス

富士通株式会社

セキュリティ監視
サービス

富士通株式会社

大阪府防災PF中継シ
ステム

日本電気株式会社

TKC行政ASPサービス
（第2次バックアッ
プサービス）

株式会社TKC

3rdWATCH

株式会社レスキュー
ナウ・ドット・ネッ
ト
NECソフト株式会社

安否情報システム
株式会社エヌ･
ティ・ティ・データ

迷惑メール対策サー
ビス

株式会社佐賀IDC

公金収納 交付
対住民向け 対事業者向け

電子申請
情報提供・収集

バックオフィス業務

大項目

14
その他（セキュリ

ティ等）

組織（部署）　　　業務分類

番号

（行政と住民等とが実際に接するインターフェイス部分において行われる業務） （行政内部で行われる事務処理業務）
フロントオフィス業務

フロントオフィス業務を受けて行う業務
又は独立して行う業務
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表付 1-６ 地方公共団体向けASP･SaaS提供事例（市区町村向け） 

(注)表付1-6に掲載の事例は、ASP･SaaS事業者が地方公共団体（市区町村）向けに提供してい

る事例である。網掛けしているものがLGWAN-ASP、網掛けしていないものがインターネット

ASPである。 

サービス名 提供者名 サービス名 提供者名 サービス名 提供者名 サービス名 提供者名 サービス名 提供者名 サービス名 提供者名

地方税電子申告
サービス

株式会社エヌ･
ティ・ティ・
データ

地方税電子申告
サービス

株式会社エヌ･
ティ・ティ・
データ

ｕｆｉｔ MPN収
納機関共同利用
センターサービ
ス

株式会社ユー
フィット

TKC行政ASPサービス
（市町村税課税状況
等の調）

株式会社TKC

TKC行政ASPサー
ビス（地方税電
子申告支援サー
ビス）

株式会社TKC

TKC行政ASPサー
ビス（地方税電
子申告支援サー
ビス）

株式会社TKC
ｕｆｉｔ 歳入シ
ステムサービス

株式会社ユー
フィット

電子申告ASPサー
ビス

日本電気株式会
社

電子申告ASPサー
ビス

日本電気株式会
社

マルチペイメン
トネットワーク
共同利用セン
ターサービス

エヌ･ティ・
ティ・インター
ネット株式会社

ｕｆｉｔ eLTAX-
ASPシステムサー
ビス

株式会社ユー
フィット

ｕｆｉｔ eLTAX-
ASPシステムサー
ビス

株式会社ユー
フィット

MPN収納機関共同
利用センター
サービス

TIS株式会社

ビズプラット
株式会社エヌ･
ティ・ティ・
データ

ビズプラット
株式会社エヌ･
ティ・ティ・
データ

JSOL収納PORT
株式会社日本総
研ソリューショ
ンズ

Click paytax
株式会社エヌ･
ティ・ティ・
データ

Click paytax
株式会社エヌ･
ティ・ティ・
データ

MPN収納機関共同
利用センター
pufure（パ

株式会社エヌ･
ティ・ティ・
データ

Yahoo!公有財産
売却オークショ
ン

ヤフー株式会社

ＡＧＳ　ＭＰＮ
収納機関共同利
用センタサービ
ス

AGS株式会社

公金収納BPOサー
ビス　収納PORT

株式会社さくら
ケーシーエス

ＣＣＳ　公金収
納ＡＳＰサービ
ス

ちばぎんコン
ピューターサー
ビス株式会社

NECクレッジカー
ド公金決済サー
ビス

日本電気株式会
社

Yahoo!公金支払
い

ヤフー株式会社

クレジットカー
ド公金収納

株式会社松阪電
子計算センター
（収納システ

eLTAX

社団法人地方税
電子化協議会
（株式会社エヌ･
ティ・ティ・
データ)

TKC行政ASPサー
ビス（電子申
請・届出）

株式会社TKC
TKC行政ASPサー
ビス（電子申
請・届出）

株式会社TKC
上下水道料金業務利
用サービス
（MERCURIE mint）

株式会社BSNアイ
ネット

電子申請ASPサー
ビス

日本電気株式会
社

電子申請ASPサー
ビス

日本電気株式会
社

北海道電子自治
体共同システム

株式会社HARP
北海道電子自治
体共同システム

株式会社HARP

埼玉県市町村電
子申請共同シス
テムサービス

東芝ソリュー
ション株式会社

埼玉県市町村電
子申請共同シス
テムサービス

東芝ソリュー
ション株式会社

東京電子自治体
共同運営サービ
ス（電子申請）

エヌ・ティ・
ティ・コミュニ
ケーションズ株
式会社

東京電子自治体
共同運営サービ
ス（電子申請）

エヌ・ティ・
ティ・コミュニ
ケーションズ株
式会社

神奈川県電子自
治体共同運営
サービス(電子申
請）

エヌ・ティ・
ティ・コミュニ
ケーションズ株
式会社

神奈川県電子自
治体共同運営
サービス(電子申
請）

エヌ・ティ・
ティ・コミュニ
ケーションズ株
式会社

SaaS型電子申請
サービス

富士通株式会社
SaaS型電子申請
サービス

富士通株式会社

日立電子申請ASP
サービス

株式会社日立製
作所

日立電子申請ASP
サービス

株式会社日立製
作所

電子申請システ
ム

株式会社BCC
電子申請システ
ム

株式会社BCC

県と市町村の共
同運営による電
子申請システム

株式会社鹿児島
頭脳センター

県と市町村の共
同運営による電
子申請システム

株式会社鹿児島
頭脳センター

証明書自動交付
サービス

株式会社南日本
情報処理セン
ター

SaaS型簡単電子
申請申込サービ
ス

株式会社NTTデー
タ関西

SaaS型簡単電子
申請申込サービ
ス

株式会社NTTデー
タ関西

IVR(音声応答シ
ステム)を用いた
ASPサービス

株式会社電話放
送局

わが町ガイド 株式会社パスコ

市民生活2

総務企画1

番号 大項目
電子申請

情報提供・収集 公金収納
フロントオフィス業務を受けて行う業務

又は独立して行う業務対住民向け 対事業者向け
交付

組織（部署）　　　業務分類
フロントオフィス業務

（行政と住民等とが実際に接するインターフェイス部分において行われる業務）
バックオフィス業務

（行政内部で行われる事務処理業務）
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サービス名 提供者名 サービス名 提供者名 サービス名 提供者名 サービス名 提供者名 サービス名 提供者名 サービス名 提供者名

国保ネットかごしま
株式会社南日本情報
処理センター

国保情報データベー
スシステム

株式会社南日本情報
処理センター

特定健診等データ管
理システム

株式会社南日本情報
処理センター

保険者レセプト管理
システム

株式会社南日本情報
処理センター

CICシステム（地域
包括支援センターシ
ステム）

株式会社カナミック
ネットワーク

4 環境 CO2ナビゲーター
株式会社エヌ･
ティ・ティ・データ

5 農林水産

6 産業経済 ネットde観光
ビジネスオンラ
イン株式会社

7 建設
e-CYDEEN/電子入
札ASP

株式会社日立情
報システムズ

8 都市整備

9 議会

TKC行政ASPサー
ビス（公共施設
案内・予約）

株式会社TKC
eラーニングサー
ビス（Cultiiva
ASP）

NECラーニング株
式会社

ＴＫＣ行政ＡＳ
Ｐサービス（講
座・イベント申
込システム）

株式会社TKC
MeetingPlaza@go
v

エヌ・ティ・
ティアイティ株
式会社

公共施設予約
システム

リザーブマート
有限会社

ReKOS-net
株式会社エヌ･
ティ・ティ・
データ

公共施設予約
システム

株式会社パスコ WebiLisOPAC 富士通株式会社

11 病院

キッズパス（ASP
型児童見守りシ
ステム）

エヌ・ティ・
ティ・コム チェ
オ株式会社

ＳＡＶＥａｉｄ
日本ユニシス株式会
社

Push型緊急情報
表示サービス

株式会社富士通
ソーシャルサイ
エンスラボラト

Handy Express
（緊急通報）

TDCソフトウエア
エンジニアリン
グ株式会社

FairCast－子ど
も安全連絡網

株式会社エヌ･
ティ・ティ・
データ

HARP電子調達
サービス

株式会社HARP

TKC行政ASPサー
ビス（かんたん
申請・申込シス
テム）

株式会社TKC オンライン納付
GMOペイメント
ゲートウェイ株
式会社

グループウェア
ミシマ･オーエー･シ
ステム株式会社

埼玉県市町村電
子入札共同シス
テムサービス

株式会社日立製
作所

WEBサイトのCMS
ミシマ･オー
エー･システム株
式会社

熊本県自治体通信
ネットワークシステ
ム

株式会社熊本流通情
報センター

東京電子自治体
共同運営サービ
ス（電子調達）

エヌ・ティ・
ティ・コミュニ
ケーションズ株
式会社

Being
Collaboration
（ビーイングコ
ラボレーショ
ン）

株式会社ビーイ
ング

メールソリューショ
ン

日立ソフトウェアエ
ンジニアリング株式
会社

神奈川県電子自
治体共同運営
サービス(電子入
札）

東芝ソリュー
ション株式会社

eモニ（市民アン
ケートシステ
ム）

日本電気株式会
社

財務会計システム
紀陽情報システム株
式会社

LGWAN-ASP【電子
調達】アプリ
ケーションサー
ビス

三谷産業株式会
社

News2uリリース
株式会社ニュー
ズ・ツー・ユー

venas mint（財務会
計）

株式会社BSNアイ
ネット

電子入札ASPサー
ビス

株式会社日立情
報システムズ

携帯電話ブラウ
ジングサービス

株式会社富士通
ソーシャルサイ
エンスラボラト
リ

netASSETSCAN NECソフト株式会社

富士通SuperCALS
電子調達サービ
ス

富士通株式会社 ぺたぼーど
株式会社エヌ･
ティ・ティ・
データ

StreamGallery
NECシステムテクノ
ロジー株式会社

東京電子自治体
共同運営電子調
達サービス

日本電気株式会
社

自治体メール配
信サービス
（ASP）

株式会社石川コ
ンピュータ・セ
ンター

統合型CRMシステム
「Salesforce」
SaaSプラットフォー
ム「Force.com」

株式会社セールス･
フォース・ドットコ
ム

OKWave Quick-A
株式会社オウケ
イウェイヴ

Geogate(ジオゲー
ト）

株式会社エヌ･
ティ・ティ・データ

元気365 旭化成株式会社 徴収力の知恵袋
株式会社エヌ･
ティ・ティ・データ

リサイクル情報
交換システム
「Ecotown」

株式会社エヌ･
ティ・ティ・
データ

GPRIME for SaaS 日本電気株式会社

川崎市地図情報
システム

株式会社イン
フォマティクス

e-ADWORLD2/SaaS
株式会社日立情報シ
ステムズ

e-CYDEEN
契約管理

株式会社日立情報シ
ステムズ

CECTRUST原本保管
サービス

株式会社エヌ･
ティ・ティ・データ

自治体向けCMSクラ
ウドサービス

伊藤忠テクノソ
リューションズ株式
会社

情報共有ASP
kkenosite2.0

株式会社構造計画研
究所

UniCity総合文書管
理システムSaaS
Edition

日本ユニシス株式会
社

12

番号 大項目

3 保健福祉

全般13

フロントオフィス業務 バックオフィス業務
（行政と住民等とが実際に接するインターフェイス部分において行われる業務） （行政内部で行われる事務処理業務）

組織（部署）　　　業務分類

10 教育

消防

公金収納 交付
フロントオフィス業務を受けて行う業務

又は独立して行う業務対住民向け 対事業者向け
電子申請

情報提供・収集
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サービス名 提供者名 サービス名 提供者名 サービス名 提供者名 サービス名 提供者名 サービス名 提供者名 サービス名 提供者名

TKC行政ASPサービス
（ウィルス対策サー
ビス）

株式会社TKC

TKC行政ASPサービス
（情報セキュリティ
監視サービス）

株式会社TKC

ファイアウォール監
視サービス

日本電気株式会社

セキュリティ攻撃監
視サービス

日本電気株式会社

ウィルス監視サービ
ス

日本電気株式会社

自治体サポートデス
ク　異常予兆通知お
よび異常通知サービ
ス

富士通株式会社

サーバ監視サービス 日本電気株式会社

自治体セキュリティ
対策ASPサービス

株式会社日立製作所

アップデートサーバ
運用サービス

富士通株式会社

セキュリティ監視
サービス

富士通株式会社

大阪府防災PF中継シ
ステム

日本電気株式会社

TKC行政ASPサービス
（第2次バックアッ
プサービス）

株式会社TKC

3rdWATCH

株式会社レスキュー
ナウ・ドット・ネッ
ト
NECソフト株式会社

安否情報システム
株式会社エヌ･
ティ・ティ・データ

迷惑メール対策サー
ビス

株式会社佐賀IDC

電子申請
情報提供・収集 公金収納 交付

14
その他（セキュリ

ティ等）

組織（部署）　　　業務分類

番号

バックオフィス業務

大項目

（行政と住民等とが実際に接するインターフェイス部分において行われる業務） （行政内部で行われる事務処理業務）
フロントオフィス業務

フロントオフィス業務を受けて行う業務
又は独立して行う業務対住民向け 対事業者向け
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表付 1-７ 地方公共団体向けのサービス提供事例（LGWAN-ASP） 

(注)表付1-7の掲載事例は、（財）地方自治情報センターのホームページに掲載されている

LGWAN-ASPリストのうち、「アプリケーション及びコンテンツサービス」に分類されているも

ののうち、ASP･SaaS事業者が地方公共団体向けに提供している事例である（2010年3月現在）。 

No. 業務分野 提供者 システム名 概要
提供開始時期（LGWAN

接続時期）
提供地域 情報源

1 グループウェア
ミシマ･オーエー･シス
テム株式会社

グループウェア
会議室予約と階層別掲示板の機能をグループウェアによ
り提供するとともに電子掲示板、回覧板、ネットフォルダー
等の機能を提供する

2004年7月 福岡 「LASDEC/HP」

2 グループウェア
株式会社熊本流通情
報センター

熊本県自治体通信
ネットワークシステム

熊本県内の地方公共団体相互の連携と行政運営を支援
することを目的としたネットワークシステム。情報交換を行
うことができるサイトや、公共事業施行状況調について報
告・集計を行うWEBアプリケーションサービス

2005年7月 熊本 「LASDEC/HP」

3 決済基盤 株式会社ユーフィット
ｕｆｉｔ MPN収納機関共
同利用センターサービ
ス

マルチペイメントネットワークを利用した収納機関共同利
用センターを提供するサービス

2005年7月 全国 「LASDEC/HP」

4 決済基盤 株式会社ユーフィット
ｕｆｉｔ 歳入システム
サービス

マルチペイメントネットワークを利用した地方公共団体様
が行う「公金収納事務」を軽減するサービス

2009年11月 全国 「LASDEC/HP」

5 決済基盤
エヌ･ティ・ティ・イン
ターネット株式会社

マルチペイメントネット
ワーク共同利用セン
ターサービス

LGWAN通信サーバを立て、マルチペイメントネットワーク
と接続するための収納機関共同利用センターとしてサー
ビスを提供

2005年2月 全国 「LASDEC/HP」

6 決済基盤 TIS株式会社
TIS MPN収納機関共
同利用センターサービ
ス

地方公共団体に対してマルチペイメントネットワークを利
用した収納機関共同利用センターを提供

2006年9月 全国 「LASDEC/HP」

7 決済基盤
株式会社日本総研ソ
リューションズ

ＪＳＯＬ収納ＰＯＲＴ

ＬＧＷＡＮ通信サーバ及び照会サーバ経由で地方公共団
体からの調定データを受信し、ＭＰＮ収納・コンビニ収納・
口座振替・窓口収納の各チャネルからの収納結果を取り
纏め、指定の消込情報データとして返信する。また照会
サーバ経由でWebブラウザから収納状況をほぼリアルタイ
ムで確認でき、窓口での納付書の再発行等にも対応でき
る

2007年9月 全国 「LASDEC/HP」

8 決済基盤
株式会社エヌ･ティ・
ティ・データ

ＭＰＮ収納機関共同
利用センター　pufure
（パフュール）

マルチペイメントネットワーク（ＭＰＮ）を利用した電子納付
を実現するために地方公共団体にて準備する必要があ
る”ＭＰＮ通信サーバ”機能を提供する

2007年11月 全国 「LASDEC/HP」

9 決済基盤 AGS株式会社
ＡＧＳ　ＭＰＮ収納機関
共同利用センタサービ
ス

マルチペイメントネットワーク（ＭＰＮ）の各種サービスを利
用できる収納機関共同利用センターを「さいたまｉＤＣ」内
に構築し提供する

2005年11月 埼玉 「LASDEC/HP」

10 決済基盤
株式会社さくらケー
シーエス

ＳＫＣＳ収納ＰＯＲＴ

ＬＧＷＡＮ通信サーバ及び照会サーバ経由で地方公共団
体からの調定データを受信し、ＭＰＮ収納・コンビニ収納・
口座振替・窓口収納の各チャネルからの収納結果を取り
纏め、指定の消込情報データとして返信する。また照会
サーバ経由でWebブラウザから収納状況をほぼリアルタイ
ムで確認でき、窓口での納付書の再発行等にも対応でき
る

2007年9月 兵庫 「LASDEC/HP」

11 決済基盤
ちばぎんコンピュー
ターサービス株式会
社

ＣＣＳ　公金収納ＡＳＰ
サービス

地公体へ納付する税金・料金の納付情報を管理し、各種
チャネルからの収納を可能とする

（未掲載） 全国 「LASDEC/HP」

12 セキュリティ監視 株式会社TKC
ＴＫＣ行政ＡＳＰサービ
ス（ウィルス対策サー
ビス）

最新のウイルス対策ソフト（プログラム、エンジン、パター
ンファイル）を庁内のサーバや、クライアントに自動配布す
るサービス

2004年1月 全国 「LASDEC/HP」

13 セキュリティ監視 株式会社TKC
ＴＫＣ行政ＡＳＰサービ
ス（情報セキュリティ
監視サービス）

サーバの運用状況(バックアップ等)､リソース(DB容量､
CPU性能等)の監視、サーバ起動時のシステム異常監
視、サーバのハードウェアトラブル(ハードディスク障害、メ
モリ障害等)の監視等を行うサービス

2004年3月 全国 「LASDEC/HP」

14 セキュリティ監視 日本電気株式会社
ファイアウォール監視
サービス

地方公共団体内に設置されたファイアウォールを監視セ
ンターからLGWANを経由して24時間体制で運用監視を行
うリモート監視サービス

2004年12月 全国 「LASDEC/HP」

15 セキュリティ監視 日本電気株式会社
セキュリティ攻撃監視
サービス

地方公共団体内に設置された侵入検知装置（ＩＤＳ）を監
視センターからLGWANを経由して24時間体制で運用監視
を行うリモート監視サービス

2004年12月 全国 「LASDEC/HP」

16 セキュリティ監視 日本電気株式会社 ウィルス監視サービス
地方公共団体内に設置されたウィルス対策サーバを監視
センターからLGWANを経由して24時間体制で運用監視を
行うリモート監視サービス

2004年12月 全国 「LASDEC/HP」

17 セキュリティ監視 日本電気株式会社 サーバ監視サービス
業務サーバ上で動作している業務システムを監視セン
ターからLGWANを経由して24時間体制で運用監視を行う
リモート監視サービス

2005年5月 全国 「LASDEC/HP」

18 セキュリティ監視 富士通株式会社
アップデートサーバ運
用サービス

地方公共団体で利用している PC に OS 更新プログラ
ム、およびウィルスパターン / 検索エンジンを配布するた
めの管理サーバを運用代行するサービス

2006年12月 全国 「LASDEC/HP」
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No. 業務分野 提供者 システム名 概要
提供開始時期（LGWAN

接続時期）
提供地域 情報源

19 セキュリティ監視 富士通株式会社
セキュリティ監視サー
ビス

IDS(侵入検知装置）によるセキュリティ監視サービスを提
供

2006年12月 全国 「LASDEC/HP」

20 その他 日本電気株式会社
大阪府防災PF中継シ
ステム

大阪府内の地方公共団体が、大阪府防災プラットフォー
ムシステムを利用するための窓口機能（ポータルWWW
サーバ）と大阪府防災プラットフォームシステムとのデータ
連携機能を提供する

2007年3月 大阪 「LASDEC/HP」

21 その他
株式会社南日本情報
処理センター

国保ネットかごしま
鹿児島県国民健康保険団体連合会と保険者（市町村）間
で各種データの活用を行い、事務の簡素化を行うシステ
ム

2007年1月 鹿児島 「LASDEC/HP」

22 その他
株式会社南日本情報
処理センター

特定健診等データ管
理システム

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、特定健診
（メタボ検診）等の記録の管理を行う

2008年2月 鹿児島 「LASDEC/HP」

23 その他
株式会社南日本情報
処理センター

保険者レセプト管理シ
ステム

審査支払機関で管理しているレセプトを保険者（市町村）
がオンラインで点検処理等を行う

2008年2月 鹿児島 「LASDEC/HP」

24 その他
株式会社南日本情報
処理センター

国保情報データベー
スシステム

国民健康保険の事業実績報告書・調整交付金交付申請
書作成支援システムを統一化し、鹿児島県庁と保険者
（市町村）間でデータの一元化およびオンライン報告を行
うことで、業務の効率化を図るシステム

2008年3月 鹿児島 「LASDEC/HP」

25 その他
ミシマ･オーエー･シス
テム株式会社

ＷｅｂサイトのＣＭＳ
地方公共団体のウェブサイト構築に実績のあるＣＭＳ（コ
ンテンツ・マネジメント・システム）ソフトを提供する

2005年9月 福岡 「LASDEC/HP」

26
その他(セキュリティ監
視）

株式会社TKC
ＴＫＣ行政ＡＳＰサービ
ス（第2次バックアップ
サービス）

市町村が保有するサーバ内のデータベースをＴＫＣイン
ターネット・サービスセンターへ自動的に送信、バックアッ
プするサービス。自然災害などでシステムに被害を受けた
場合でも、即座に復旧することが可能

2004年1月 全国 「LASDEC/HP」

27
その他(電子申請・届
出）

株式会社南日本情報
処理センター

証明書自動交付サー
ビス

鹿児島県種子島地区において、住民票の写し、印鑑登録
証明書を広域で取得できるサービス

2007年1月 鹿児島 「LASDEC/HP」

28 電子申請・届出 株式会社TKC
ＴＫＣ行政ＡＳＰサービ
ス（電子申請・届出）

住民や企業から市町村への各種申請・届出（住民票の写
し等）をインターネットを使って実現するサービス。ＴＫＣイ
ンターネット・サービスセンターの専任技術者が運用を全
面的にサポートするため、高度なセキュリティ環境下での
24時間365日の“ノンストップ・サービス”を実現

2004年1月 全国 「LASDEC/HP」

29 電子申請・届出 日本電気株式会社
電子申請ASPサービ
ス

「地方公共団体における申請・届出等手続に関する汎用
受付システムの基本仕様（第二版）」を全て満たした全国
の地方公共団体向け電子申請サービス（住民票の写し
等）

2006年11月 全国 「LASDEC/HP」

30 電子申請・届出 株式会社日立製作所
日立電子申請ＡＳＰ
サービス

岡山県及び岡山県下市町村様向けに、電子申請ＡＳＰ
サービスを提供する。

2008年9月 岡山 「LASDEC/HP」

31 電子申請・届出
株式会社エヌ･ティ・
ティ・データ

地方税電子申告サー
ビス

地方税ポータルシステム（eLTAX）と接続し、地方公共団
体にて準備する必要がある機能を共同利用型のプラット
フォームとして提供する

2007年11月 全国 「LASDEC/HP」

32 電子申請・届出
株式会社NTTデータ
関西

ＳａａＳ型簡単電子申
込サービス

いつでも・どこでも・簡単にというのをキーワードに、届出・
申請や、イベント申込みが、携帯電話やパソコンから利用
できるサービスを提供する。SaaS方式のためサーバなど
の機器調達の必要がなく、運用・保守にかかる労力およ
びコストの負担を軽減する。

（未掲載） 全国 「LASDEC/HP」

33 電子申請・届出 日本電気株式会社
電子申告ASPサービ
ス

地方公共団体向けに地方税電子申告(elTAX)の電子申
告、年金特徴に関する電子申告サービスを提供する。

2008年11月 全国 「LASDEC/HP」

34 電子申請・届出 株式会社TKC
ＴＫＣ行政ＡＳＰサービ
ス（地方税電子申告
支援サービス）

納税者が電子申告したデータを地方公共団体の基幹シス
テムにシームレスに連携させるシステム。申告データをＴ
ＫＣインターネット・サービスセンターに長期間（10年間）保
管する

2007年11月 全国 「LASDEC/HP」

35 電子申請・届出 株式会社ユーフィット
ｕｆｉｔ eLTAX-ASPシス
テムサービス

eLTAXは地方税ポータルシステムの呼称で、地方税にお
ける手続きを、インターネットを利用して電子的に行うシス
テム（法人市町村民税などの申告・納税、所在地・名称変
更などの届出）

2010年3月 全国 「LASDEC/HP」

36 電子申請・届出 株式会社HARP
北海道電子自治体共
同システム

住民・企業がインターネットを経由し、電子申請サービス
（住民票の写し等）により申請・届出を行い、これを北海道
内地方公共団体が受付、関連する事務処理を実施してそ
の結果を申請者に通知するという、一連の手続きを可能と
するサービス

2003年5月 北海道・青森 「LASDEC/HP」

37 電子申請・届出
東芝ソリューション株
式会社

埼玉県市町村電子申
請共同システムサー
ビス

埼玉県内の地方公共団体において、共同運営形式で、住
民や企業等がオンライン申請・届出等手続きを利用できる
電子申請サービス（住民票の写し等）のアプリケーションを
提供する

2005年3月 埼玉 「LASDEC/HP」

38 電子申請・届出
エヌ・ティ・ティ・コミュ
ニケーションズ株式会
社

東京電子自治体共同
運営サービス（電子申
請）

東京都内の地方公共団体に対し電子申請サービス（住民
票の写し等）のプラットフォームを提供する

2004年8月 東京 「LASDEC/HP」
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No. 業務分野 提供者 システム名 概要
提供開始時期（LGWAN

接続時期）
提供地域 情報源

39 電子申請・届出
エヌ・ティ・ティ・コミュ
ニケーションズ株式会
社

神奈川県電子自治体
共同運営サービス(電
子申請）

神奈川県内の地方公共団体に対し電子申請サービス（住
民票の写し、公共施設予約等）のプラットフォームを提供
する

2005年3月 神奈川 「LASDEC/HP」

40 電子申請・届出 富士通株式会社
SaaS型電子申請サー
ビス

住民・企業等からのインターネットによる各種申請・届出
等の受付を行うシステムを提供する

2009年7月 全国 「LASDEC/HP」

41 電子申請・届出 株式会社BCC 電子申請システム
福岡県内の地方公共団体に対して電子申請システムを提
供する

2005年10月 福岡 「LASDEC/HP」

42 電子申請・届出
株式会社鹿児島頭脳
センター

県と市町村の共同運
営による電子申請シ
ステム

鹿児島県内のｉＤＣを拠点とし、電子申請システム（住民票
の写し等）の運営を行う

2004年2月 鹿児島 「LASDEC/HP」

43 電子申請・届出 株式会社TKC
TKC行政ASPサービ
ス（公共施設案内・予
約）

公共施設の案内・予約をＰＣや携帯電話等からインター
ネットを使って行うためのサービス。ＴＫＣインターネット・
サービスセンターの専任技術者が運用を全面的にサポー
トするため、高度なセキュリティ環境下での24時間365日
の“ノンストップ・サービス”を実現

2004年1月 全国 「LASDEC/HP」

44 電子申請・届出 株式会社TKC
ＴＫＣ行政ＡＳＰサービ
ス（かんたん申請・申
込システム）

電話やＦＡＸ、はがきで受け付けているアンケート調査等
の受付を、簡単にオンライン化できき、住民は事前に自治
体からＩＤ／パスワードや電子証明書を取得することなく、
申込を行うことができる

2005年12月 全国 「LASDEC/HP」

45 電子申請・届出 株式会社TKC
ＴＫＣ行政ＡＳＰサービ
ス（講座・イベント申込
システム）

電話やＦＡＸ、はがきで受け付けている講座・イベントの申
込を、オンライン化できる。　住民は市町村が開催する講
座やイベントの情報をカレンダー形式で見ることができ、
その場で申込ができる

2006年8月 全国 「LASDEC/HP」

46 電子入札・調達 株式会社HARP
ＨＡＲＰ電子調達サー
ビス

北海道内の地方公共団体に対し電子調達サービスのプ
ラットフォームを提供する

2006年12月 北海道 「LASDEC/HP」

47 電子入札・調達 株式会社日立製作所
埼玉県市町村電子入
札共同システムサー
ビス

埼玉県内の地方公共団体において、住民や企業等がオ
ンライン入札等手続きを利用できる電子入札サービスの
アプリケーションを提供する

2005年7月 埼玉 「LASDEC/HP」

48 電子入札・調達
エヌ・ティ・ティ・コミュ
ニケーションズ株式会
社

東京電子自治体共同
運営サービス（電子調
達）

東京都内の地方公共団体に対し電子調達サービスのプ
ラットフォームを提供する

2004年8月 東京 「LASDEC/HP」

49 電子入札・調達 日本電気株式会社
東京電子自治体共同運
営電子調達サービス

東京電子自治体共同運営協議会に所属する自治体に対
して、電子調達サービスのホスティングサービスを提供す
る

2010年2月 東京 「LASDEC/HP」

50 電子入札・調達
東芝ソリューション株
式会社

神奈川県電子自治体
共同運営サービス(電
子入札）

神奈川県内の地方公共団体に対し電子調達サービスの
プラットフォームを提供する

2005年6月 神奈川 「LASDEC/HP」

51 電子入札・調達 三谷産業株式会社
LGWAN-ASP【電子調
達】ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ

電子入札システムを軸とした、地方公共団体向けサービ
ス

2004年3月 石川 「LASDEC/HP」

52 電子入札・調達 富士通株式会社
富士通SuperCALS電
子調達サービス

入札参加資格申請、入札情報、電子入札といったサービ
ス

2009年3月 全国 「LASDEC/HP」

53 電子入札・調達
株式会社日立情報シ
ステムズ

e-CYDEEN
短期間・低コストで高度な電子入札システムを導入できる
サービス

2009年11月 全国 「LASDEC/HP」

54 統計・調査・報告 株式会社TKC
TKC行政ASPサービ
ス（市町村税課税状
況等の調）

課税データを集計し「市町村税課税状況等の調」を作成す
るサービス。平成１５年度よりスタートした「電子調査表
（Excel）」による報告事務に対応した自動転記機能を搭載
している。また総務省から提示された「突合表」に基づい
た表内表間突合機能を搭載

2004年1月 全国 「LASDEC/HP」

55 ネットワーク監視 富士通株式会社
自治体サポートデスク
異常予兆通知および
異常通知サービス

IAサーバのハードウェア異常予兆およびハードウェア・ミド
ルウェア・アプリケーション異常を、LGWANを経由して監
視し、指定された連絡先へ連絡・対処依頼をおこなうサー
ビス

2005年6月 全国 「LASDEC/HP」
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表付 1-８ 地方公共団体向けのサービス提供事例（インターネットASP） 

(注)表付1-8の掲載事例は、ASP･SaaS事業者が主に地方公共団体向けに提供しているインター

ネットASPの提供事例である。 

No. 業務分野 提供者 システム名 概要 提供開始時期 提供自治体

1 会議
NECシステムテクノロ
ジー株式会社

StreamGallery
利用者はストリーミングシステムや加入者認証をはじめと
するセキュリティシステム等を構築することなく、経済的か
つタイムリーに映像配信が可能とする

2008年3月

2 介護支援
株式会社カナミック
ネットワーク

CICシステム（地域包
括支援センター管理
システム）

自治体内での介護相談業務、特定高齢者把握事業、介
護予防支援事業など、地域の中核となる行政サービスの
一環である「地域包括支援センター」向けソリューション

2000年

3 公共事業管理 株式会社ビーイング
Being Collaboration
（ビーイングコラボレー
ション）

公共事業のように、行政と複数の関係者（GtoBtoB）の情
報マネジメント及び地域住民への情報公開を実現。特に
公共事業で多数の実績がる。

2007年4月

4 公金決済 日本電気株式会社
NECクレッジカード公
金決済サービス

BIGLOBEの決済基盤を活用し、住民が税金や水道料金
などをインターネットを介して、普段利用しているクレジット
カードで支払いが可能

2008年4月

5 財務会計
株式会社BSNアイネッ
ト

venas mint（財務会
計）

地方公共団体向けASP・SaaS型財務会計サービスであ
り、コスト削減、業務安定維持、セキュリティ向上を実現。

6 情報基盤管理
株式会社セールス･
フォース・ドットコム

統合型CRMシステム
「Salesforce」
SaaSプラットフォーム
「Force.com」

顧客（住民）管理機能を核としたビジネスアプリケーション
サービスとそれを支えるプラットフォームサービス

2001年2月

7 台帳管理
株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ

Geogate(ジオゲート）

Geogateは、自治体業務を支援するネットワーク配信プ
ラットフォーム。インターネット経由でアクセスすることで、
住宅地図などの電子地図データと各種台帳を関連付ける
ことが可能で、これまで紙の地図を見ながら行っていた台
帳管理業務等の効率化につながる。

2006年 東京都下自治体

8
図書館蔵書検索サー
ビス

富士通株式会社 WebiLisOPAC
住民がインターネット経由で蔵書データについてのアクセ
スを行う事が可能

2002年4月

9 ナレッジ共有
株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ

徴収力の知恵袋
地方公共団体様の徴収部門等に対し、インターネットを
使って業務ノウハウ等を提供するサービス

2007年4月 < 非公開 >

10 基幹業務 日本電気株式会社 GPRIME

住民情報・税務・国保／年金・介護／福祉などの自治体
の基幹業務系と人事給与・財務会計などの内部情報系の
計12システムを、各団体との個別契約に準じて、データセ
ンターからネットワークを介して提供するもの

2009年4月
山形県置賜地域

7市町

11 基幹業務
株式会社日立情報シ
ステムズ

e-ADWORLD2/SaaS
標準的な自治体業務の機能を備えた標準版システムを共
同利用していただきます。法改正への対応を含め、システ
ム運用コストの低減を実現

2010年1月

12 ホームページ
株式会社富士通ソー
シャルサイエンスラボ
ラトリ

携帯電話ブラウジング
サービス

パソコン用ホームページに掲載した自治体情報をフラッ
シュ形式に自動変換して、データ送信量を軽減する。

2008年7月

13 ホームページ
株式会社富士通ソー
シャルサイエンスラボ
ラトリ

Push型緊急情報表示
サービス

災害など緊急情報をウェブサイト上の任意の場所に指定
時間表示できたり、登録されたメールアドレスに情報を送
信できる。

2008年7月

14 窓口相談、遠隔教育
エヌ・ティ・ティアイティ
株式会社

MeetingPlaza@gov
自治体各拠点での会議利用など、住民相談窓口など、各
種生涯教育、セミナーなど。

2003年9月

15 メール配信サービス
エヌ・ティ・ティ・コム
チェオ株式会社

キッズパス（ASP型児
童見守りシステム）

児童の校舎・校門などの出入口付近や、任意の場所に設
置している専用読み取り機器（リーダー）にパッシブタグ
（ICカード）をかざすと、子どもの登下校状況を保護者の携
帯電話のメールに通知するサービス

2008年6月 東京都小平市

16 メール配信サービス
株式会社ニューズ・
ツー・ユー

News2uリリース

ニュースリリース配信ASPサービス。長崎県では県政に関
する情報のうち、全国に先駆けて取り組んでいる事業や、
「観光情報」、「県産品のＰＲ」、「企業立地の決定」のほ
か、首都圏や中部・関西地方で開催する「物産展」や「文
化セミナー」など、広く全国に向けたＰＲ情報を発信する。

2007年7月 長崎県

17 FAQ
株式会社ミックスネッ
トワーク

PUBLIS FAQ

Webサイトにて提供しているFAQサービスを、簡単かつ効
率よく管理・公開することができ、ユーザビリティの高い
サービスを、よりローコストで運用することができるシステ
ム

2009年8月
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付録2 地方公共団体におけるASP･SaaSの利用事例紹介 

 

1 地方公共団体が導入・利用しているASP･SaaSの整理 

地方公共団体が利用しているASP･SaaS事例には表付2-1のようなものがある。 

本調査において確認した地方公共団体によるASP･SaaS利用事例は合計63事例であ

る。このうち、フロントオフィス業務に関するものが58事例、バックオフィス業務に関

するものが5事例となっている。 

フロントオフィス業務では、電子申請や電子入札、公金決済、メール配信サービスなど

に関する利用事例が多い。 

バックオフィス業務では、内部情報系システムや統合型GISに関する利用事例がある。 

 

2 バックオフィス業務へのASP･SaaS導入について 

 

2.1 バックオフィス業務向けASP･SaaS実態と展望 

バックオフィス業務分野で提供されるASP･SaaSは、業務全般や内部処理でのセキュ

リティ（サーバ監視など）向けに多様なサービスが提供されている。しかし、現状では、

バックオフィス業務向けのASP･SaaSが、実際に地方公共団体で利用されている事例は

あまり多くない。その理由として、バックオフィス業務のASP･SaaS化が高コストであ

ることが上げられる。また、バックオフィス業務の手順や実施方法が各地方公共団体でか

なり異なり、その相違に対応して作られたシステムが既に稼動しているため、ASP･SaaS

を新たに導入しようとするインセンティブが地方公共団体及び事業者双方に働かないこ

とも考えられる。 

しかしながら、今後一層効率的かつ効果的な行政運営を求められる地方公共団体にとっ

ては、業務の標準化と全体最適化を進めることによって、バックオフィス業務（特に基幹

的な業務）分野へのASP･SaaSの導入を推進していくことが重要である。 

 

2.2 バックオフィス業務へのASP･SaaS導入にあたっての留意点 

バックオフィス業務へASP･SaaSを導入していくにあたっての基本的な留意点は以下の

とおりである。 

 

(1) バックオフィス業務の標準化を進めること 

ASP･SaaSを業務の要求に合わせてカスタマイズした場合、円滑な導入が期待でき

る一方、費用が増加することも想定される。円滑な導入とASP･SaaS導入による費用

削減効果を両立させるためには、 

ASP･SaaS事業者のサービス仕様に地方公共団体における業務の手順などを合わ

せるための業務の標準化を進めることが重要である。 
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(2) 庁内システムからASP･SaaSへの移行を円滑に進めること 

庁内システムのASP･SaaSへの移行に際して、地域情報プラットフォームの活用な

どによって、段階的にかつ円滑に進めることが重要である。 

 

このように、フロントオフィス業務に比べ、バックオフィス業務におけるASP･SaaS

の利用事例が少ない理由は、バックオフィス業務の手順や実施方法が地方公共団体によっ

て異なるため、業務を標準化、平準化したサービスを提供するASP･SaaSを、新規に導

入しようとするインセンティブが各地方公共団体に働きにくいからであると考えられる。 



 

 

1
4

2
 

表付 2-1 地方公共団体によるASP･SaaSの利用事例 

種別 業務分野 導入自治体名 システム名 提供者 方式 概要 導入時期 効果 情報源

静岡県域市町村 2007年1月

秋田県 2007年3月

新潟県域市町村 2008年3月

山梨県市町村 2008年3月

公共施設案内・予約 山梨県市町村
施設予約ASPサービ
ス

日本電気株式会社 インターネット
パソコンや携帯電話から24時間・365日公共施設予約が
可能。インターネットからの予約可否、料金の減免など施
設ごとの要件を職員が設定可能。

2008年3月 NEC

電子入札 青森県
電子入札ASPサービ
ス

株式会社日立情報シ
ステムズ

インターネット
等

入札情報公開機能と電子入札機能を搭載。 2006年11月

・電子入札ASPサービスの運用件
数は、平成19年2月末（稼働後4ヶ
月間）で約60件を運用しており、年
度内には百数十件の実施を予定
・平成19年度は、前年比で5倍以上
の約1,000件を電子入札する予定

日立情報システムズ
http://www.hitachijoho.
com/case/government
/special/0703/index.ht
ml

電子入札 長崎県大村市
e-CYDEEN/電子入札
ASP

株式会社日立情報シ
ステムズ

（インターネッ
ト）

入札情報公開機能と電子入札機能を搭載。庁内の「e-
CYDEEN/契約管理システム（自治体版）」と連携し、契約
業務と連携した電子入札環境を構築

2007年10月

・独自導入の1/10のコストで電子
入札を導入できた。
・業務が改善。より多くの一般競争
入札を行えるようになった。

日立情報システムズ
http://www.hitachijoho.
com/case/government
/special/08042/index.h
tml

基幹系業務全般 山梨県甲府市 GPRIME・StarOffice 日本電気株式会社
（インターネッ
ト）

住民情報、財務、国保・年金、介護・福祉といった自治体
の基幹業務系と、情報共有、人事給与、財務会計、文書
管理といった内部情報系システム

2007年8月

同市の試算によると、この取り組み
による経費節減効果は、人的コス
トも含めると、従来の想定運用経
費に比べ最大約38．5％にのぼる
と見込んでいる。

ITPro070829

公金決済 東京都荒川区 振込み納付サービス 不明 LGWAN

マルチペイメントネットワークを利用することにより、施設
の予約・手数料の納付を、区民が区役所に１度も来ること
なく済ませられるワンストップサービスを実現。納付方法
は金融機関経由（Pay-easy）

2007年8月 「月刊LASDEC0802」

パソコンや携帯電話より24時間・365日電子申請が可能。
手続情報や利用者情報などシステムの利用に必要な設
定を全て職員により実施可能で、利便性の向上と運用コ
ストの削減を実現。

NEC

フ
ロ
ン
ト
オ
フ
ィ
ス
業
務

電子申請
電子申請ASPサービ
ス

日本電気株式会社 LGWAN
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種別 業務分野 導入自治体名 システム名 提供者 方式 概要 導入時期 効果 情報源

公金決済 東京都荒川区
マルチペイメントネット
ワークを利用した電子
納付サービス

不明 LGWAN

マルチペイメントネットワークを利用することにより、各証
明書交付等の申請・手数料の納付を、区民が区役所に１
度も来ることなく済ませられるワンストップサービスを実
現。納付方法は金融機関経由（Pay-easy）

2005年4月 「月刊LASDEC0802」

公金収納 宮崎県 Yahoo!公金支払い ヤフー株式会社 インターネット
ヤフーを指定代理納付者とすることで、県民はYahoo!
Japanウェブサイトを利用して自動車税を納付（ウェブサイ
トの構築や決済サーバの運用などをアウトソーシング）

2007年5月
・納期内での利用は5,491件、2億
2,035万2,600円（納期内納付の
2.0%、2.3%）

「月刊LASDEC0802」

税・料のクレジットカード収納 三重県玉城町
クレジットカード公金
収納

株式会社松阪電子計
算センター（収納シス
テム）
株式会社日本カード
ネットワーク（ASP）
株式会社ジェーシー
ビー、株式会社百五
ディーシー（カード）

（インターネッ
ト）

軽自動車税、固定資産税、住民税、国民健康保険料、保
育料、水道料金などの10科目の税と料の公金クレジット
カード収納

2007年4月 「月刊LASDEC0706」

地方税電子申請・届出 和歌山県田辺市
TKC行政ASPサービ
ス（電子申請・届出）

株式会社TKC LGWAN

地方税電子申告受付サービスのうち、申告データの審査
や原本の確保を行う「審査システム」についてASPを利用
（申告データなどを市町村の期間税務システムに連携す
る「地方税電子申告支援システム」は市内に構築）

2008年1月
・給与支払報告書の申告件数、約
200事業所から1200件（全体の3%）

「月刊LASDEC0805」
「LASDEC/HP」

地方税電子申請･届出 秋田県秋田市
TKC行政ASPサービ
ス（電子申請・届出）

株式会社TKC LGWAN

地方税電子申告受付サービスのうち、申告データの審査
や原本の確保を行う「審査システム」についてASPを利用
（申告データなどを市町村の期間税務システムに連携す
る「地方税電子申告支援システム」は市内に構築）

2008年1月
・開始から半年で500事業所から給
与支払報告書の提出
・電子申告によるペーパーレス化

「月刊LASDEC0805」
「LASDEC/HP」

電子申請 青森県 電子申請システム

株式会社HARP
（北海道、北海道電
力、北海道ガス等の
共同出資会社）

LGWAN
行政文書の開示請求、浄化槽設置届、自動車税の住所
変更の届出等20数種類（うち4種類が電子認証必要）の電
子申請

2007年11月 ITPro071227

電子申請 長野県 電子申請サービス 富士通株式会社 LGWAN
電子申請、情報提供、施設予約、コールセンター。ヘルプ
デスク等

2007年10月 ITpro071001

電子申告 埼玉県三芳町
地方税の電子申告
サービス

株式会社TKC LGWAN
法人市町村民税、固定資産税（償却資産）、個人住民税
（給与支払報告書や特別徴収関連手続）の電子申告

2008年9月 ITPro080617

在宅介護支援の個人情報データ管理 東京都立川市 WebSERVE
株式会社富士通シス
テムソリューションズ

CATVインター
ネット

24時間体制で運営している在宅介護支援センターの業務
に対応するために、ASPを導入してデータ管理をアウト
ソーシング

2000年7月
ITpro
http://itpro.nikkeibp.co.j
p/free/NGT/govtech/2

住民情報サービス 埼玉県毛呂山町 e-ADWORLD 日立情報システムズ
（インターネッ
ト）

住民情報系システム、保健福祉系システム 2007年1月

フ
ロ
ン
ト
オ
フ
ィ

ス
業
務
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種別 業務分野 導入自治体名 システム名 提供者 方式 概要 導入時期 効果 情報源

基幹系業務全般
（住民登録、国民年金、国民健康保
険、各種税金関係など）

福島県喜多方市 ReamsⅢ
株式会社電算
エー・アンド・アイシス
テム株式会社

（インターネッ
ト）

住民登録、国民年金、国民健康保険、各種税金関係など
すべての基幹業務システムをアウトソーシングする。サー
バーはすべて同市内のデータセンターに置き、庁内には
クライアント端末のみとなる。

2001年～
・アウトソーシング後の7年間で約2
億円～3億円程度の直接的なコス
ト削減が見込める

基幹系業務全般 東京都立川市 WebRings

株式会社アイネス（基
幹系業務、文書管理、
共通基盤）
ジャパンシステム株式
会社（財務会計）

（インターネッ
ト）

住民記録や印鑑登録、固定資産税・都市計画税などの住
民情報を扱う基幹系13業務と、文書管理、財務会計の各
システム

2006年10月 ITPro060627

基幹系業務全般 山梨県甲府市 GPRIME・StarOffice 日本電気株式会社
（インターネッ
ト）

住民情報、財務、国保・年金、介護・福祉といった自治体
の基幹業務系と、情報共有、人事給与、財務会計、文書
管理といった内部情報系システム

2007年8月

同市の試算によると、この取り組み
による経費節減効果は、人的コス
トも含めると、従来の想定運用経
費に比べ最大約38．5％にのぼる
と見込んでいる。

ITPro070829

オンライン納付 大阪府 オンライン納付
GMOペイメントゲート
ウェイ株式会社

調理師免許交付申請など40の申請手続について、申請に
必要な手数料をクレジットカードでオンライン納付

2007年4月 ITPro070914

［市町村5業務］
　・印鑑登録証明書の交付申請
　・住民票の写し等の交付申請
　・所得(所得課税)証明書交付申請
　・納税証明書交付申請
　・固定資産評価(公課)証明書交付申
請
［県6業務］
　・医療用具販売業の届出
　・医療用具販売業の廃止の届出
　・山梨県名義の後援の申請
　・後援(または共催)事業実施結果報
告

山梨県
（山梨県市町村総

合事務組合）

やまなしくらしねっと
（やまなし申請・予約
ポータルサイト）

エヌ・ティ・ティ・コミュ
ニケーションズ株式会
社等5社

LGWAN
県と全市町村が共同して包括アウトソーシング方式を採
用

2004年4月

NEC
http://www.nec.co.jp/li
brary/jirei/yak/gaiyo.ht
ml

公金決済 神奈川県川崎市
コンビニ収納代行
サービス

株式会社エヌ・ティ・
ティデータ

LGWAN

コンビニでの料金収納を行ないたい自治体対し、各コンビ
ニと収納機関の間の取りまとめ業務（複数のコンビニから
の収納情報および収納資金の取りまとめおよび各収納機
関に対する収納情報および収納資金の仕分け）を提供す
るサービス

2003年7月

フ
ロ
ン
ト
オ
フ
ィ
ス
業
務
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種別 業務分野 導入自治体名 システム名 提供者 方式 概要 導入時期 効果 情報源

地方税電子申請・届出
47都道府県

主要政令都市
eLTAX

社団法人地方税電子
化協議会
（株式会社エヌ・ティ・
ティデータ)

インターネット

電子申告では、PCdeskなどのeLTAX対応ソフトウェアを使
用して、インターネット経由で申告手続きを行うことが可
能。他、地方税の納付手続や、電子申請・届出では、すで
にeLTAXで電子化されている申告手続きに関連した申請・
届出手続きが出来る

2005年1月
開始から累計で45万件の納税者
の手続きがあった。

HP

長崎県大村市 2005年

青森県 2007年3月

住民情報サービス 三鷹市 ぺたぼーど
株式会社エヌ・ティ・
ティデータ

インターネット
行政と地域住民、あるいは地域住民どうしの間で、位置情
報を持った意見や情報の交換を活発にするコミュニケー
ションツール

2004年1月

メール配信サービス 東京都小平市
キッズパス（ASP型児
童見守りシステム）

エヌ・ティ・ティコム
チェオ株式会社

インターネット 町民を対象に、不審者・防犯情報のメール配信サービス 2008年6月 ASPヘッドラインユース

ホームページ 千葉県市川市
eモニ（市民アンケート
システム）

日本電気株式会社 インターネット

(1)事前登録した市民を対象に、行政に関するアンケート
をＷｅｂ上で実施し、市民からの回答をリアルタイムに分
析・公開する、 (2)アンケート回答者にはポイントが付与さ
れ、それらポイントは河川ごみ掃除ボランティアなどの市
民活動に対して付与されるポイントと連携できる、 (3)市民
は様々な活動によって貯めたポイントを、公共施設の利用
ならびにボランティア団体への寄付に使用できる

不明 NEC「HP」

ホームページ 東京都台東区
モバイル広報サービ
ス

株式会社三菱総合研
究所

（インターネッ
ト）

携帯電話を通じて住民に生活に密着した自治体情報を提
供する

2008年7月 三菱総合研究所「HP」

メール配信サービス 広島県世羅町
自治体メール配信
サービス（ASP）

株式会社石川コン
ピュータ・センター

インターネット 町民を対象に、不審者・防犯情報のメール配信サービス 2006年3月

石川コンピュータセン
ター
http://www.icc.co.jp/pr
oduct/government/jitita

2007年7月
株式会社ニューズ・
ツー・ユー　「HP」

インターネットメール配信サービス 長崎県 News2uリリース
株式会社ニューズ・
ツー・ユー

ニュースリリース配信ASPサービス。長崎県では県政に関
する情報のうち、全国に先駆けて取り組んでいる事業や、
「観光情報」、「県産品のＰＲ」、「企業立地の決定」のほ
か、首都圏や中部・関西地方で開催する「物産展」や「文
化セミナー」など、広く全国に向けたＰＲ情報を発信する。

フ
ロ
ン
ト
オ
フ
ィ
ス
業
務

電子入札 e-CYDEEN
株式会社日立情報シ
ステムズ

インターネット
工事・委託・物品の各調達におけるほとんどの入札方式
に対応。インターネットでの入札情報公開や発注図書の
配布も可能。
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種別 業務分野 導入自治体名 システム名 提供者 方式 概要 導入時期 効果 情報源

FAQ
神奈川県小田原

市
OKWave Quick-A

株式会社オウケイウェ
イヴ

インターネット

市役所に多く寄せられる質問や問合せと、それに対する
回答をWebページに表示する
FAQシステムを通じて市民から寄せられる問合せ履歴と
その回答例暦を一元管理

2007年4月 ITPro070508

ボランティア情報の集約 愛知県刈谷市 元気365 旭化成株式会社
（インターネッ
ト）

市が設置する支援センターと社会福祉協議会のボラン
ティアセンターとの情報を連携

2003年10月 「月刊LASDEC0709」

東京都多摩市 不明

秋田県秋田市 不明
沖縄県那覇市 不明
静岡県富士市 不明

埼玉県鳩ヶ谷市 不明
栃木県鹿沼市 不明

沖縄県那覇市 不明

新潟県 不明
茨城県 不明

静岡県裾野市 不明
静岡県牧之原市 不明

講座・イベント申込 栃木県鹿沼市
講座イベント・申込
サービス

株式会社TKC LGWAN
鹿沼市が開設した生涯学習推進のための「かぬま生涯学
習大学」の講座申込とその後の単位取得状況や講座へ
の出席状況を一元的に管理。

不明 「TKC/HP」

メール配信サービス
静岡県三島市

京都府京田辺市
FairCast－子ども安全
連絡網

株式会社エヌ・ティ・
ティデータ

インターネット

従来の電話連絡網に代わるものとして、固定・携帯電話、
電子メールやファクスなどのメディアを駆使して、すべての
保護者や教職員に「正確・迅速・公平」な一斉連絡を提供
する連絡網システム

2006/7/1 HP

不審者情報配信サービス（メールマガ
ジン配信サービス）

大阪府守口市

奈良県三郷町

NEXSORCING
ﾒｰﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞ
ｽ

NECﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
株式会社

インターネット
住民向けに、不審者、防犯情報をメール（携帯、PC）にて
情報配信するサービス。

2005年8月

2006年5月
住民多数の登録実績有。 NECﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ

動画配信サービス 兵庫県議会
NEXSORCING
ｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ

NECﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
株式会社

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
議会内用をライブ配信（生中継）、オンデマンド配信（録
画）するサービス

2007年4月 県HPにﾘﾝｸ有。 NECﾈｸｻｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ

リサイクル情報
大阪市
神戸市
大分市

リサイクル情報交換シ
ステム「Ecotown」

株式会社エヌ・ティ・
ティデータ

インターネット
家庭の電話、FAXやWeb、街の専用端末やコンビニ端末
からも24時間自動で不用品の登録や検索ができる、身近
で手軽な「リサイクル情報交換システム」

公共施設案内・予約 愛知県東郷町
公共施設予約
システム

リザーブマート有限会
社

インターネット
パソコンや携帯電話から24時間・365日いつでもどこから
でも公共施設予約が可能となり、市民の利便性が向上。

2004年5月 「HP」

各種申請・申込
かんたん申請・申込
サービス

株式会社TKC

フ
ロ
ン
ト
オ
フ
ィ
ス
業
務

公共施設案内・予約
公共施設案内・予約
サービス

株式会社TKC

LGWAN

簡易版の電子申請・届出システム。那覇市では、人間ドッ
クの申込みなどを24時間・365日パソコンや携帯電話など
から受けつけている。職員採用試験や市民向け講座の申
込み受付についても検討中。

「TKC/HP」

LGWAN
パソコンや携帯電話から24時間・365日いつでもどこから
でも多摩市内の公共施設予約が可能となり、市民の利便
性が向上。

「TKC/HP」
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種別 業務分野 導入自治体名 システム名 提供者 方式 概要 導入時期 効果 情報源

内部情報系システム 山梨県甲府市 GPRIME・StarOffice 日本電気株式会社 インターネット
住民情報、財務、国保・年金、介護・福祉といった自治体
の基幹業務系と、情報共有、人事給与、財務会計、文書
管理といった内部情報系システム

2007年8月

同市の試算によると、この取り組み
による経費節減効果は、人的コス
トも含めると、従来の想定運用経
費に比べ最大約38．5％にのぼる

と見込んでいる。

ITPro070829

統合型 GIS 神奈川県川崎市
川崎市地図情報シス

テム
空間情報システムズ インターネット

川崎市ホームページに掲載されている新着更新情報は地
図情報と連動。例えば、イベント告知内にある開催場所の
テキストをクリックすると、ガイドマップかわさきの地図上に
目的の場所が表示される。公開サイトのコンテンツの管理
はシステム管理課が集中的に行なっており、個々の公開
データは認証を受けたのち、データセンターに送られ、公
開サイトに反映される。

2006年
空間情報システムズ

「HP]

内部情報系システム 三重県 appraisal
株式会社エヌ・ティ・

ティデータ
インターネット

各課・担当で個別に作成・管理している評価表をappraisal
で一元管理することで業務プロセスを効率化しコスト削減
が可能。 単なる評価表データの管理だけでなく、レポート
機能や住民公開機能により行政評価業務をトータルでサ
ポートする。

2003年9月 「HP」

契約管理 長崎県大村市
e-CYDEEN
契約管理

株式会社日立情報シ
ステムズ

インターネット

発注見通しから起工案件の登録、入札情報、契約情報の
管理や業者の格付け、基本情報、処分情報の管理など、
契約関連部署で実施される業務に対応。またe-CYDEEN
／電子入札ASP」と連携し、カスタマイズを行うことなく二
重入力を排除した電子入札と契約管理の円滑な利用が
可能。

2005年

公有財産売却システム 埼玉県加須市
Yahoo!公有財産売却
オークション

ヤフー株式会社 インターネット 公有財産をインターネットオークションに出品 2007年8月 「月刊LASDEC0802」

バ

ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
業
務
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3 地方公共団体におけるASP･SaaSの導入事例 

 

地方公共団体における対照的なASP･SaaS導入事例を以下に紹介する。 

一つは静岡県域市町村及び新潟県域市町村における電子申請に対するASP･SaaSの利

用である。これは電子申請の処理にレディメイド型のASP･SaaSを導入し、複数の市町

村が共同で利用している事例である。 

もう一つは甲府市における基幹業務・内部業務の包括アウトソーシングである。これは

甲府市のバックオフィス業務にオーダーメイド型のASP･SaaSを導入し、甲府市が単独

で利用している事例である。 
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３.1 静岡県域市町村におけるASP･SaaS共同利用 

静岡県域市町村は、電子申請システムの調達にあたり、「他の自治体と共同で利用する

ことを目的とした、静岡県電子申請共同運営協議会が求める機能を有するサービスの調達

とする」と仕様書で明確に定義し、他の地方公共団体に先駆けてASP･SaaSの利用を開

始した。 

 

3.1.1 ASP･SaaS導入に至った経緯 

(1) 電子申請システムの導入方針 

静岡県域市町村では電子申請システムの導入は「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ」で掲げられて

いる電子自治体化に向けた必須事項と認識していた。しかし、近年の厳しい財政事情も鑑

み、必要最小限な機能利用の調達を基本方針とした。一方、近年高度化するシステムや機

器の管理及び各種セキュリティへの対策に対して迅速に対応する必要があった。 

 

(2) ASP･SaaSの導入 

上記の導入方針のもとに、静岡県域市町村が求める「電子申請システム」の機能を実現

する方法として、静岡県電子申請共同運営協議会では他の先行自治体が共同運営している

電子申請システムを共同利用するなど、様々な可能性を検討した。 

 

その結果、システムなどを所有せず、他の多くの自治体への提供を前提とするASP･

SaaSを静岡県電子申請共同運営協議会の会員が利用するものとし、より安価なコストで

高度なサービスを受けることを目指すこととした。 

そのため、調達するサービスは以下の要件を満たすものとした。 

ア) サービスの利用形態 

自治体からの利用については、ＬＧＷＡＮ-ＡＳＰとしてサービスを利用する。 

イ) ＡＳＰ事業展開場所の要件 

ＬＧＷＡＮ-ＡＳＰによるサービス提供が可能な場所とする。 

 

3.1.2 運用方法 

電子申請システムの運用要件については、主にＳＬＡによる契約の締結を実施した。詳

細なＳＬＡについては、「提案書」による提案を加味して、ASP･SaaS事業者と契約締結

時までに詳細を協議することとした。 

 

また、電子掲示板などの機能を持ったプロジェクトマネジメントツールを電子申請シス

テムと合わせてASP･SaaSとして導入している。これにより、関係者間のコミュニケー

ションを図っている。 
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３.2 新潟県域市町村におけるASP･SaaS共同利用 

新潟県域市町村では、静岡県域と同様に電子申請サービスをASP･SaaSの共同利用に

より実現している。 

 

3.2.1 ASP･SaaS導入に至った経緯 

(1) 共同アウトソーシングの検討 

当初新潟県域市町村では、電子申請システムを共同アウトソーシングにより県内の

iDCに構築し利用することを検討した。そのために、電子申請システムの機能仕様な

どの基本設計を行い、数段階の可用性レベルに対する費用積算を行った。しかし新潟

県内すべての市町村が一斉に電子申請システムを導入する合意をとることはできず、

限られた団体のみの導入では、住民向けサービスとして十分な費用対効果が見込めな

いことが明らかとなった。 

 

(2)  ASP･SaaSの導入 

費用対効果を高めるには、費用の低減、特に初期費用の低減が大きなポイントとな

る。既存のASP･SaaSを利用すれば、初期費用は基本的に発生しない。 

そのため、 

・ 新潟県域市町村が必要と考える電子申請サービスの要件を満たしていること 

・ 十分なセキュリティが確保されていること 

をクリアできるASP･SaaSを選定し利用することとした。 

ASP･SaaSは導入を希望する個々の団体が単独の団体としてサービスを申し込み

利用することも可能である。しかし、共同アウトソーシングの検討の過程で電子申請

サービスに求める共通の要件が固まっていたこと、団体間の情報交換によるサービス

向上が期待できること、などのメリットがあるため、県内の複数の市区町村が共同で

ASP･SaaSを利用することとなった。 

 

一方、契約面では団体ごとにASP･SaaS事業者と契約しており、共同利用として一

つの契約とはしていない。そのため、団体ごとに異なる形態でASP･SaaS事業者と契

約を結ぶことが可能となった。 

 

3.2.2 運用方法 

共同利用の参加団体は、幹事団体を決め意見交換などを行っているが、サービスの利用

については各団体の自主性に委ねている。 

利用している電子申請サービスは 

・ 団体ごとに自由に手続を登録できる 

・ サービス利用料は手続登録数に依存しない 

となっている。そのため、共同利用といえども各団体の利用方法については互いに介入せ
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ず、手続の電子化においては自主的にサービスの創意工夫を行える仕組みとした。 

一方、職員研修は共同で実施し、研修にかかる費用の低減を実現している。 
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３.3 甲府市における包括アウトソーシング 

甲府市では、住民情報や税務などの基幹系業務のシステム及び財務、人事給与などの内

部情報系のシステムを包括アウトソーシングの形でASP･SaaS事業者のサービスを利用

することとした。 

 

本事業の期間は、計画と構築に２年間（H19年度～20年度）、運用に10年間（H21年

度～30年度）の計12年間とすることを予定している。 

アウトソーシングする対象は以下のとおりである。 

 基幹業務系：住民情報、税務、国保・年金、介護・福祉、収滞納、など 

 内部情報系：情報共有（グループウェア・文書管理）、人事給与、財務、など 

 インフラ系：データセンター、IT ヘルプデスク、など 

 

3.3.1 アウトソーシング導入に至った経緯 

(1) 従来の課題 

甲府市では平成12年に汎用機を導入し、住民記録システムから順次税務システムな

どへ展開してきた。 

 

しかし、汎用機を中心としたシステムには、以下に挙げるような技術面、契約面、

運営面での課題があった。 

 

ア) 技術面の課題 

汎用機中心の古い技術を採用しているため、関連機器などが高価であり、シス

テムの追加修正などに多くの手間と費用が必要となっていた。技術的・費用的な

制約があるために、システム内の業務データをシステム連携により活用して、業

務を効率化することも実現できていなかった。 

イ) 契約面の課題 

システムを導入した事業者しか扱うことができないシステムが多く、契約後は

業者が固定され競争原理が機能しにくい状態となった。 

さらに契約において、問題に対する責任とリスク・費用分担が詳細に定義され

ていなかったため、契約後に問題が発生した場合は、何ら有効な取り決めが無い

まま交渉を行い、結果として質の低いシステムの方が高い費用を要するという問

題もあった。 

ウ) 運用面の課題 

事業者が行うマネジメントの詳細を確認し、評価・指摘を行うことは委託者で

ある地方公共団体の役割であるが、事業者を適切にコントロールできる人材の育

成・体制の整備が急務となっていた。 
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このような課題のために、甲府市が情報システムに求める高水準のコストパフォーマン

スや即応性、さらには住民サービスに寄与すべき効率的な事務などとは懸け離れた状況に

あった。 

 

(2) 課題に対する取り組み 

上記の課題に対応するため、甲府市ではダウンサイジング及びアウトソーシングの

実施計画である「こうふＤＯ（ダウンサイジング・アウトソーシング）計画」を平成

18年に策定し、取り組みを開始した。 

「こうふＤＯ計画」の目的と実現手法は以下のとおりである。 

ア) 効率的な事務改善による市民サービスへのシフト 

事務改善を効率的かつ低コストとするために、システムによるサービスを利用

する。これにより、甲府市のコスト・時間・人員などの行政資源を、住民サービ

スにより多く投入する。 

また、調達するサービスは、パッケージによるものを基本とする。質の高いパ

ッケージの業務フローや帳票などのノウハウを取り入れることで、本市における

事務改善を効率的に進めることが可能となる。パッケージとしての完成度・機能

充足度の高いものを選定し、本市の事務手法を可能な限り合わせる方法を採る。 

イ) ITライフサイクルを通じたトータルコストの軽減 

構築、運用、改修、移行までの情報システムにおけるライフサイクル全体のコ

ストに着目し、その総コストを削減対象とする。 

従来のような物品・役務の調達ではなく、システムによって実現されるサービ

ス全体を調達対象（サービス調達・品質保証型契約）とし、さらにPFI的な事業方

式（延払方式、業績連動支払い、サービス品質保証、性能発注方式など）を利用

することで、稼動後の追加コストの増大を防ぐ。 

ウ) ITマネジメントの確立と人材育成 

事業者のサービスをマネジメント・コントロールするための専門組織として、

「こうふPMO（プロジェクト・マネジメント・オフィス）」を設置する。 

また、ITマネジメントに用いる各種ツールを整備し、実施における経験や、失

敗を検証し見直すプロセスなども文書として整備・蓄積することで、実効性のあ

るノウハウを蓄積する。これらのツール・ノウハウの継承とブラッシュアップを

図り、“技術の専門家”ではなく、“マネジメントの専門家”を育成してゆく。 
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3.3.2 「こうふＤＯ計画」の実施手法 

(1) サービスの調達 

システム（ハードウェア、ソフトウェアなど）やアウトソーシング設備（サーバ設

置場所、印刷場所など）はすべて事業者の所有とし、甲府市はそれにより提供される

情報システムやサービスを利用する。甲府市は事業者が提供する情報システムやサー

ビスを住民サービスへ「転換」する機能を担うことになる。 

したがって、甲府市は住民サービスを提供するために必要な情報システムやサービ

スの仕様や要求水準の定義、サービスの検収、モニタリングを行うものとした。 

甲府市内部における役割分担は以下のように決定した。 

業務主管課は事業者が提供する情報システムやサービスを利用して住民サービスを

提供する。そのために必要となる機能やサービスを情報政策課に要求する。情報政策

課は要求された機能やサービスの必要性を検討し、ASP･SaaS事業者に求める機能や

サービスの仕様を決定する。 

ASP･SaaS事業者は、要求水準を満たすサービスを提供するためのハードウェアや

ソフトウェアなどの技術要素をASP･SaaS事業者の責任において決定する。あらかじ

め定められたサービスの提供に必要な範囲においては、技術要素の提供・変更・更新

などはASP･SaaS事業者の負担で行うものとした。 

 

住
民

甲府市

サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者

業務主管課

情報システム・サー
ビスにより提供され
る機能を用い、住
民サービスを提供

情報政策課

情報システム・
サービスが提

供する機能を選
択

住民サービス 情報システム
サービス

機能要求
機能仕様
要求水準

 

図 付2-１ 事業スキームの概要 
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(2) 12年間の包括アウトソーシング 

運営管理期間（システム利用期間）を10年に設定した理由は以下の2点である。 

一つは、現場の負担を可能な限り減らすことである。システムを安定して利用する

期間が長いほど通常業務以外の負担を軽減でき、業務の効率化を通じた住民サービス

の向上が期待できる。 

もう一つは、システム構築費用の削減である。一般的には5年単位程度の契約が多

く見受けられるが、業務処理方法自体が画期的に変化して飛躍的に効率が向上する場

合を除き、5年単位での契約更新のメリットは少ないと判断されたものである。 

 

(3) サービス品質の保証 

このように、甲府市は自ら情報システムを構築することなく民間事業者が構築しシ

ステムを利用することとしたが、これは、実際に利用する情報システムやサービスの

品質や管理が適切に機能しているかを確認し、それらが達成された場合に応分の「対

価」を支払うことなるものである。 

そのため、甲府市は12年のプロジェクト期間を通じて目的を共有し、一貫した規範

によりモラルを維持するため、SLAやSLMの基本的な理念を示したSLAチャーター

（憲章）を定めた。 

SLAチャーターをサービスの品質管理の最高規範とし、サービス仕様を細目化し、

具体的なサービス品質の基準を定める文書としてモニタリング基準書を策定した。モ

ニタリング基準書においては、通常のSLAと同様サービス項目とその測定方法を定め

ているが、システムの性能に加えてSIサービスとしてのPDCAサイクルを確認できる

ものとなっており、例えば障害発生時の対応として発生から処理完了に至るまでの一

連のアクションをサービス項目として定義している。 

 

表付２-２ サービス項目の例（一部） 

障害対応 

甲府市への障害復旧予定時間、障害影響範囲、対応方法の報告 

障害対応手順書の作成、提出 

障害原因調査の実施・報告 

障害処理表の作成、提出 

改善計画の立案、改善の実施・報告（障害対応） 
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ASP･SaaS事業者が提供するサービスの品質について、モニタリング基準書にもと

づき定期的にモニタリングを行い、品質の低下が見られた場合などにおいては、ペナ

ルティポイントを課し、支払う対価を減額する。サービスの改善活動やシステムの改

良・コンサルティングなどの付加価値を高める活動が提供された場合、もしくは、法

制度改正対応や追加業務対応などにおいて費用縮減が図られた場合などにおいては、

その価値を勘案し、評価ポイントとして加点する。評価ポイントについては、ペナル

ティポイントとの相殺を可能とすることで、事業者の自主的な改善活動に期待できる

ものとなっている。 

 

(4) リスク分担 

本事業におけるリスク分担（リスクの顕在化・問題の発生時における作業・費用負

担）は、発生した事象に対し、責任分界を明らかにして責任割合に応じたリスクの負

担をするという考え方を採用した。 

原則として、合意された品質の範囲内におけるサービスの提供・維持に係るリスク

は事業者が負うこと（本事業の当初契約における実施義務範囲内）となるが、サービ

スに影響を与える外部要因の性質によって、甲府市がリスクを一部負担する場合もあ

る。このようなリスク分担を通じ、コストの削減も期待されるものである。 

 

(5) マネジメント 

マネジメントの体制整備においては、①市側のマネジメント体制の確立、②事業者

を効率的にマネジメントするための手法・ノウハウの整備、の2点を実施した。 

ア) マネジメント体制 

全庁的な意思決定のため、CIOを設置し、それを支援しマネジメントを全庁的に

管理する組織として、PMOを設置することとした。 

CIOは、計画・予算・実施・評価の各フェーズにおいて、全体最適の視点から、

各部門間を調整しITプロジェクト全体の判断を行う。 

イ) マネジメント手法・ノウハウの整備 

進捗管理、問題・リスク管理、変更管理などのマネジメントに利用する手法や

フォーマットを整備し、なぜ問題なのか・どのように対処すべきか、といった問

題解決の事例やノウハウを蓄積する。 

 


